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第V章 竹 林 の 生 産 組 織

§1序 説

以上の各章により,竹 林が材積概念を始め成長紅過 ・林分構成 ・作業法などにおいて,
一般樹林のそれ と著 しく趣きを異にすることが実験的に 明らかに せ られた.こ れに よる

と,竹 林の法正状態はもちろん,浅 糊 令や収穫 予定法など1ま独特の性格を内包するもの と

予想されるのであるが,こ の種の 研究は ほとんど なされていない.ゆ えに本章において

は,竹 林を対象 とする生産組織を森林経理学的見地け・ら研究せんとする ものである.

研究の順序としては先ず,竹 林の立竹構成の特色について述べなければならない.す な

わち竹林の外部形態を 水平的な らびに乖直的構造として 観察をなし,さ らにその内部構

造を直径分配 ・稈長及び枝下高 ・竹程 材積分配 ・年合構戎その他の質的構成などに解析し

て,そ れ らの特色を把握すると同時に,量 的構成の重要因子である林分竹稈材 積 ・林分成

長量について分析 してその特色を把握 したい.ま た竹林が地下茎天然更新を特色 とするの

で,地 下茎について も若干の考察を試みるものである.

次 に竹林の作業法 としては,そ の分類根拠を明 らかにするとともに,一 般に採用され実

施可能な作業法の長所欠点を把握するため,竹 林の作業種試験24)の成果から,竹 林の立竹

構成要素や新竹発生量などに検討を加え,竹 林の作業法 としての利害得失を解明する.ま

た伐期令については,竹 林における必要性を検討 し竹林に適用 されるべ き伐期令の種類に

ついてその性質を明 らかにしなければならない.な お,竹 林の法正状態の特異性について

は,令 階分配 ・林分配置 ・蓄積 ・成長量などの要素を対象として,主 要作業法ごとに分析

を進める.

以上生産組織の基礎 となる要素を検討 したならば,収穫 予定法の研究が必要 となる.す

なわち,竹 林に対する収穫予定法の意義を明 らかにして,各 種の 可能な方式を検討分類

し,収穫 保続ならびに応用性の見地より考察することとする.

最後に総合的組織付けとして竹林作業級について,そ の範囲の決定及び伐採列区ならび

に輪伐期の性格を探究する.な お,そ の理念的規範 としての竹林の法正状態の特異性にっ

いては,令 階分配 ・林分配置 ・蓄積 ・成長量などの要素を対象 として,主 要作業法ごとに

分析を進 める.さ らに,そ の応用面である竹林施業法のあ り方については,小 面積経営の

竹林 と大面積経営の竹林 とに大別して,生 産組織論的見地から,更 新伐 ・保育 ・保護など

に関 して,各 種の検討を加 える.

§∬ 立 竹 構 成

1立 竹構成の意義

竹林における現在の立竹構成は,過 去における一定の施業の成果あるいは天然力の発現

の結果 として,過 去におけるその具体的批判の基礎 となるものと考 えられ,従 ってまた,

将来の施業あるいはその組織付けへの示唆 としての意義を有する.こ のような意味におい

て,林 分構成 としての竹林を観察することの重要性を認 めることがで きる.

また組織体 としての竹林に関する考察は,竹 林経理学における問題 として重要な基礎的

一項目を占めるものである.す なわち作業級における蓄積は,全 体としてはわおむね一定

不変な もの として認識されるのであるが,こ れを構成する各々の林分は時の推移 とともに

絶 えず発展変転する.



いま竹林の成長経過の特色を列記すると,次 の通 りである.

1)成 長期嗣が短期間である.

2)樹 木と異な り,個 体の量的成長は建 日{の 一'i定期問/彗に ヒゴず る.

3)従 って林分の連上L成長量は,新 竹発生量 として把渥される.

4)連 年成長量または平均成長量は,樹 林のごとく漸増漸減の形式でな く,発 筍の豊凶性

に左右 される.

よって竹林作業級の保続生産が含理的に営まれるならば,立 竹構成は発筍期にのみ変動

し,新 竹の成長完∫後の立竹構成は直溢分配は もちろん,稈長 その他の立竹構成要素には

何等の変化 もない安定 した構成状態を示す.樹 木は個体が連年上長成長ならびに肥大成長

をなし,そ の結果 として材積は変動するが,竹 林では発筍によって成長量が把握 されるの

で,新 竹の形態完成までの短期間に,径 級分配にいたるまで判明するところに特徴が見出

される.

ゆえに立竹構成を観察するには,時 点的に把握するとともに,他 方では発筍か ら伐採更

新されるまでの全発畏過程において,こ れをみる必要がある.前 者は静的構成として立竹

構成を具体的かつ精密に考察することができ,後 者ほ動的構成としてそれを全面的本質的

に把i渥することカミで きる.

1)静 的 立 竹 構成

立竹構成は,先 ず地上部分 と地下部分 とに分け,さ らに各々は質的方面 と量的方面とか

ら考察することができる.質 的構成は主 として竹林の価値性及び強固性に関連する構成で

あって,こ れをきらに細分し外部形態的構成 と内部構造的構成とに分けることができる.
これに対 して量的構成は,竹 林を容積 ・重量 または価値単位などによって表示する立竹量

の構成である.こ の両者は もちろん構造上に相互に密接な関係にあ り,ま た相集ま り相寄

って竹林の構造内容を形成するものである.

2)動 的 立 竹 構成

樹林における林分の立木構成は時の推移とともに発展するもので,一 定の内容に止まる

ものではない.し かるに竹林の動的構成 の特色は,新 竹発生時の数10日 間においてのみ林

分成長がみられるところにある.す なわち新竹の形態完成後は量的構成に変化がなく,母

竹群は伐採によるほかは全 く不動であって,一 斉同令林分の林分構成 と同様に直径分配は

正規分布を示 し,稈長 ・枝下高 ともに一定である.

新竹発生経過の景観は,択 伐樹林の成長経過を短期間に圧縮 したごとき様相を呈 し,筍

の大小 ・成長中の新竹の状態 ・止 り筍の発生などの複雑な構成をみる.

このように新竹発生時における動的立竹構成は,竹 林の林分構成の特色を最 も端的に表

現するもの と考 えられ る.

よって理論的には,立 竹構成を全面的本質的に把握 し,ま た実践上においては長期間に

わたる竹林生産実行の組織付けを行 う根拠を与 える意味において,立 竹構成をその推移発

展する全過程の姿において把握す ることが要求される.し かしこれを静的観察の場合 と同

様に,具 体的な要素について一般的に示すことは困難である.

2立 竹構成の分析

竹林の立竹構成は,先 ず地上部分と地下部分 とに分け,さ らに両者を質的方面 と量的方



面 とか ら考察することができる.

A地 上部分の構成

1)質 的 構 成

(i)外 部形態的構成

各立竹が地上の空間を占領する状態は,も ちろん立体的に観察されねばならない.こ れ

を精密に観察するためには,外 部形態的構成 を垂直的構成 と水平的構成 とに分解し,さ ら

にこれを総合 して立体的観念を組立てる方法が適当であろう.

(1)垂 直 的 構 造

垂直的構造を観察する要素 としては,竹稈 高 ・枝下高 ・竹冠などがあげられるが,竹 冠

の上限は竹稈 高 ・下限は枝下高に一致す るから竹冠による表現が適当であろう.

樹林においては,樹 冠の垂直的位置配列あるいはその上下関係の配置から,層 状と段状

の構造を組合わせ,①1段1層 的 ②1段 多層的 ③多段1層 的 ④多段多層的 ⑤多段

1層 多層的 ⑥連続層的などの構造に区別することができる.し かるに竹林の竹冠は,そ

の成長期間中を除いては,お おむね一般樹林の一斉林分において現実にみ うけられる一段

多層的(ま れには多段多層的)構 造を垂直的構造の特色としている.

なお,発 筍後新竹完成までの成長期間中のいわゆる動的状態における垂直構造の特色

は,発 筍から新竹としての形態を整えるまでの極めて短い期間にのみ動き,母 竹の場合は

全 く不動ともいえる構成であって同令一斉林分の垂直構造を示すが新竹成長時には,択 伐

林の成長経過時にみ られる構成を短期間に圧縮 した状態に近似す る構造を,竹 林の垂直構

造の特色 としている.な お,竹 林の垂直構造の1例 として,写 真を掲示す る.

本 写真は,竹 林の垂直構造 を知 るために,福 岡市近郊の マダケ試験林の一部につ きKC103を 葉面

撒布 して竹葉 を脱落せ しめた ものである。 これに よると,竹稈 径級の大小にかかわ らず,地 上 よ り



ある高さのところから稽頭にかけて枝条をもち,枝 条が相互に組合わきれて,一 段となり多数の層

が重なり,いわゆる一段多層林の型をよく示している.

(2)水 平 的 構 造

垂直的に構成 された竹冠の水平的配置をみ,こ れ と垂直的構成 とを総合 して外部形態の

立体的構成をうるわけであるが,い ま水平的構成を垂直的構成 と切 り離 して観察すれば,

立竹の根元位置または竹冠の投影にっいて考察を行 うことがで きる.す なわち各立竹の根

元位置または竹冠の水平的な位置配置における規則性の有無 ・大 きさの不等性ならびに竹

冠相互の近接程度について検討されねぼな らない.

⑦ 桿 の 根 元 位 置

竹林は地下茎天然更新であるから,位 置配置においては不規則的であり,一 般には列形

群状的な構成が認められるが,と きには散状ないし列状の ものもある.

第55図から次のことが判断される。すなわち,竹林は地下茎天然更新であるから基本的には立竹

配置は列形をとるものと考えられる。立竹成立地の土壌成分構成に大差がない場合には立竹配置は

おおむね列形散状の形態をとるであろうが,現 実には立竹成立地の土壌成分の構成状態に差が あ

り,そ の他種々の要因のために列形群状の立竹配置現象を呈するものと考えられる。また各種の要

因が複合された場合には列形の散状と群状とが複合された構成の立竹配置となるものと判 断 され

る。

このように竹林の立竹配置は,一 般的な樹林の立木配置とは全く異なった様相を呈して,独 得の

特徴を示すものである。



② 竹 冠

竹林の年令は1年 生より伐期令にいたる年令の立竹を もって構成されるため,異 令林分

とい うことがで きるが,樹 林 と異な り,竹 冠の水平的均…性 と年令 との間には相関関係が

少な く,竹 冠の大 きさは樹林における異令林のごとく不整的ではない.な お竹冠相互の関

係は,竹 林の疎密度 ・作業法の相違などによって影響される.竹 冠の水平的構成は竹稈 の

根元位置配列状態が列状 ・群状 ・散状 と認め られるほどには明らかには区分し難いが,詳

細に観察すればおおむね根元位置配列 と類似の水平的構成が認められる.

竹 冠 の 水 平 的 構 造

① 群 状 ② 散 状



第55図竹稈 根 元 位 置 配 置 図

①(列 形)

②(列 形 散 状)



③(列 形 群 状)

④(列 形散状群状)



③ 列 形 ④ 複 合 形

写真は,福 岡市近郊に設 けたマダケ試験林における竹冠で ある。マ ダケ林 において一般に よくみ

うけ られ る型は,写 真で示 した4型 で あって,こ れは竹稈 配 置状態 を図示 した ものの竹冠部で,こ

れ によって竹林 の外部形態構造の概念が えられ るであろ う.

(ii)内 部構造的構成

主 として林分の価値性を構成すべ き具体的数量的要素及び質的抽象的要素の量的分配状

態をいう.こ の種の要素は多数に上るが,そ の主 たるものは竹稈 の胸高直径 ・稈長 ・枝 ド

高 ・竹令 ・本数 ・稈容積 ・稈実材積 ・枝条材積 ・竹冠量 ・利用度 ・材種 ・桿級などがあ

る.次 に,こ れ らの構成要素について考察し,竹 林の内部構造 の特性を明 らかにしよう.

(1)竹 程 胸 高 直径

構成要素 として観察 し易 く,ま た価値性にも重要な関係があるもの として普遍的にとり

あげられてお り,従 来から樹林ではこれに関す る研究が少な くない.

一林分を構成す る各樹木の胸高直径は,天 然的に成立した異令的な林分においては,大

小甚だしく区々であることはいうまで もないが,人 工的に成立した一斉同令林分において

も若干不揃である.

しかして このような直径分配の状態,換 言すれば直径からみた林分の質的内部構造 が価

値生産量に重大な関係を もっていることはもちろんであ り,ま た異令林分である択伐樹林

においては収穫保続の程度を判断する際の尺度 として利用 されている.

しかるに,竹 林における直径分配は竹令と関係がなく,発 筍期に決定 され,そ の後は全

く変化 しない.す なわち竹林の直径階別立竹本数分配は,作 業法の差異24)あるいは発生年

次の相違24)25)などにより,そ の型において若干の差異が認 められるが,お おむね一般樹木



同令林分における直径階別本数分配 と同様に正規曲線で示される型の分布を示している.

作業法別の本数分配を例示すれば第56図の通りである。

第56図
この図 は福岡市近郊 のマダケ

林 に設定 した竹林作業種試験地

の直径階別本数分配 を作業法別

に示 した ものであ る.立 竹本数

の最 も多い直径 階を作業法別 に

みる と,連 年択伐区は5cmが,

隔年 択伐 区は4cmが,残 伐区

は3cmが 最 も多 く,一 時点 に

おけ る立竹伐採率が 高い作 業法

ほ ど径級が小 さ くな り,分 布曲

線 の型 も漸次左偏分布を示 し,

立竹 本数 も多 くな ってい る.

時には,林 分全体の本数分配が,年 度による発生新竹の径級の大小(一 般に凶作年にお

いては発生新竹の径級は豊作年のそれ と比較 して小 さい)及 び発生新竹本数の多少などに

より,上 述の分布曲線の正規性が妨げられている場合 もある.

竹林の豊凶性に基く年々の本数分配を例示すると,第57図の通りである.

第57図

この図は大阪営林局奈良営林署管内の

御籔 国有竹林で調査 したマダケ林の立竹

本数 を発生年次別直径 階別 に示 した もの

である.豊 作年では若干右偏化 した正規

分布 を示 し,凶 作年 ではやや左偏化 した

正規分布 を示 してい る.

この よ うに豊 作年 は新竹の発生本数が

多 く新竹の径級 も大 きい ものが発生 し,

凶作年は新竹の発生本数が少な く,新 竹

の径級 も小径級竹の占め る比率が高 いこ

とを示 してい る.

しかしながら,こ れは一般樹林の異令林における直径分配がJ字 型にあらわれるものと

は全 くその趣 きを異にしている.竹 林は1年 生竹か ら数年生竹に至 るまでの異令竹の混交

によって構成 されるが,成 竹後は立竹の径級の増減はほとんどないので,径 級による本数

分配は,各 年度別の発生立竹本数の径級分配の単なる集成にすぎない ものである.

作業法あるいは発生年度による相違の他,同 一作業法の竹林内において も地位により分

布曲線の型が異なるもの と認められ る.こ の分布曲線の型(曲 線が対称かあるいは右偏か

左偏か)と 地位 との間には可成 り密接な相関関係が見出され る⑨.す なわち,あ る年次の

発生竹の本数分布について対称性の検定を試みると,95%の 有意水準で中央値 と平均値の
一致 しない分布,つ ま り対称でない右偏あるいは左偏分布を示す林分の他位 は極端に良好



かあるいは反対に不良な場合が多 く,平 均値 と中央値の一致する(対 称な)分 布を示す林

分の地位は中庸な林分であることが多い.

抽位の霞否と本数分配の関係を例示したのが第58図である.

第58図

この図は福岡市近郊のマダケ林に設定

した竹林試験地において,上 地位の箇所

と下地位の箇所の立竹本数 を直径階別に

示 した ものであ る.中 地位の本数分配は

ほぼ正規分布 を示 してい るが,下 地位の

本数分配はやや左偏分布 を示 し,ま た上

地位の本数分配はやや右偏分布 を示 して

いる.立 竹本数最多の直径階 も上,中,

下 と順次左偏化 し,立 竹 本数 は漸次減少

している.

一般樹林の場合択伐林や原生林のような異令林分においては,直 径の小さなものほど本

数が多 く,J字 型頻度曲線を描 き,そ の曲線の下降の度合は樹種 ・立地の関係などによっ

て異なる.

これに対 して一斉同令林分においては一つの極大点を有 し,左 右ほぼ対称的な頻度曲線

を描 く.厳 密に言えば,多 少非対称的であって,そ の度合は樹種 ・年令 ・地位 ・施業法な

ど各種の事情によって異なる ものである.し かるに竹林の場合 は,異 令林であるに もかか

わらず,樹 林の場合の一斉同令林分の直径対本数分配曲線 と同様な曲線を描 く.勿 論厳密

に言えば,多 少非対称的であって,そ の度合は竹種 ・豊凶年 ・作業法 ・地位 など各種の事

情によって異なるものである.

(2)稈長 及び枝下高

前項 とほぼ同様な意義において,林 分の 質的内部構造構成要素である.そ の 分配状態

は,直 径との問におおむね0.95程 度の頗る高い相関関係がある.従 って稈長 ・枝下高とも

に作業法 ・地位などの相違によって変化する要素である.

第59図
ま た そ の 分 配 状 態 は前 者 と同様 に重 要

な価 値 関 係 的 意 義 を有 す る も の で あ る

が,高 さ は直 径 よ り も測 定 が 困 難 で あ る

た め,実 際 上 は 利 用 され 難 い.

竹稈の胸高直径 と秤長の関係を例示すれ

ば,第59図 の通 りであ る.

本図は大 阪営林 局奈良営林署管内のマダ

ケ林 の周囲 階別平均稈長 曲線であ る.近 畿

地方竹材規 格長 の最低値のおおむね2倍 以

上の稈長 を もち,周 囲階6寸 を変曲点 とし

て左右 にほぼ直線 的な流れ を示 してい る.

一般的な施業竹林 での作業法の差異に よ

る稈長 及び枝下高の偏筒 を示 した ものが第

60図 で ある.ま た地位の差異が稈長 及び枝



下高に どの程度影響す るものか を知 るため,施 肥試験の結果 を掲げた ものが第61図 であ る.

第60図 第bl図

第60図 は福岡市近郊に設定 した作業種試験

地における択伐区 と残伐区の発 生年次別の辞

長 曲線で ある.択 伐区の稈長 は発生年次によ

る差異 は認 め られないが,残 伐区 においては

立竹構成が漸次恢 復す るに従 って急激に稈長

が高 くな ってい る.こ れは林力の恢復に伴 っ

て林冠の諺閉が密 とな り,陽 光の照射 を防 ぎ

新竹の 上長成長 に 合 った 環境条件の 成 立経

過 と軌 を一にす る もので作業法の相違が 新竹

の上長成長 に鋭敏に反 映す る ことを示 してい

る.

第34図 は福 岡市近郊のマダケ 林に設定 した

施肥試験地におけ る直径階別の群 長及び枝下

高:こついて,施 肥前 にお ける もの と施肥後の

もの とを 比較 した もので ある.施 肥後 は 桿

長,枝 下高 ともに ある程度は 高 くなって い

る.す なわ ち,地 位 によって界長 及び枝下高

と もに高低 を示す.

(3)材 積
一林分を構成する各立竹の秤材積の大小の分配状態 も

,価 値関係的な ものとして観察に

値する.

その分配状態は,樹 林の一斉同令林分における場合 と相似し,胸 高直径 との間に0.9程

度の頗 る高い相関関係があ り,法 正頗度曲線に近い分配曲線を描 くものである.し か し竹

稈材積は,そ の中空体を含む稈容積,こ れを含まない稈実材積 のほか,従 来慣用されてい



る束単位などの表現があるため,そ の直接測定は直径や樹高よ りも著 しく困難である.

直径階別の稗容積 ・稈実材積 ・東数な どの分配

を本数分配 とと もに例示すれば,第52図 の通 りで

ある.こ れに よると材積要因は何れ も本数分配 よ

りもやや右偏 し,小 径級部では本数が 多い割台 に

材積は少な く,大 径級部では本数が少 ない割合 に

材積が多 くな っている.

しか しなが ら本 図を見 ると,お おむね同 含一斉

林分の分布状態 と相似的で ある.

また稗実 材積 の分配曲線 を作業法別 に例示 した

のが第63図 であ る.

第62図

第63図

第64図 は,豊 凶年次別の立竹実材積分

配状態を図示 した もので ある.豊 年次 に

は凶年次 よ りも大径竹 を多 く発生 す るた

めに,径 級が大 きくな る程,凶 年次 と比

較 して較差が大 きくなる.

第64図

本図は福岡市近郊に設定 した竹

林作業種試験地 にお ける直径階別

稈実材積分配状態 を作業法別に示

した もので,同 一立地条件にあ り

なが ら作業法の相違に よって極 め

て大 きな較差 を生ず ることを示 し

てい る.択 伐作業法の場合,ほ ぼ

正規分布 かあるいはやや右偏分布

を示すが,残 伐作業法の場 合はや

や左偏 した分布 を示 してい る.

(4)枝 条材積あるいは竹冠量

林分を構成する各立竹の枝条材積の大小及びその分配状態 も価値関係的なものとして考

えられるが,現 在枝条は大 きな利用価値がないため,そ の直接的な重要性は低い.従 って

むしろ生産技術的意義を認めるべきであるが,こ のような意味においては,む しろ枝条実

材積の層積 ともいうべ き竹冠量41)の分配状態に意義があるもの と考えられる.



その 分 配 状 態 は,稈材 積 と相 似 的で あ るべ き こ とは い うま で もな い.

宇野4Dは,竹 林の可及 的正確な壁閉度 を知 るために各径級別標準竹の平均葉数 を実測 し,そ の最

多の ものを10の 単 位に と り,そ の他の ものは,実 測葉数 に基いて葉数曲線 を描 き,こ れ を修正 した

曲線上において,各 径級別竹稈 に対す る比較値を求め,そ れ ぞれの数値 を径級別竹冠の竹冠 係数 と

した.下 表は径級別竹冠係数であ る.

径 級 別 竹 冠 係 数

重松42)はマダケ属5竹 種 をと り,竹 冠構成の要素であ る枝条や葉量の竹節順 に伴 う移動 を観 察 し

て,次 の結果 をえてい る.

① 第1番 枝は大稈 種では比較的上方 の節 に,小稈 種は下方 に附着す る.そ れ らの附着箇所は桿の

最大節間長の所 より も,や や下方に位置す る.

② 葉,粗 枝条,純 枝条等の各総量は,大稈 種は比較的小 さく小稈種は大 きい.

また この3者 の稈軸 に添 う各節の附着配置量はいずれ も大体相似的で あって,竹 冠 の下方 よ り上

方へ若干増大 してやが て最大 とな り,そ れよ り梢端へ と漸次小 さ くな る.

(3)抽 枝角 は平均43。位で樹木 のそれ と比較 してむ しろ小 さい.た だ し枝の先端 は下垂状 態 に み え

る.な お この角度は下方 の枝 において大 きく,上 方の枝 ほど小 さくな る.発 筍 当時の幼桿は この

角度が さらに小 さい.

④2枝 爽角は平均55。位 である.

⑤ 枝の長 さは第6～9節 番枝(21%)附 近が最長で頂端部は最 も短か い.

⑧1節 よ り出 る長短両枝の長 さの差 は概念 的には下方の枝が大 きく,上 方に向 って小 さくなる.

(モウソウチ クは例外で ある.)

⑦ 枝を構成す る節の節間長は,あ たか も稈軸の場合の ように規則正 しい変遷 をす る.そ の最長節

間は第1番 枝 では第4～7節 目にあ って,そ れ よ り上方 に行 くに従 って順次に基節番が桿 に接近

す る.

枝 条材 積 ・竹 冠 材 積 いず れ も林 分 に つ い て直 接 測 定 す る こ とは困 難 で あ って,精 密 な観

察 は行 わ れ難 い.

(5)竹 令

一 般 樹 林 に お い て は
,樹 令 と樹 木 の 大 き さ とは 可 成 り高 い 相 関 関 係 が あ り,そ の 分 配 状

態 は これ らの要 素 の大 き さが そ れ と相 似 的 で あ る こ とはい うま で もな い.し か るに 竹 林 に

おい て は,竹 令 と立 竹 の大 き さ とは 何 等 の 相 関 もない.ま た竹 林 に お い て は,地 下 茎 天 然

更 新 に よ っ て連 年 発 筍 して新 竹 が成 立 し,伐 期 に 達 した 立 竹 は伐 採収穫 され る型 が正 常 な

状 態 と認 識 され る ので,竹 令 に関 して は一 般 樹林 に お け る樹 令 とは異 な った意 味 で重 要 な

因 子 で あ る.

竹 令 別 の量 的 分 配 状 態 す な わ ち竹 令 ご との 本 数 ・直 径 ・胸 高 断面 積 ・稈長 及 び 枝 下 高 ・

稈材積 な どを 明 らか に す る こ とは,技 術 的 見 地 及 び収穫 保 続 の見 地 か ら重 要 で あ る.

上記 のよ うに竹の年令は竹林の林分構成の解析にあた って重要 な因子で あるか ら,竹 の年令 の見

分け方について2～3の 方法を略述 しよ う.

① 小枝 による識別法⑨

小枝の(分 岐 ・短縮 による)形 伏差 か らの年令 査定の方法であ る.竹稈 は成竹 した後 は全 く成長



しないが,枝 は少 しつつなが ら伸び るか ら,そ の伸 び方に よってあ る程度発生後の 経過年数(年

令)を 見 分けることがで きる.す なわち,程 か ら分岐す る枝を第1枝 とし,第2枝 の第1節 日か ら

出 る枝を第3枝 とし,第2枝 と第1枝 の分かれ 目か ら出る枝 を第 ξ枝 と名付ける。発生の年 には,

通例第1枝 か ら第3枝 まで出 るが,と きには第4枝 まで出ることが あ る.こ の よ うな第1年 目の枝

の出方 を基本型 とす る.

2年 目の春 には,第2枝 の他に,第3枝 または第4枝 の第1節 目または第2節 日か ら小 枝が 出て

葉 を生ず る.そ の小枝の出たつけ根 か ら先端の方の前年枝が落 ち,そ のあ とに小 さな段状の区切 り

がで きる.

3年 目の春には,前 年 と同様に第2年 枝の第1節 目または第2節 目か ら新 しく小枝が出 る.そ の

出た節のつけ根か ら,先 の方の第2年 枝が落 ち,そ のあ とにまた小 さな段状の区切 りがで きる.

この よ うに して,毎 年一っづっ区切 りがつ いて,次 々に枝が伸 びるので,第1年 目の基本型に,

これ ら段状の区切 りの数 を加算す ることによって年令を知 ることがで きる.な お,第2年 目以後に

出る小枝は,そ のつけ根の2～3の 節が 非常 に短縮 してい る.そ こで,年 の境 目にで きるこの小枝

の非常に短 くな っている部分の有無をあわわせ て考 えれば,さ らに確実に年令を読 み取 ることが で

きる.

この際注意すべ きことは,

① 小枝 のつけ根 にある節間の短縮 してい る2～3節 が うす皮でおおわれている こと.

② 小枝の うちには,毎 年伸び続 けない部分があ るので,他 の枝 について も算 えてみ る必要があ る

こと.

③ 第1年 目にで きる基本型の揃 った枝を選び,蔓 自然枯病 な どの傷害 を うけた枝 を避 けること.

しか し5～6年 以上の枝では区切 りがつ まっていて,は っきり読み難い場合が 多 く,ま た手の届

く位置 に枝がついていない場合 もあ り,見 分 ける場合 に一 々上 の方 につ いてい る枝を伐 りとらねば

な らないな どの不便があ る.

②竹稈 による識別法

竹稈の色 や白い粉のつ き方 な どによって見分け る方法で あるが,老 竹 では余程の経験 をつんでい

て も確実に判定す ることがで きない.

③ 年 令 記 入 法

竹稈に年令を しるす こ とが最 も簡単な方法で ある.す なわ ち,毎 年の発生竹に記号 を しるすので

あ る.竹 林経営上,年 令 を知 ることは極 めて重要で あ り,あ ま り手数がかか らず誰にで もで きるこ

の記入法 は,実 行上極 めて容易で ある.

(6)そ の 他

i稈 級

立 竹 の稈 級 とは,外 部 か ら観 察判 断 を 下 し うる竹 材 利 用 上 の 区 分 を い い,価 値 性 な らび

に技 術 上 意 義 あ る もの で あ る.

① 立 竹 に つ い て は,胸 高直 径 ・節 間 長 の 長 短 ・節 の高 低 ・直 径 偏 椅 ・稈長 及 び 枝下 高 の

長 短 ・そ の 他 が 用 い られ る.

② 立竹 は 立 木 と違 って 成 竹 後 は不 変 で あ るか ら,主 間 伐区 分 の必 要 性 が な く,束 数 を 知

る際 に 必 要 とな る要 素 で あ り,林 木 の幹 級 程 の重 要 性 は少 ない.

ii利 用 度

利 用 度 とは一 林 分 を 構 成 す る各 立 竹 の利 用 率 をい うの で あ り,そ の大 小 の量 的 分配 状 態

の 如 何 は,林 分 の 価 値 性 と密 接 な関 係 に あ る こ とは い うま で もな い.



しかし,利 用度は元来複雑な要素に依存するものであって,こ れの決定は頗 る困難であ

るが,施 業的見地か ら見れば,大 体次の諸要素が重要 と考 えられる.

①竹稈 の 通 直性

② 完 満 度

③ 暇 疵 の 多 少

これ らの要素は外見的に明 らかな ものであるが,局 部的なものもあって林分的実測は困

難である.

iii材 種

用途によって分類された伐採竹の品等区分であ り,価 値関係的要素 として,竹 林の質的

構成の重要な要素である.

しかしなが ら立竹のままでの林分的な測定は頗る困難であるため,ま だほとんど観察 さ

れるところがない.

わが国の竹材結束数量及び検知法は全国各地で異なった方法を使用し,この地方的規格は古い慣

習と伝統をもっている.その統制は相当困難であるが,竹 材取引上不便が少なくないので,大 日本

山林会では夙に竹材規格統一の必要を認め,昭 和7年 竹材規格調査委員会を設置してその研究調査

に着手し,各方面から蒐集した資料を研究審議した結果昭和11年3月 に至り,竹 材規格の成案を

え,日 本標準規格の統一を意図した.そ の成案を要約すれば次の通りである.

折断部 の直径2cm以 下
の もの

全長 にわた りて存 し,か
つ程度軽微 なる もの

長 さ10cmを 超 え40cm以
下の割 れ,ま たは2節 問
以内の もの

程度軽微 なる もの

程度軽微 なる もの

検知部 にお ける長径短径
の差が10%を 超ゆ る もの

結束 して も曲が りが 直 ら
ざる程度の曲が り

程度軽微な る もの

梢端2mを 超 え全長 の4分

璽ユ 以内にあ る もの

枝数の2割 を超 ゆ る もの

程度軽微な る もの

虫食の位置が 中央 よ り上
部 にあ り程度軽微 なる も

一の

な き もの

程度普通な るもの

な き もの

程度普通 なる もの

長 さ20cmを 紹ゆ る 義の

折断部の直径2cmを 超
ゆる もの

全長にわた りて存 し,か
つ程度甚 だ しきもの

長 さ40cmを 超 ゆる割れ,
または2節 間を超 ゆる も
の

程度甚だ しきもの

程度 甚だ しきもの

三等に属す るものな し

結束 を甚だ しく困難な ら
しむ る程度 の曲が り

程度甚 だ しきもの

全長 の4分 の1を 超ゆ る
もの

三等 に属す る ものな し

程度甚だ し きもの

虫食の位置が中央 より上部
こあ り程度甚だ しき もの,

または 中央以下にあ る もの
9

な きもの

程度甚だ しき もの

な きもの

程 度甚 だ しきもの

三等 に属す る ものな し



2)量 的 構 成

蓄積量は,本 数 ・東数 ・容積 ・重量などによって表示 され る.従 来から東単位が慣用さ

れているが,容 積または実材積によるのが合理的 と考 えられ る.

林分材積はいうまでもなく個 々の立竹材積の 合計において成立し,立 竹材積は竹稈 材

積 ・枝条材積 ・竹冠材積 ・立竹材積 と,一 般に立竹の部分によって区別 され る.従 って林

分材積は,林 分竹稈 材積 ・林分枝条材積 ・林分竹冠材積 ・林分立竹材積などの類別がある

が,実 際上最 も重要な ものは林分竹稈 材積である.

林分竹稈 材積は,立 竹の竹稈 材積と本数 との総合 としてみることもできる.し かるに竹

稈材積は胸高直径 ・竹稈長 ・完満度などに分解することができる.従 って林分竹稈 材積測

定の補助的尺度 として,林 分平均直径 ・林分平均稈長 ・林分形数 ・本数などが役立つであ

ろ う.

次に材積は,時 に関する見方から,静 的な もの として現有材積,動 的なものとして成長

量,両 者の関係を示す もの として成長率がある.そ の他これ らに関連する重要な因子 とし

て立竹度 ・成長性などがあげられる.

(1)林 分 程 材 積

現存する林分稈材 積は,過 去における一定の施業(施 肥 ・伐採法 ・抑制など)の 成果で

あ り,ま た将来の施業あるいは組織付 けの基礎 となるものである.竹稈 の各個体は中空体

であるから,竹稈 材積は林木のように容積では表示し難いので,竹稈 容積 ・竹稈実材積と

して分類表示 し,そ の実態を把握すべ きである.ま た成長期間が短 く,数10日 間の成長期

間経過後は各個体 は成長しないで,新 竹発生中の林分 と成立後の林分 とに分ける必要があ

る.

(2)林 分 成 長 量

竹林の林分成長量は,樹 木のそれ と全 くその趣 きを異にするもので,林 分成長量は林分

材積の構成要素の変化によってもたらされる.す なわち,筍 の上長及び肥大成長によって

えられる個体材積 と新竹本数の累積和が竹林の林分成長量であるか ら,竹 林の林分成長量

の内容は,発 筍 と新竹歩留 り率 とによって構成される.こ れに影響する外的要因 と して

は,作 業法 ・地位 ・発筍の豊凶性があげられる.従 って竹林の林分成長量は次の3項 目に

分けて考察 されよう.

① 筍の成長を,上 長成長 と肥大成長 とに分ける.

② 新竹の発生成立を,発 笥 と止 り筍とに分け,そ の較差 として林分成長量を 把握す

る.

③ 林分成長量に影響する外的な要因を,作 業法 ・地位 ・豊凶性に分ける.

(i)筍 の 成 長

① 上 長 成 長

上長成長は,発 筍当初 より全成長期間のほぼ%位 までの部分は指数曲線型を示 し,そ の

後はRobertson式 によるS字 型曲線が総成長曲線式 として適合する.従 ってその連 日成

長曲線は,正 規分布曲線型を示す ものである.



第65図 は福岡市近郊の マダケ林 について測定 した,筍 の

上長成長曲線 の平均状態 を示す ものである.

(L総 成長経過 は,発 筍 当初 よ り伸長所要期間の1/3

程度 までは指数 曲線的 な伸長を示 し,そ の 後 は

Robertson曲 線的な伸長 を示す.

② 連 日成長経過 は,正 規分布型の成長 を示 し,伸

長所要期間の中央部 において最大 とな り,そ れ以

後漸次下降す る.

⑨ 肥 大 成 長

直径(肥 大)成 長は,独 得の型をとるものである.す なわち,各 節問毎に節間長 とその

中央部直径 との関係は,節 間長の伸長完了の際には,そ の節間中央部直径成長は,す でに
一定の太さに達 している.そ れは,竹稈 の成長 は,内 部組織完了の時期に入 り,髄 組織が

上下に向って膨大 し始める頃から,髄 の左右両端に別に新しい分裂組織がで きて,髄 は横

の拡張をする.こ のようにして,稈 は肥大成長を行い一定の太さに達する.な お 髄 組 織

は,筍 の先端か ら10数節目に達すると,そ の上半部の組織は破壊しはじめるが,こ れは髄

の外方の稈壁 組織の伸長が髄のそれよりも著 しいためである.髄 組織に この ような破壊が

始 ま る頃 か ら,稈壁 は節 間 成 長 に よ って 急 に伸 び始 め るD

カ〉らで あ る

第66図
発筍か ら竹稈形成 ま

での過程 を実測例によ

って示す と第66図 の通

りとな り,樹 木の樹幹

析解図 とは その趣 きを

著 しく異 にしてい る.

第5節 聞では7日 間に86%,そ の後 の7日 間に14%の 成長を示す.第15節 間では最初の7日 間に

12%,そ の後の7日 間に58%,最 後の7日 間に30%の 成長を示す.



第25節 間で は最初の7日 間は僅か に3%の 成長 を,次 の7日 間に54%,そ の後の7日 間に36%,

最後の7日 間に7%の 成長 を示す.第35節 間では最初の7日 間には成長が認 め られず,次 の7日 間

に28%,そ の次の7日間 に32%,最 後の7日 間 に40%の 成長を示す,第45節 間では,第3週 まで に

30%,そ の次の7日 間 に40%,最 後の7日 間に3e%の 成長を示 す.第55節 間では,第5週 まで に

100%の 成長を示す.こ の よ うに発 筍後僅か の期間 に直径成長 を完 了す るが,地 際の方が桿 頂部 よ

りも早 く直径成長 を完 了す ることは竹 の直径成長経過の大 きな特徴 で樹木の直径成長 が連年総体的

に肥大成長す る もの とは全 くその趣 きを異にす る ものである.

(ii)新 竹 の 発 生 成 立

① 発 筍

発 筍 の 開 始 及 び終 了 期 は竹 種 に よ り,環 境 に よ って 異 な るが,竹 種 に よ り春 生 竹 ・夏 生

竹 ・秋 生 竹 に 大 別 され る.発 筍 数 は年 に よ り豊 凶 差 を生 ず るが,一 般 に開 始 期 よ り漸 増 し

て 最 盛 期 に 達 し,そ の 後 漸 減 し て 終 了 期 に 至 る も の で,発 筍 数 累 積 曲 線 は お お む ね

Robertson分 布 曲線 が適 合 す る.直 径 級 の 大 きい もの ほ ど早 期 か つ 短 期 間 に急 激 な発 生 を

み るの に 対 して,小 径 級 の もの ほ ど発 筍 開 始 期 は幾 分遅 れ る と と もに長 期 間 に わ た っ て徐

々 に発 生 し,そ の 最 盛 期 も遅 れ る傾 向が 明 らか に 認 め られ る.

直径階別の発筍期 について開始期,最 盛期,終 了期の関係 を例示すれば第121表 の通 りであ る.

第121表 年次別直径階別の発筍の開始期 ・最盛期 ・終了期一覧表

備 考 アラ ビア数字は月,ロ ーマ数字は 日を表わす.

この表によって明 らかな通 り,福 岡市近郊の マダケ林においては,発 筍の開始はおおむね5月 末

か ら6月 始 め,最 盛期は6月 上 中旬,終 了期 は6月 下旬か ら7月 初 旬であ り,ま た発筍量 は年 によ

って豊 凶の差 を生ず る.

② 新 竹 歩 留 り率

これ は新 竹 発生 の 豊 凶 の差 に よ り,作 業 法 に よ って 異 な り,発 生 本 数 が 多 い 年 い わ ゆ る

豊 作 年 ほ ど新 竹 歩 留 り率 は低 い 値 を 示 す.

ま た,一 時点 に お け る伐 採 率 の 高 い 林 分 また は伐 採 後 の 期 間 が 短 い もの ほ ど,新 竹 歩 留

り率 は 高 い 傾 向 を 示 す.

豊凶年な らびに作業法別の新竹歩 留 り率 の関係 を例示すれば第67図 の通 りで ある.



本 図は,福 岡市近郊 に設 けた竹 林作業種試験

地 におけるマダケ林 の新竹歩留 り率を作業法別

に豊 凶年別に示 した もので ある.こ れ に よ る

と,作 業法 との関係 は陽光の照射量 に影 響 され

る林 内温度条件の差異 と林冠鬱閉 保持 に関す る

生理作用 による もの と推察 され る.

なお,〔A〕 は連年択伐,〔B〕 は隔年択

伐,〔C〕 は1～2年 生竹残存残伐,〔D〕 は

1年 生竹残存残伐であ る.

③ 発生状態

これは竹種 ・土質その他の条件によって異なるものである.

① 竹種別にみると,細 小竹を多数発生するクロチクでは,マ ダケ ・モウソウチクなどの

大竹種 よりも,、 止 り筍、を多数発生するが,筍 の発生数に対する止 り筍の割合は,細 竹

種のクロチクの方に少ない傾向が見出 される.

② 土質か らみると,筍 の発生数に対する止 り筍の割合は,肥 沃地に多くやせ地に少ない.

なお,肥 沃地において も小径級竹が多数発生する場合には,や せ地にやや似た現象を呈す

る.ま た一定面積上の止 り筍の絶対本数について も,や せ地に少ない傾向がみられる.

③ 止 り筍の本数は,同 一竹種で も筍の発生数によって異な り,一 般に止 り筍の本数及び

発筍本数に対する割合は,お おむね筍の発生数に比例する.す なわち筍の発生の出番の年

に多 く,非 番の年に少ない.ま た同一竹林内でも,筍 の発生数の多い部分によって異なる.

④ 筍の発生する時期と止 り筍本数の多少 との関係については,最 盛期には発筍の初期及

び終了期よ りも多数発生するが,筍 の発生数に対す る止 り筍数の割合は,発 筍初期に少な

く,末 期に近ず くに従って多 くなる.な お,こ のような現象は,非 番年には出番年ほど顕

著ではない.

⑤ 止 り筍の高さは,30～50cm位 で[上るものが最 も多く,稀 には虫害 ・風害その他によ

って,か な り高 く伸びてか ら止り筍 となるものもある.な お止 り筍の発生原因については,

次のことが考えられる.

a)栄 養の関係

筍が発生して急速な成長を遂げるためには,短 時日の間に多量の養分を要 し,し か も多

数の発生筍の全部を地下茎の限られた貯蔵養分で成竹させることは困難であ り,い きおい,

㍉上り筍、を生ずるもの と考 えられる.

b)病 虫害の関係

夜盗虫(マ ダケが多い)の 食害などによることもある.

c)水 分の関係

一般に,雨 後発生 した筍が旱天つづきに会って,多 数の止 り筍を生ずる点からみて,栄

養分の消耗 とともに水分の不足が考えられる.

d)そ の他

竹の太さによって,一 定面積に成立 しうる本数には,自 ら限度があるもの と思われる.



(iii)外 的要因による林分成長量の差異

① 作業法による差異

尺度要因として,発 生新竹の本数ならびに平均胸高直径 ・胸高断面積合計 ・稈実材積 合

計などの要因を用いて各作業法間の成長量を比較考量すると,作 業法が異なれば,一 時点

における伐採率に高低の差が生ずるため,そ の差が伐採後の恢復(成 長)量 に強 くかつ長

く影響す るものである.

本表は,福 岡市近郊のマダケ林における作業種試験につき,作業実施前とその後の林分成長量を

比較したものである.連年択伐区では各要因とも大差がなくほぼ均衡した成長量となっているが,

その他の作業法においては伐採後の成長量に相当の較差を生じ,特 に平均胸高直径において顕著な

減少を示している.

第122表

lll

ただ し数字は%を 示す.

② 地 位 に よ る差 異

竹 林 で は地 位 が 良 好 な立 地 ほ ど,林 分平 均 胸 高 直 径 が 大 き く,同 一 年 令 階 の立 竹 本 数 が

減 少 す る.ま た林 分 平 均 胸 高直 径 が 同 一 な ら ば同 一 年 令 階 の 立 竹 本 数 ・林 分 断 面 積 合 計 が

大 とな り,平 均 成 長 量 も大 きな 値 を 示 す もの で あ る.

作業法の場合 と同 じ尺度要 因を用 いて各施肥 種間の成長量 を比較す ると,稈長 な らびに枝下高は

と もに施肥 によ り,無 施肥 区よ りも1.4～1.5倍 の成長量 の増大 を示 した.こ れは竹林 の地位が良好

なほ ど,成 長量が大 きい ことと一致す る.

第123表 処理別各要因別25m2当 り平均値一覧表(1953年)

本表は,福 岡市近郊 に設けたマダケの施肥試験地の1953年 におけ る成果一覧表であ る.無 施肥対

照区に対 して施肥区はいずれ も著 しい較差 を生 じ,施 肥較果の顕著 な ことを示 してい る.

③ 発 筍 の豊 凶 性

一 般 に
,筍 が 数 多 く発 生 す る 出番 年 と,少 な く発 生 す る非 番 年 が,隔 年 に交 互 に あ らわ

れ る場 合 が 多 い.し か し毎 年 の 発 生 量 の 多少 や豊 凶 の あ らわ れ方 は,竹 種 そ の 他 諸 般 の 条

件 に よ って 異 な り,ま た地 方 的 に も差 異 が 認 め られ る.

i地 方 的 に豊 凶 の年 次 が 一 致 す る場 合 が 多 いが,稀 に は一一致 しな い こ と もあ る.同 一 地



方においても,林 分によって差異が認められ る.

ii筍 の発生数が,凶 年には豊年の1割 に過 ぎぬものや,暇 凶差が僅少 な場合 もある.豊

凶差が著しいのは大径竹種(モ ウソウチク ・マダケなど)で,細 竹種(ク ロチクなど)は

顕著な差が認められない.ま た,肥 沃地その他立地条件の良好な竹林では豊凶差が判然 と

現われ,や せ地その他立地条件の不良な竹林では判然 としないものが多い.

iii発 筍の隔年性に混乱の生じる乙とがあるが,こ の現象は過伐や暴風雪などの被害を う

けた場合の結果現象であり,特 殊の刺激的な事態が発生した後には,一 般に筍の発生に異

常を呈することがある.

林分平均胸高直径の大 きさと豊凶それぞれの年における成長量の割合を,各 取扱林分別

に,豊 年次発生竹の本数 ・胸高断面積の1～2年 生竹の本数 ・胸高断面積に対す る割合の

その林分の平均胸高直径に対する回帰を求めると,第124表 に実験例を示す ように,林 分

平均胸高直径が大 きくなるに従い,上 の割合は若干増加する傾向がある.

第124表1周 期(2年 間)成 長量に対する豊年次の成長量(%)

林分各構成要素中,本 数及び胸高断面積の2要 素の みにつ いて考察 したが,材 積 は胸高断面積 と

可成 り高い相関が存在す るので,こ の要素についての関係は胸高断面積 についての豊 凶性の関係 と

全 く等 しい もの と考 えて差支 えは あるまい.

3)そ の 他

① 立 竹 度

竹 林 の現 実 材積 の 法正 材 積 に対 す る比 を10分 数 で示 した もの を 立 竹 度 と名 付 け る.立 竹

度 は竹 林 の現 有 材 積 の 内 容 ・質 を示 す 量 的 概念 の 数 量 的 指 標 の 一 要 因 とな る.そ の 実践 的

任 務 は現 有 材 積 と綜 合 し て地 位 を決 定 す る こ とに あ る.

立竹度 を具体 的に示す ため,北 九州地方マ ダケ林 の林分材積表な らびに林分成長量表の普通取扱

いの場合 を基準値に と り,福 岡市近郊 に設 けたマダケ竹林 作業種試験地において試 みた各種の作業

法の林分材積な らびに林分 成長量 を比較 した ものが下 表である.基 準値を10と した場合,連 年択伐

区で は9,隔 年択伐区及び1～2年 生竹残存残伐区な らび に1年 生竹残存残 伐区で はいずれ も8と

な り.立 竹度は8～9と みな され る.

第125表 作業法別 、7二竹度比較一一覧表

② 成長性

竹林は樹林 とは異なるので,林 木の成長性に相当するもの としては,㍉ 上 り藪、 薬下 り

藪、が竹林の成長性判定の 一尺度として考えられる.

毎年発生す る新竹が,前 年発生の竹よりもますます長大 となる場合には,、 上 り藪、 と



いい毎年発生する新竹が前年発生の新竹よりも次第に細いものとなるときは,藤 下 り藪、

といわれるが,こ れは竹林の成長性判定の慣用的一尺度 とみなしうるであろ う.而 して,

、下 り藪、 となる年数は,土 質の如何や管理方法などによって異なるものである.な お立

竹の稈長 の高低差 も成長性判定の一尺度 となる.

これは成長量,成 長率などと似たもの と解することもできるが,こ れらは機械的数量的

な表現であるのに対 して,成 長性は生物学的見地において定 められるものであって実地に

おいてしばしば利用される.

B)地 下部分の構成

一般樹林の地 下部分 と異な り,竹 林の地下部分は地下茎 によって構成される.そ の量的

構成及び形態的構造は,地 上部分 との間にある種の均衡が保たれるもの と推定 され る.従

ってその構成 状態の分析は,地 上部分に準じて行 うことができよう.た だし地下部分は次

の理由により地上部分 よりも簡略に論述するものである.

1)利 用価値の点から,地 下部分は地上部分に劣る.

2)地 下部分の詳細な観察は実際上困難である.

3)地 上部分は桿 ・枝条 ・竹冠などの諸部分に分けうるが,地 下部分においてはこのよう

な細分は難かしい.

4)地 下部分は,土 壌の状態に著しく制約 され易い.

一般樹林においては,質 的構成 としては根系潔漫の垂直的状態 と水平的状態ならびに各

個樹根系材積量の分配状態を,量 的構成 としては根株の現有材積のみが取 り上げられ る程

度で,立 木度 ・成長性 ・成長量のような要素によっての,そ の量の内容に関する検討まで

は今日の ところ問題 となっていない.

しかるに,他 方竹林における地下茎は筍を発生すると同時に養分の貯蔵所 となるなど,

極めて大 きな役割を果している.従 って地下茎の大小 ・多少は直 ちに発筍または発生新竹

の径級 ・本数 ・形質などにも影響する.こ のように竹林の生理 ・生態上か ら必要因子であ

る地下茎について,本 研究に必要であ りかつ参考 とすべ き若干の因子を抽 き出して,竹 林

の地下部分すなわち地下茎の構成状態を理解することにしたい.

1)地 下茎の垂直的水平的構成

地下茎の垂直的 ・水平的構成いわゆる拡が りは,竹 種 ・地勢 ・土質などによって異なる

ものである.

(i)垂 直的構成

垂直的構成の特徴は波状を画 くところにある.ま た竹種別には,大 竹 となる竹種ほど深

く伸び拡がる傾向があ り,か つ地勢(傾 斜が急 となるほど深 く入 る傾向をもつ)・ 土質(

良質の土壌では不良土よ りも深 くなる)に よって変化 し,ま た同一竹林内で も大径級竹の

成立部分の地下茎は小径級竹の成立部分よりも地下茎は深 く伸び,局 所的に鋭敏な反応を

示す.ま た垂直的構成は,土 層の深度によって異なる.一 般に,地 表近 くに多 く,下 層に

下るに従って減少する.し かもその減少の傾向は,土 質によって異なり,優 良地では上層

よりも下層へほぼ直線的な減少傾向を示すが,砂 地では下層深 くまで拡が り,粘 土地では

地下茎の多 くが表土近辺に集中する.



福岡県粕屋郡久 山町の竹林作業種試験地におけ る調査 によると,立 竹 の林分平均直径 と地下茎の

深 さとの間には,下 表のご とく0.9以 上の頗 る高次の相関が認 め られ,径 級が大 きくな るに従 って

地下茎 も深 く侵入 してい る.地 位の良好な竹林 の地下茎 ほど,そ の侵入す る深 さは深 い もの とい え

よ う.

ii水 平的構成

竹種によって異なるが,一 般には彎曲 した網状を示すのを特徴 としている.ま た一定面

積下の地下茎の延長は,細 竹種に長 く大竹種ほど短 く,同 一竹種における立竹数 との関係

は立竹本数が多 くなるにつれて地下茎の延長 も長 くなる傾向がある.従 って肥沃地ではや

せ地 よりも地下茎の延長が短い もの と考えられる.

2)地 下茎の形状

地下茎は,竹稈 に比べて断面の円形のものが少な く,ま た中空部が少ない.各 節には1

個あての芽子があり,そ れぞれの節から発根する.地 下茎の径級は,竹稈 のそれ と同様に

極めて短期間に決定し,以 後肥大 しないが,肥 沃地ではやせ地 よりも大径級の ものが発生

する.地 下茎の節の節間長は竹稈 のそれ よりも著しく短いが,土 質によって異な り,肥 沃

地の方がやせ地のものより長い.ま た地下茎の単位長の重 さは,大 竹種に重 く細竹種に軽

い傾向があ り,同 一竹種では土質によって異な り,肥 沃地の ものがやせ地のものよりも重

い傾向にある.

福岡県粕屋郡久山町の竹林作業種試験地における調査によると,立竹の林分平均直径と地下茎の

節間長との間には,下 表のごとく0.36程度の相関が認められる.しかし有意差検定の結果によると,

両者の間には深いつながりはないものといえよう.

(註)5%の 危険率で有意差は認め られない.

3)地 下 茎 の 形 質

地 下 茎 の 径 級 の 大 小 及 び年 令 は,竹稈 の 径 級 や 形 質 に 密 しい影 響 を 及 ぼす こ と も大 きな

特 色 で あ る.

地下 茎 と竹稈 の 径 級 との 相 関 に つ い て は,一 般 に地下茎 が ノくき くな る に従 っ て竹稈 も大

き くな るが,そ の 関 係 は併 行 的Dで な く,地下茎 の 僅 少 な増 大 化 も,竹稈 の 径級 に 著 しい

増 大 化 を 伴 う もの で あ る23).

地 下 茎 の 年令 と竹稈 の 径 級 との 相 関 に つ い て は,地 下 茎 の 発 生 年 令 と発 筍 力 を通 じて 明

らか とな る.す な わ ち,マ ダ ケ ・モ ウ ソ ウチ クの 場 合 を例 示 す る と,3年 生 か ら8～9年

生 位 ま で 発筍 力が あ るが,3～4年 生 の もの か ら最 も良 質 な太 い新 竹 を 発 生 す る率 が 多 く,

発 生 後5年 以 上 の 古 い 地 下 茎 か らは 細 い竹 が 僅 か に 発 生 す る に す ぎな い.従 っ て,地 上 部

の構 成 は地 下 茎 の 大 小 の 差 に よ る ほ か,地 下 茎 の 年 令 に 影 響 され る と ころが 大 きい.

福 岡県粕屋郡久 山町の竹林作業種試験地にお ける調査によ ると,立 竹の林分平 均直径 と地下茎の

直径 との間 には,0.7程 度 の相関が ある.す なわ ち立竹 の大 きい林分ほ ど,そ の地下茎 も大 き く,



従 って地位の良好な竹林 ほど,そ の地下茎 も大 きい もの といえよ う.

4)地 下 茎 の 活 力年 数

地 下茎 の 発 生 後,活 力 を保 つ こ との で き る年 数 につ い て は,マ ダケ で7～10年(モ ウソ

ウ チ ク で6～9年 ・クロ チ クで5～6年)で あ り,そ れ 以 上 たて ば 発 筍 力 は 全 然 な く,地

下 茎 そ の もの も多 くは ま もな く枯 死 す る.し か し なが ら良 竹 の 発 生 す るの は,活 力 の あ る

全 期 間 に わ た るの で は な く,マ ダ ケ や モ ウソ ウ チ クの よ うな 大竹 種 につ い て は,成 竹 林 で

は主 と して3～4年 生 前 後 の 地 下 茎 で,1～2年 生 の 地 下 茎 か らは特 殊 の場 合 を除 い て 極

め て僅 か に 発 生 す るに す ぎず,ま た5年 生 を す ぎる と,急 に活 力 を減 じて,こ れ らの 地 下

茎 か ら出 る竹 は 著 し く細 小 な もの に す ぎ ない.

ま た,活 力 を 発 揮 で きる年 数 は優 良 地 に 短 く,不 良 地 に長 い傾 向 が あ る.

地 下 茎 の活 力 年 数 の み か ら伐 竹 年 令 を考 え る と,マ ダケ や モ ウ ソ ウ チ クで は3～4年 生

前 後 が 適 当 と判 定 され る.す な わ ち,立 竹 が5年 生 と もな れ ば その 立 竹 を 発 生 した 地 下 茎

は お よそ7～8年 生 とな って,す で に活 力 を失 った もの が 多 くな り,発 筍 力 が失 わ れ て い

る.こ れ と反 対 に,1～2年 生 竹 を伐 る こ とは,発 筍 に 関 係 す る地 下 茎 との 密 接 な 関 係 を

絶 ち きる こ と とな る.従 って,伐 期 令 の決 定 に あ た って は,竹 材 の利 用 面 か らば か りで な

く,竹 林 の育 成 上 か ら考慮 す る こ とが 重 要 で あ る.

5)地 下 茎 の 成 長

(i)伸 長 性

一 般 に 成竹 林 で は
,地 下 茎 の 芽 が 伸 び て 拡 が るの を通 例 と し,ま れ に は竹稈 基 部 の芽 が

地 下 茎 とな って 伸 び 拡 が る.こ の よ うに 主 と して地下茎 に よ って繁 殖 す る マ ダケ 属 の竹 に

は,地 下 茎 伸 長 の 状 態 に 三態 が 認 め られ る1).

t1、1年 生 の地下茎 の先 端 部が[Eら ず に そ の ままf申長 す る もの .

必 新地下茎 の先 端 部 がflilらか の 原 因1)で 折 れ 止 ま る と,そ の 近 くの1～ 数 個 の 芽 が それ

ぞ れ 同 時 に 伸 び て,新 し く地 下茎 を つ く り,翌 春 そ の 頂 点 附 近 の芽 が 伸 び 毎 年 漸次 拡 が っ

て 行 く もの.

⑧1年 生 の地 下 茎 の 先 端 部 附 近 で な くて,か な り離 れ た2～3年 生 の と ころ か ら新 地 下

茎 を出 す もの.

地 下 茎 の 分 岐 の数 は大 竹 種 に 少 な く,細 竹 種 に 多 い 傾 向 が あ る.

地下茎分 岐 の 方 向 は,主 茎 に対 して 斜 め とな る ものが 最 も多 い が,そ の 他各 種 の方 向 が

あ って,そ の 傾 向 は把 握 し難 い.

地 一ド茎 の走 行 は,通 常 波状 を 描 き,地 表 に近 づ く よ うに上 向 くが,地 表 に近 づ け ば ま た



下向する傾向がある.な お傾斜地では峯の方に伸びるものが多 く,谷 側に伸びるものは少

ない.ま た肥料のある方向に伸びることもあるが,伸 びる方向の原因については,各 説が

あって一定 していない.

(ii)地 下茎の伸長期

地下茎は,筍 の成長が終了し,成 竹 となった頃から仙び始 め,そ の最盛期はマダケの場

合7～8月 頃で以後漸次下降し,11月 下旬には停 止す る.こ のように地下茎の成長期間は

竹稈の成長期間よりも遙かに長い.

(iii)地 下茎の成長量

(1)地 下茎の毎年の伸長量は,竹 種や立地条件によって異なる.ま た,① 分岐 した1本

の場合 と,② 一連の地下茎が分岐伸長 した合計伸長の場合によって異なる.而 して①の

場合などはいずれの竹種でも肥沃地に大 となり,② の場合は大竹種 よりも細竹種に,肥 沃

地 よりもやせ地に多くなる傾向がある.

地下茎は長さに多少の差があって も毎年伸びるものであるが,こ れは伐採量 ・発筍の豊

凶 ・地下茎間の競合 ・気象状態 などの因子に支配 されるものと思われる.

② 地下茎の太さの成長については,竹稈 と同 じくその年に成長 した ものは,以 後太 らな

いが,次 々に新地下茎を発生させるので,一 連の地下茎において も,立 地 その他の条件に

より大小 ・長短の差を生ずる.

以上のように毎年新地下茎が発生伸長 しているのであるが,そ の反面腐朽する地下茎 も

あるので,成 竹林においては,ほ ぼ同量の活力のある地下茎があるものと考 えられ,こ の

点樹木の地下部分 とは趣 きを大いに異にするところである.

3総 括

竹林の立竹構成は,竹 林の自然的性質に基 く生産組織の研究上重要な意義をもち,基 礎

をなす ものである.

竹林は,1)成 長期間が短 く,2)個 体の量的成長は発生年の一定期間内に完了し,

3)林 分の連年成長量は新竹発生量 として把握 され,4)発 筍の豊凶性に左右 されるなど

樹林 と全 く異なる成長経過 を辿るものである.ゆ えに竹林の立竹構成を観察す るには,時

点的に把握するとともに,他 方では発筍から伐採更新されるまでの全発展過程において,

これをみる必要がある.前 者は静的構成 として立竹構成を具体的かつ精密に考察すること

ができ,後 者は動的構成 としてそれを全面的かっ本質的に把握することがで きる.

これを総括的に取纒めて地上部 と地下部に大別 し,竹 林の立竹構成の基本的特色を要約

すると,次 の通 りとなる.

1)地 上 部

外部形態の垂直構造 は,基 本的には一段多層林型で,樹 林の一斉同令林分の垂直構造に

近似した外観を呈 し,水 平構造は基本的には散状列形の立竹配置を示すが,立 地条件その

他諸種の原因で群状あるいは散状 ・群状の複合した型を示す場合 もある.

内部構造の直径分配 は,基 本的には法正頻度曲線型 を示す.も っとも地位の良否や作業

法の差異あるいは発筍の豊凶性によって,そ の分配曲線に若干の差が認められるが,お お

むね正規曲線型をとる.

異令林である竹林の直径分配状態が,樹 林の一斉同令林のそれと相近似した型をとるの



は,新 竹発生にみられる竹林 と択伐樹林 との相違に起因するものであって,竹 林の特徴で

ある.

立竹の高 さは樹林の場合 と同様,地 位の相違によって稈長 に差異を生ずるが,ま た林分

の鬱閉度や作業法あるいは生産期間の相違によって も稈長及び枝 ド高は変移する.

竹稈材積の分配状態は,樹 林の一一斉同令林分の場合と相似し,胸 高直径の分配状態 と頗

る高い相関関係があ り,直 径分配状態の場合 と同様に法正頻度曲線型に近い形を示 し,竹

林の特色の一端を占める.

樹林では樹令 と径級 とは可成 り高い相関関係があるが,竹 林では竹令 と径級 との間には

何等の相関関係 もない.し かしなが ら竹林は地下茎天然更新によっているので,年 令を基

準因子 として立竹構成を検討すべ きものと考 えられ,き わめて重要な因子である.

量的構成 の特徴 としては,林 分竹稈 材積は竹稈材積 と立竹本数との合計 として示しうる

もので,現 在までの林分の取扱いや将来施業への大 きな指針 となる因子である.

林分成長量は,発 筍勢 ・新竹歩留 り率 ・豊凶性に特色がみいだ される.発 筍勢の傾向は,

径級の大 きいものほど早期かつ短期間に急激な発生をみるのに対 して,径 級の小さい もの

ほど発筍の開始期及び最盛期が遅れるとともに,長 期間にわたって徐々に発生する傾向が

ある.

新竹歩留 り率は,豊 凶の差によって異なり,新 竹の発生本数が多い年ほど新竹歩留 り率

は低い値を示 し,ま た一時点における伐採率の高い林分あるいは伐採後の期間が短い もの

ほど新竹歩留 り率は高い値を示す傾向がある.

豊凶性は,肥 沃地その他立地条件の良好な竹林では豊凶差が判然 とあらわれ,や せ地そ

の他立地条件の不良な竹林では判然 としないものが多い.

林分成長量に影響する外的要因 としては,作 業法 ・地位があげられる.

作業法が異なると,一 時点における伐採率の高低に差が生じ,そ の差が伐採した後の成

長量に強 くかつ長 く影響するものである.次 に施肥による差異すなわち竹林の地位が良好

なほど成長量は大 きい.地 位が良好な立地ほど林分平均直径が大 きく,林 分平均直径が大

きくなるにつれて次第に立竹本数が減少 し,林 分胸高断面積 もある程度大 きくなって,林

分成長量 も大 きな値を示す.

筍の成長経過は,筍 の上長成長では発筍当初よ り全成長期悶のほぼ%位 までの部分は指

数曲線型をとり,そ の後はRobertson式S型 曲線を とる.筍 の肥大成長は独得の型を示

して,第62図 ・第63図 のような成長経過をたどる.筍 の材積成長曲線 も上長成長曲線 とほ

ぼ同様な型を とり,発 筍当初は指数曲線型を,そ の後はRobertson式S型 曲線をとる.

従って林分の成長経過は,筍 の成長経過に新竹の成立本数を複合した型で示 される成長経

過をたどる.

竹林の成長性は,上 り藪 ・下 り藪 と称されているものが,こ れに該当するものと考えら

れる.す なわち立竹構成要素測定の結果,林 分成長量が下降の傾向を示す ときは 、下 り藪、

の現象であり,上 昇の傾向を示す ときは 薬上 り藪、の現象を呈しているものと認め られる.

2)地 下 部

地下茎の形状及び重量の特徴 としては,地 下茎には円形の ものが少な く,ま た中空体の



ものが少ない.各 節に1個 あての芽子がある.

地下茎の径級は,肥 沃地ではやせ地 のものより大 きく,地 下茎の節間長 も長い.ま た地

下茎の重量は肥沃地の ものはやせ地のものよ り重 く,大稈 竹種の地下茎は細桿竹種の地下

茎 より重い.

地下茎の垂直的水平的構成の特徴は,竹 種は勿論地勢や土質などによって異な り,そ の

走行は垂直的には波状を,水 平的には放射網状を描 く.

地下茎の形質 と竹稈の径級については,地 下茎の径級の大小や年令は,竹稈 の径級や形

質に著しい影響を及ぼす ことも大きな特色である.

地下茎の発生後,活 力を保ちうる年数は相当長いが,良 竹を発生しうる年数は割合に短

い.し か も活力年数が優良地に短 く,不 良地に長い傾向がある.

地下茎の成長については,地 下茎の伸長期間が筍の成長が終 了して成竹 となった頃か ら

伸び始め,晩 秋に終了するもので,地 下茎の成長期間は竹稈 の成長期間よりも,遙 かに長

いものである.

§雇 作 業 法

1序 説

森林作業法は,林 業の経営目的に従って林木生産の全過程を合理的かつ秩序的に結びつ

けるもので,そ の技術的組織の特徴によって作業種の分類が行われている.

C.Wagner44)は 作業法の構成過程の内容を,樹 種・更新法・採取法・保育法 ・保護法・換価

方法などの選定によって分けるべきもの としているが,吉 田39)はこの見解を広すぎるとし

て,更 新法 ・保育法・伐採法・保護法の4種 に限定 し,さ らに現実的な見地か らは更新 ・伐

採過程の特徴によって分類すべきもの としている.こ のように作業を分ける根拠は必ずし

も一定ではないが,現 今行われている分類の多くは,ま ず更新種または生産目的によって

大別 し,こ れを伐採 ・更新方法の具体的特徴によって区分している.す なわち一般には高

林 ・中林・低林・竹林の4作 業種に大別 し,こ れを伐採種によって皆伐・漸伐・残伐 ・択伐な

どに分け,さ らに伐区形 ・伐区の大 きさ・伐採更新の速度などによって細分する方法が用い

られている.ド イッ33・41)においては上記のように大別したものを作業種(Betriebsarten)と

称 し,こ れをさらに伐採法や更新方法の特徴によって細分した ものを作業法(Betriebs-

formen)と い うことに定めているので,こ こにはこの 分類法に従 って 作業種 と作業法を

分別することとする.

このように大別された作業種を,そ れぞれ特徴のある作業法に細分する分類法を肯定す

る立場から考えると,高 林作業種 ・低林作業種などが種々の作業法に分けられるの と同様

に,竹 林作業種 もまた伐採や更新の方法を検討することによって,幾 つかの作業法に分れ

る可能性がある.

しかるに竹林は,大 面積経営が少ないこと,そ の分布が東洋地方に偏 した特殊なもので

あること,従 来の慣習がほとんど択伐形式の作業法であることなどの事情によって,作 業

法については極めて概念的な解説が若干1)39'なされているにす ぎない.従 って竹林につい

ても,樹 林における分類の根拠に準じて作業種 としての独立性ならびに作業法細分の可能

性が再検討されねばならない.

2作 業法分類根拠の検討



竹林作業が果 して作業種 として独立的に分別されるべきであるか,ま たこれを作業法に

細分する必然性が存在するか否かについては,竹 林の作業種試験24)についての実証と併行

して,竹 林の生産目的 ・更新種 ・伐採法 ・竹種 ・伐期令 ・林分構成などに関する特性か ら

の検討がなされねばならない.

1)生 産 目 的

生産物の目的が用材生産にあるか薪炭材生産にあるかは,高 林及び低林作業種分別の本

質的根拠であって,そ れぞれ用材林作業 ・薪炭林作業 と呼ばれる所似である.し かるに竹

林生産物は,竹 材または筍のいずれを生産目的 として経営する場合にも,高 林作業種 ・低

林作業種のそれとは異質的な生産物である.従 って 林地か らの 目的生産物の著しい 差異

を,作 業種大別の要素 として認めるならば,竹 林作業種が高林 ・中林 ・低林の各作業種 と

併列的に大別されることは肯定 されねばならない.

2)更 新 種

樹林における高林作業種 と低林作業種を区分する要素 としては,林 木の成立すなわち更

新種が用い られ,高 林は種子,低 林は萌芽によって成立することを原則 として分別 されて

いる.す なわち高林作業は種子作業 ともいわれ,低 林作業は萌芽木作業に包括される分類

が多い.し かし高林のうちには種子によるほか,挿 木 ・伏条などによって成立 した もの も

あ り,低 林のうちにも実生樹 ・分根樹などを混ずることがあるから,林 木の更新種のみに

よって両作業種を正確に区分することは容易でなく,前 記の目的生産物 と併用 して分ける

ほかない.し かるに竹類は,一 般に地下茎によって無性的に繁殖して地下茎か ら地上の桿

を形成 し,こ の桿はさらに地下部より地下茎を 発生して,順 次蔓延増殖する ものであっ

て,種 子 ・萌芽 ・挿木 ・伏条などによって更新する林木 とは著 しく異なる.す なわち竹林

の更新種は地下茎天然更新であって,こ の特質は竹林が作業種 として独立的に存立しうる

本質的な要素 といえよう.

3)伐 採 法

樹林においては,伐 採方法の選択が作業法を分ける重要な要素であるが,作 業種の大別

過程においては伐採法は全 く要素 として認められない.竹 林について もこの点は同様であ

って,竹 林作業種は主 として伐採方法の特徴によって種 々の作業法に分けられるべ きもの

である.す なわち竹林にあっては,新 規に竹林を造成する特殊の場合を除けば,す べて地

下茎天然更新法によって毎年更新するものであって一般には人工更新 ・天然更新の別や更

新速度の遅速などにより作業法を細分する必要がなく,専 ら伐採方法の差異が作業法を分

ける根拠 となるところに特徴がある.

4)竹 種

一般に樹種の差異そのものは作業種分別の本質的要素 とは認められないが,樹 性が作業

種 または作業法の決定に極めて重要であることはい うまで もなく,竹 林作業種が独立した

作業種 として分けられた根拠 も,竹 類に共通的な著 しい特性があることに起因するもので

ある.従 って竹種の違いによって作業法が分けられる可能性は存在するが,現 在の段階で

作業法を検討する必要性のある有用竹種は極 めて少数にす ぎず,こ とにこの研究では竹種

をマダケに限定するものであるか ら,現 実的な問題 としては竹種による作業法の区分は考

えられない.



5)伐 期 令

元来伐期令の意義は,立 地条件及び樹性 と関連 して生産 目的を表示する要素であるから,

間接的には作業種 ・作業法の違いが伐期令の差異 としてあらわれるものである.す なわち

作業種についてみると,低 林作業種は高林作業種 よりも一・般に伐期令が低 く,竹 林作業種

は低林作業種 よりもさらに低い.し かし竹林作業種の伐期令は後述のごとく著しい特性が

あって,更 新及び利用上から極 めて狭い範囲に限定 されるため,作 業法を分ける要素 とな

しうる場合はほ とんど考えられない.

6)立 竹 構 成

林分構成は作業法を分 ける要二素とはいえないが,一 般には作業法の異なる結果 として,

それぞれ特徴のある構成 を示すものである.竹 林の立竹構成についても,作 業法が違 う場

合には,年 令 ・直径 ・稈長 ・枝下高 ・材積などの分配や竹冠の占有状態に特徴 をあらわす

ものであるが,そ の差異は樹林における構成 ほど顕著ではない.い ずれにしても,立 竹構

成そのものは作業法を区分する要素ではなく,作 業法の分けられた結果 として生ず る差異

と認められ る.

7)集 約 度

作業法選択の要素 として,立 地 ・資本 ・技術 ・労力などに起因す る施業の集約度があげ

られ る.特 に竹林は,毎 年数10日 間に急速に成長 し,林 分材積成長量が大 きい¥た めに,

土入れ ・敷藁草 ・施肥などを必要 とする農作業に近い性質をもつこと,伐 採竹の選定 ・伐

採季節 ・伐採量の適否など,伐 採方法の差異が翌年以降の新竹形成に大 きく影響す ること,

伐期が短 く収穫作業 も労働集約的性格をもつこと,な どによって作業法を制約す るところ

が大 きい。従 って施業の集約度は竹林の作業法を選択する場合の重要な要素 といえよう.

以上の検討によって明らかなごとく,目 的生産物ならびに林分成立の特性か ら,竹 林作

業を樹林作業から切 り離 して,独 立の作業種 とすることには異論がない.ま た竹林作業種

を作業法に分 ける積極的根拠は伐採方法の要素であって,更 新方法 ・竹種 ・伐期令 ・立竹

構成などの要素は作業法分別の本質的要素ではなく,附 随的ないし結果的な要素 というこ

とがで きよう.し かし経営の集約度は作業法選択の重要な要素 となるものである.

3竹 林作業種の分類

一般に作業種の分類は,林 業経営の技術的要請 に基 い て,現 実に実施せられて きた施

業 または実証された試験成績より,全 生産過程にわたる技術的施行上の特徴によって類

別し,こ れによって林木生産の合理的な組織づけを試みるところに意義が見出される.従

って林業上 もっとも重要な位置 を占める高林作業種は極めて多 くの作業法に分けられてい

るが,竹 林については実証に基 く分類がほとんど見 られない.し かし竹林作業種において

も,竹 林の自然的要素 と経済的要素を検討するならば,そ れ らの調和点において成立すべ

き作業法は単一ではないであろう.竹 林の自然的特性を完全に満足 しうる作業法が,必 ず

しも経済的に成立するとは限らないとすれば,そ れぞれの異なる条件下に存在する竹林に

適合すべき実現性のある作業法が見出されねばならないか らである.こ のような 観 点 か

※竹林成立の土地条件はスギ林の立地 とほぼ一致 し,竹 林の成長量が スギ林 の成長量に匹敵す るこ

とは第 皿章 に述べた通 りであ る.



ら,ま ず 従 来 報 告 され た竹 林 の 作 業 法 とみ な され る文 献 を 摘 記 す れ ば次 の 通 りで あ る.

1)土 井6)は,渓 地 下 茎 を 蔓 延 せ し めて 竹 林 の 更 新 及 び増 殖 を は か る方 法 を 地 下 茎 天 然 更

新 と名 付 け,そ の 更 新 方 法 に択 伐(連 年 ・隔 年)と 皆 伐(一 斉 ・交 互帯 状)及 び1年 生 竹

残 存 残 伐 の3法 が あ るxxと,

2)山 本48)は,xx竹 材 の収穫 法 と して は皆 伐 法 と択 伐 法(連 年 式 と隔 年 式)と の 二 つ に分

け る こ とが で き る、 と,

3)島 村49)は,xx竹 林 の 作 業 法 と して は,皆 伐 法 ・交 互帯 状 皆 伐 法 ・特 種 皆 伐 法(1年 生

竹 残 存 残 伐 法 。3年 目 ご とに全 立 竹 数 の 約 半 数 を伐 採 す る方 法)・ 隔 年 択 伐 法 ・連 年 択 伐

法 な どが あ る、 と,

4)上 田23)は,xx毎 年 伐 竹 法 ・隔 年 伐 竹 法 ・3年 目伐 竹 法 ・4年 目伐 竹 法 ・皆伐 法 が あ るXx

と述 べ て い る.

以 上 は,す べ て伐 採 過 程 の 特 徴 に よ って 分 けた もの で,こ れ らを 整 理 して 分 類 す る と,

次 の通 り とな る.

伐 採 過 程

竹林の更新は地下茎天然更新に属するが,伐 採更新の方法 として上記各種の伐採方法が

報告されているので,基 本的な竹林作業種の分類にあたっても,樹 林の作業種を分類する

場合の通念にならって伐採方法を基準 とし,さ らに伐採面の形状 ・大小 ・配列や伐採進行

の速度などを加味 して整理分類すると,次 のように類別できる.

竹林作業

伐区式作業

択伐 作業



このように分類した竹林の各作業法を樹林の作業法 と比較すると,著 しい相違点 として

漸伐法の欠如 と残代法の細分が目立つのであるが,こ の点は竹林の特性に起因するもの と

いえよう.次 に上記の各作業法について,竹 林の自然的性質及び技衡的実現性の調和に重

点をおいて連年作業の可能性 ・収穫物の持続性 ・被害保護上の安全性を検討し,作 業法 と

しての適否を分析することとす る.

1)皆 伐作業法

更新せんとす る林分を皆伐し,そ の跡地を地下茎によって天然更新す る方法である.

これは皆伐地の大 きさあるいは形状によって,広 地皆伐 ・群状皆伐 ・帯状皆伐の3種 に

区分される.

(1)広 地 皆 伐

この作業法は一時に大面積の林分を皆伐し,地 下茎天然更新により伐採跡地の更新をは

かるものである.新 竹は翌年直ちに発生し,そ の後 も年々発筍するため,数 年後には鬱閉

する.し かし大面積の土地が急激に裸出されるため,土 壌の流亡 ・乾燥 ・雑草の繁茂など

によって地力の減耗を招来 し,さ らに更新 した新竹は気象上の被害に対 しても抵抗性が弱

い.ま た皆伐跡地に更新する新竹は著 しく径級が小 とな り,年 成長量を減退すること,皆

伐によって収穫 される竹材は新旧各年令の ものからな り,材 質的に不均一であることなど

の欠陥があ り,竹 林の特性に相反す る作業法である.

第68図 広 地 皆 伐 模 式 図

収穫直 前収穫 直 後

(輪伐期6年,数 字は皆伐

年次,括 孤内数字は立竹年

令構成)

第68図 に模式的に示すごとく,伐 期年数に等 しい数の大面積伐区を順次皆伐す ることに

よって連年作業を行 うのを基本 とし,収穫 が最 も簡単であるため,極 めて粗放な竹林の取

扱いとして地方により実行 されることがある.し かし保続生産を作業法の基本的要件 とす

る場合には,本 法は収穫の量 ・質 ともに逓減するため,本 質的に作業法の範疇に属 しない

もの といえよう.

(2)群 状 皆 伐

林分中所々に群状の皆伐 を行い,伐 採跡地ならびに周囲林分よりの地下茎更新によって

新竹を発生せしめる方法で,第69図 に模式的に示すごとく,帯 状皆伐の不規則な場合とも

みなしうるものである.

第69図 群状皆伐模式図

(輪伐期5年.数 字 は伐採年次)

収穫 直 前収穫 直 後

1:1.2.3.4.5年1:0年

2:1.2.3.42:1.2.3.4

3:1.2.33:1.2.3

4:1.24:1.2

5:15:1



広地皆伐 ・帯状皆伐 と比較して,伐 採竹搬出の能率を低下するのみでなく,そ の際新竹

及び母竹を損傷する欠点があ り,ま た残存林分に対す る風雪害の危険 も認められる.

広地皆伐法に比し林地の露出 ・表土の流亡などの欠点は緩和しうるが,皆 伐法における

その他の本質的欠点を有す るとともに,収穫 作業上の有利性 も失 うので,こ の種の取扱い

は,一 時的に竹林の局部的改良をはかる場合のほかには必要性が認められない.従 って収

穫の持続性を前提 とする作業法の範疇には属 しないものといえよう.

(3)帯 状 皆 伐

更新せん とする竹林を若干の帯状伐区に区分し,ま ずその1～ 数伐区を皆伐 し,つ いで

他の帯状伐区に更新を及ぼす ものである.大 面積皆伐の長所である収穫作業の簡易性をみ

たしつつ,収穫 の逓減その他の短所を補足せんとする主旨の作業法 とみなされ,伐 期年数

に等 しい伐採回数によって全竹林を一巡伐採する.こ の方式は伐採進行の順序によって,

交互帯状皆伐作業法 と連進帯状皆伐作業法に分けることができる.

i)交 互帯状皆伐

一つおきに帯状伐区を同時に皆伐 して残存林分よりの地下茎 と伐区内の地下茎からの更

新を期待 し,そ の部分の更新が完了した後に残存帯区を更新す る方法である.こ の方法で

は2回 の伐採によって相隣接する伐区の更新を終る.第1回 伐採 と第2回 伐採 との間隔は,

更新の成績及び新竹の保護を要する程度に関係するが,原 則 として伐期令の%の 年数で通

常2～3年 を要する.従 って連年作業を営むためには,第70図 に示すごとく,少 な くとも

第70図交互帯状皆伐模式図 伐期年数に等しいかその整数倍に当る帯状の伐区を必要

とする.

伐区の帯が余 りに狭い林分を伐 り残す ときは,残 存帯

区の立竹に種 々の危険を伴い,殊 に暴風雪に対 して甚だ

危険であるから,こ れらの被害を防止 しうる巾に伐 り残

さなければならない.す なわち帯巾の基準 としては,保

残帯の母竹の地下茎伸長によって皆伐帯の新竹発生を補

完しうること,保 残帯によって皆伐帯の保護機能を果しうること,保 残帯自体の諸被害に

対する危険がない ことなどを考慮し,林 地の傾斜及び風向と関連 して帯の方向を決めるも

のである.し かしこの方式によっても皆伐法の欠点を完全に排除することは困難であり,

特に収穫 された竹材は新旧各年令のものを混じて材質的に不均一 となる点は避けがたい.

従 って交互帯状皆伐法は,収穫 され る竹材の理学的性質に重 きをおかず,収穫 費の軽減 と

作業技術の簡易性を要求 される竹林のみに考慮され るべ きものと考えられる.

ii)連 進帯状皆伐

帯状皆伐を林分の一端より始め,順 次隣…接帯区に伐採を進行せしめるものである.大 面

積の林分では第71図 に示すごとく,伐 採列区を採用す ることがのぞましい.



第71図 連進帯状皆伐模式図

(輪伐期6年 の場合)

収穫 直 前収穫 直 後

1:1.2.3.4.5.6年1:0年

2:1.2.3.4.52:1.2.3.4.5

3:1.2.3.43:1.2.3.4.

4:1.2.34:1.2.3

5:1.25:1.2

6:16:1

すなわちこの方式は,原 則として伐採帯の新竹発生及び保護作用が帯の片側に隣接する

保残帯によって行われ,他 の片側は新竹によって形成 されるものである.従 って毎年相隣

接する帯状区を順次伐採するよりも,第71図 に示すごとく伐採列区を設 けて1列 区につい

ては隔年ごとに伐 り進むのが新竹発生及び保護作用の効果を有利ならしめる.し か しこの

場合にも皆伐法による本質的な短所を補 うことは困難で,年 成長量の減少,外 的被害の危

険,地 力減退などの点は,広 地皆伐と交互帯状皆伐 との中間に位置するもの と考えられ,

収穫物の不均一性については広地皆伐の場合 と同様である.ゆ えに保続生産を前提 とする

作業法 として本法を採用することには疑問があり,粗 放な竹林の取扱いとい うほかない.

2)残 伐作業法

伐期に際し少数の立竹(通 例1年 生竹 ・2年 生竹などの十分成熟 していない若竹)を 母

竹 として伐 り残し,こ れ らによる新竹の更新助長をはかるとともに新竹の保護を もかね さ

せる主旨の方法で,母 竹は次の伐採周期に伐採して利用する.こ の方法は,母 竹の伐 り残

し方によって散状残伐 ・群状残伐 ・帯状残伐の3種 に区分しうる.

(1)散 状 残 伐

この方法は伐期に際して,母 竹を全林面に散状に伐 り残す もので,一 般には本数 ・胸高

断面積あるいは稈実材積 において60～70%程 度の立竹を伐採 し,1～2年 生の若竹を母竹

として保残することにより,新 竹発生の給源 とするものである.伐 採による鬱閉 の破壊は

著しいが,年 々新竹が発生するため,皆 伐法に比較して鬱閉 の恢復は速 く,従 って土壌の

流亡 ・乾燥 ・雑草の繁茂などによる地力の損耗も比較的少ない.し かし急激な疎開によっ

て幼令竹が散状に残されるため風雪害その他の被害に対する危険がある.こ の種の方式は,'

大面積皆伐法における更新上の欠点を是正 しつつ単位面積当りの1回 の伐採量を多 くせん

とす るものであって,連 年作業を営むには伐期年数よりも少ない数の大面積伐区を順次伐

採す ることが基本である.伐 り残すべ き立竹の年令によって,普 通1年 生竹残存残伐法 と,

1～2年 生竹残存残伐法に分 けられている.

i)1年 生竹残存残伐

利用上の性質が著しく劣る1年 生竹のみを林面に散状に伐 り残し,2～A(伐 期)年 に

いたる立竹を一時に伐採してA-1年 間に林相の恢復をはか らん とするものである.残 伐

法のうちでは長所 ・欠点とも最 も大面積皆伐法に近 く,第72図 に示すごとく,A-1個 所

の大伐区によって連年作業の可能性はあるが,被 害保護上の安全性に乏 しく,収穫 は量 ・

質 ともに逓減する可能性が強いので,こ の種の残伐法を作業法 とすることは不適当 と認め

られ る.



第72図1年 生竹残存散状残伐模式図

(伐期令5年 の例

括孤内数字は立竹年令構成)

ii)1～2年 生竹残存残伐

前記i)の 欠陥を緩和するため,1～2年 生竹を林面に散状に伐 り残 し,3～A年 の立

竹を一時に伐採し,A-2年 間に林相の恢復をはか らんとするものである.散 状残伐法 と

しては,残 存立竹数が比較的多 く,第73図 に示す通 り,A-2個 の大伐区を設 けることに

よって連年作業が可能である.単 位面積当 りの1回 の収穫 量は比較的多く,伐 採竹の利用

的性質ならびに新竹の更新上にも大 きな支障はないが,伐 採直後の風雪害に対す る危険が

ある.従 って被害保護上の不安が少ない場所における竹林の作業法 としては考慮 されるべ

きものといえよう.

第73図1～2年 生竹残存残伐模式図

括孤内数字は立竹年令構成

(2)群 状 残 伐

前記①の被害保護上の不安を緩和するため,竹 林内に伐採すべ き群を選定し,伐 採群内

の若竹を残存 して群状伐採を行 う方法である.伐 り残すべ き若竹は1年 生竹の場合,1～

2年 生竹の場合などが考えられるが,(1)に 述べた点か ら考えて,伐 採群内には1～2年 生

竹を伐 り残す ことがのぞましい.す なわち1～2年 生竹残存の群状残伐法について検討す

るに,伐 採群における得失は群状皆伐に類似するが,新 竹の更新は残存母竹の地下茎 と群

の周辺にある立竹の地下茎によって行われるため,更 新上の安全性が大 きいこと,風 雪害

その他被害防止上有利であることなどの利点があるが,そ の反面収穫技術の複雑化及び収

穫費の割高 となることは避けられない.し かし,比 較的小面積の竹林において も連年作業

による収穫の保続が可能であるか ら,竹 林の土地条件に起因して立竹構成が群状伐採を有

利 とする場合には,作 業法 として考慮されるべ きである.

第74図1～2年 生竹残存群状残伐の模式図

収穫 直 前収穫 直 後

1:1.2.3.4.5.6年1:1.2年

2:1.2.3.4.52:1.2.3.4.5

3:1.2.3.43:1,2.3.4

4:1.2.3.4:1.2.3.

(輪伐期6年 で伐採周期4年 の例)

(3)帯 状 残 伐

竹材の伐出及び竹林保護の見地より,土 地の傾斜 ・風向などを考慮して竹林を帯状に区

分し,帯 を単位 とする散状残伐を行 う方法である.散 状残伐法 と帯状皆伐法の利点を取 り

入れ るとともに,そ の短所を補 う主旨の作業法であって,伐 採進行の順序により交互帯状

残伐法 と連進帯状残伐法に分けられる.両 者 とも伐採帯に伐 り残される立竹は,1年 生竹



残存 と1～2年 生竹残存の場合が考えられるが,前 述のごとく1年 生竹残存残伐法は,新

竹発生及び被害防止の点に欠陥があるので1～2年 生竹を残存す る場合のみが作業法 とし

ての対象 となる.

i)交 互帯状残伐

一つおきに帯状残伐 し,伐 り残 した1～2年 生の母竹及び隣接残存帯からの地下茎によ

る更新の助長を期待するもので,伐 採帯の更新完了後に残存帯区を伐採する.従 って連年

作業を営むためには,第75図 に示す通 りA-2年 の整数倍に当る帯状伐区数を必要 とする.

帯巾の基準 としては,保 残帯からの地下茎伸長によって伐採帯の新竹発生を補完しうるこ

と,保 残帯による伐採帯の保護機能を果しうること,保 残帯自体の被害に対する危険がな

いこと,伐 竹搬出作業上有利であることなどが考慮されねばならない.こ の方式は,交 互

帯状皆伐法に くらべて伐竹作業による残存母竹損傷の危険があり,伐 竹及び搬出上からも

やや不利 と認められ るが,連 年作業ならびに収穫 の持続が可能であり,風 雪害その他の被

害に対する危険性 も比較的少ないので,竹 林の作業法 としての実現性がある.

第75図 交互帯状残伐の模式図

収穫直 前収穫 直 後

(伐期令6年,伐 採周期4年 の例)

ii)連 進帯状残伐

帯状残伐を林分の一端 よりはじめ,順 次隣接帯区に伐採を進行せしめるものである.伐

採帯の新竹発生は,残 存す る1～2年 生母竹及び片側に隣接す る保残帯の地下茎によって

助長せ られ,そ の保護作用 も主 として片側の保残帯に依存する.従 って隣接 する帯区を年

々連進的に伐採す るよりも,第76図 に示す通 り伐採列区を設けて,1列 区については隔年

ごとに伐 り進むのが,新 竹発生及び保護作用の効果を有利ならしめる.こ の方式は連年作

業によって収穫 の持続性が可能 と認 められ,収穫 作業の難易程度は前記i)の 場合 と同様

であるか ら,帯 状残伐による母竹の被害に不安のない竹林においては作業法としての実現

性がある.

前記の交互帯状残伐と性質の類似す る作業法であるが,伐 採帯の片側のみに保護帯が存

在する点で,新 竹発生の助長効果及び保護効果はやや劣るもの と考えられる.

第76図 連進帯状残伐の模式図

収穫直 前 収穫直 後



3)択 伐作業法

林分中より散状に少数の立竹を選んで伐採利用し,そ の伐採跡の小空地 に発生する筍に

よって更新をはかる方法で,単 位面積当 りの1回 の伐採量は他の作業法に比べて少 ない.

しかし竹林が地下茎 によって連年新竹を発生するとい う自然的性質には,最 もよく適合す

るものといえよう.伐 採竹選定の考 え方によって利用主義 ・圷冷 主義 ・保育主義に分けら

れ る.

利用主義の択伐は,竹 林の径級分配や年令構成に拘泥することなく,利 用価値の大きい

もののみを選んで伐採利用するものである.竹 林の更新及び立竹構成の質的低下などは考

慮されず,伐 採跡の保育または地力維持についての施業 も行わないで,全 く自然に放任さ

れた掠奪作業である.

年令主義の択伐は,一 定の伐採年令を定めて,竹 林中よりその立竹のみを伐採するもの

である.こ の主義によって毎年一定年令の立竹のみを伐採する場合には,常 に成長量のみ

を収穫 することになるが,地 力の維持増進及び林分の保育による向上についてはほとんど

考慮 されないため,集 約な択伐法 とはいえない.

保育主義の択伐は,最 適の伐期令を定めて一定年令以上の立竹 をその最適季節に伐採す

ることを原則 とし,林 値の維持向上をはかるために,地 力の増進及び更新の充実に意を用

いて,竹 林に保育保護手段を講ずる集約な択伐法をいう.こ の方法は最 も合理的に経営 さ

れる竹林に行われ るもので,最 も集約な択伐法 といえよう.

すなわち択伐作業法は,保 育主義の択伐によって目的を達 しうるものであるが,そ の伐

採形式 によって連年択伐法と隔年択伐法に区分 され,後 者はさらに広地隔年択伐 と交互帯

状隔年択伐に細分される.

(1)連 年 択 伐

竹林の全域に対して毎年択伐する方法で,地 下茎天然更新によって毎年新竹を発生する

竹林の特性に合致する.連 年作業 ・収穫の保続ならびに保護上の安全性から最 も理想的な

作業法であるが,発 筍の豊凶性にともない年々の収穫 量に増減を生ずる欠点がある.ま た

収穫及び保育作業に労力 ・経費ならびに高度の技術を要す るため,小 面積の集約経営に適

す る作業法 といえよう.

第77図 連年択伐の模式 図

(2)広 地隔年択伐

連年作業形式 としては竹林を2分 し,1年 ごとに交互に択伐を行 う方法である.毎 年新

竹を発生す る竹林の特性に対 して完全には合致 しないが,発 筍の豊凶性にともなう収穫量

増減の波を相殺 しうること,単 位面積からの1回 の収穫 量を増すこと,年 施業面積を半減

しうることなどの利点があげられる.し かし連年択伐法に比し伐採率が大 きいため,鬱閉
の疎開による風雪害などの不安がある場合には注意を要する.



第78図 広地隔年択伐模式図

収穫直前の年令構成

1.2… …A年

収穫直後の年令構成

1.2… …A-2年

(3)交 互帯状隔年択伐

竹材の伐出及び竹林保護の観点から,土 地の傾斜または風向を考慮 して竹林を帯状に区

分し,相 隣接する帯区を交互に隔年択伐する方法である.広 地隔年択伐法に交互帯状皆伐

法の利点を加味したもので,毎 年新竹を発生する竹林の自然的性質に対しては完全に合致

するとはいえないが,生 産組織上からみれば,連 年作業 ・収穫量 の保続 ・被害保護上の安

全性に利点がある.帯 区の設け方によって伐出功程をあげうるとともに,収穫 費の軽減を

期待しうるため,相 当大面積の竹林において も集約経営が可能 と認められ,竹 林経営にお

ける自然的要求 と経済的要求 とを調和した優れた作業法 といえよう.

第79図 交互帯状隔年択伐の模式図

収穫直前収穫 直後

4総 括

竹林更新法 としての竹林作業については,若 干の研究報告があるが,技 術的生産組織 と

しての作業法に関する研究は全 くみられない.本 節は作業種分類の根拠を作業種 と作業法

の要素に分けて検討し,竹 林に対するそれらの要素を分析 して,従 来更新論 として取扱わ

れた各種の竹林作業を分類整理 し,生 産組織論的見地か ら各作業法の性質を明 らかにせん

と試みた ものである.

竹林の自然的特性か ら考察して,竹 林作業種は樹林における高林 ・中林 ・低林の3作 業

種 とは著しく異なり,こ れを独立の一作業種 として分別することには異論がない.し かし

これを作業法に分ける根拠についてみると,従 来の樹林の作業法は伐採ならびに更新方法

の特徴によって分類されてい るが,竹 林は更新上の特徴が極めて単一的であるため,伐 採

方法の特徴が主要な分類根拠 となるものである.ま た竹林は樹林に比し成熟年令が極めて

短 く,伐 期令選択の範囲が限定 され るため,お のずか ら年令概念を導入 した作業法の生ず

ることが多い.こ れ らの特徴か ら,竹 林においては樹林にみ られる漸伐作業の範疇に属す

る作業法を欠き,こ れにかわ って残伐作業法が成立する.す なわち竹林は原則的にすべて

地下茎天然更新によって連年更新す るものであるから,竹 林作業種はまず伐採法によって

皆伐 ・残伐 ・択伐に分けられ,さ らに伐採面の大小 ・形状 ・配列 ・伐採または残存 される



立竹の年令などによって細分 されるものである.し かしこのようにして分類 された竹林の

各作業法を,生 産組織論的見地よ り,連 年作業の可能性 ・収穫の持続性 ・被害保護上の安

全性について検討すると,現 実に実行 口」能な作業法は次のものに限定して整理される.

竹林作業荘

皆伐作業法

残伐作業法

択伐作業法

(広地皆伐法)

(群状皆伐法)

帯 状 皆 伐 法

散 状 残 伐 法

群 状 残 伐 法

帯 状 残 伐 法

(連進式)
L交 互 式

(1年 生竹残存)
1～2年 生竹残存

連進式
、交互式

連 年 択 伐 法

広地隔年択伐法

交互帯状隔年択伐法

(註)上 記のうち()内 のものは,本 質的には作業法の範疇に属しない.

以上の各作業法についての一般的な得失を述べると次の通 りである.

1)皆 伐作業法

(1)利 点

i)他 のすべての作業法 と比較 して,そ の方法は最 も簡Ptか つ実行容易である.ゆ え

にこの方法は技術的に熟練を必要 とすることもな く,比 較的経験に乏 しい者に も確実に実

施で きる.

ii)事 業の最 も集中する方法で,作 業功程を能率化 しうる.従 って同一の伐採量に対す

る収穫費は最 も少ない.

iii)伐採竹搬出に対して,母 竹を損傷する危険が少ない.

② 欠 点

i)土 地が急激に裸出されるため,土 壌の流亡 ・乾燥 ・雑草の繁茂などによって,地 力

の減退を招来する.

ii)老 竹より若竹にいたる各年令の竹材が収穫 され,材 質的に不均一である.

iii)母竹が皆伐 されるため,新 竹の径級及び形態が著しく低下し材積成長量 も減少する.

iv)皆 伐跡地には年々新竹が発生するが,こ れが鬱閉 するまでは毎年風雪害その他の被

害に対す る危険がある.

v)連 年成長量の減退ならびに新竹の径級及び材質の低下にともない,単 位面積当 りの

年平均収穫 額は他の作業法に比して最低 と認 められる.

以上の欠点にみ られるように,皆 伐法は立竹構成を根本的に破壊し,竹 林の特性に相反

する幾多の欠陥をもち,収穫 の持続性を期待で きないため,本 質的に作業法の範疇に属し

ない もの といえよう.こ れらの欠点は,交 互帯状皆伐法のごとき小面積伐採によってある

程度軽減しうるが,同 時に皆伐法の利点を著しく減少 させる結果となる.

2)残 伐作業法

④ 利 点

i)収穫 作業は皆伐法に次いで実行容易で,そ の方法は比較的簡単である.



li)若 竹が母竹 として残存されるため,皆 伐に比し新竹発生上有利である.

iii)収穫 され る竹材に若竹 を含 まないため,収穫 物の材質は皆伐法の場合よりも均一 と

なる.

iv)単 位面積当 りの1回 の収穫量は択伐法にくらべて多い.

② 欠 点

i)択 伐法にくらべると,表 土の流亡 ・地力減耗の危険がある.

ii)伐 り残 された幼令竹 に対して風雪害の危険がある.

iii)伐 竹功程は皆伐法に劣 り,伐 出作業の際に母竹を損傷する危険がある.

iv)母 竹の本数が少な く,か つその年令が若いため,発 生する新竹はやや小径級の もの

を多 く産 し,生 産力が若干低下する不安がある.

本法は皆伐法における更新上の欠点を緩和するとともに,利 用上の材質が劣る若竹の伐

採を同避する方式である.竹 林の特性に完全に合致する作業法 とはいえないが,伐 区の設

け方,母 竹の残し方によっては,新 竹の発生及び保護効果を期待することがで き,収穫 の

持続性 も可能 と認められるので,竹 林の作業法 として応用性が広い もの といえよう.

3)択 伐作業法

④ 利 点

i)林 冠は常にほとんど鬱閉 し,土 地保全 ・地力維持上有利である.

ii)適 度の立竹密度を保ち,完 満通直 にして節間長長 く節低 く枝下の長い良材を産出 し

うる.

iii)風 雪害その他の外的被害に対する抵抗性が大 きい.

iv)常 に成熟期に達 した立竹を伐採で き,径 級の大きい良質材の生産に適している.

v)連 年発筍する竹林の特性に合致 し,新 竹の発生量及び径級を持続的な らしめうる.

従 って単位面積当りの年平均成長量は他の作業法にくらべて大 きい.

vi)小 面積の竹林において も連年作業が可能で,集 約施業に適する.

② 欠 点

i)伐 採竹の選定 ・伐竹 ・搬出などの収穫 作業に熟練を要する.

ii)伐 出作業の際,残 存立竹に損傷を与える危険がある.

iii)単 位面積当 りの1回 の収穫 量が少な くかつ作業功程が低下するため,多 くの労力及

び経費を要する.

上記のごとく,択 伐法は他の作業法にくらべて多 くの長所を有し,竹 林固有の性質に極

めてよく適合するため,集 約な竹林の作業法 として採用するならば,そ の収益性は最 も大

きいもの と認められる.

4)各 作業法の応用性

以上竹林作業種を分類 して,代 表的な作業法に対する得失を明らかにしたのであるが,

最後に現実的見地からの応用性について若干の考察 を試みよう.

皆伐作業法は作業法としては最 も原始的な方式であって,竹 林の自然的性質に背反する

ところが多 く,林 分の更新 ・保育 ・保護上に本質的欠陥があるため,極 めて粗放な竹林に

適用せ られた過渡的方法 といえよう.従 ってこの欠点を補 うには,大 面積皆伐より群状皆

伐へ,さ らに帯状皆伐へ と移行するほかないが,皆 伐法の うち比較的欠点の少ない交互帯



状皆伐作業法についても,収穫 物の不均一性ならびに被害保護上の不安を除去することは

困難である.ゆ えに皆伐法は極めて初期的な作業法 としての沿革的意義を有するにす ぎず,

少な くとも大面積皆伐法は生産組織上の価値が全 くない といっても過言ではあるまい.し

かし皆伐法には簡易性ならびに伐出功程の能率化に利点を見出しうるので,こ の性質を他

の作業法に加味することの可能性について検討されなければならない.

次に残伐作業法は,皆 伐法の本質的欠陥を緩和しつつ,そ の収穫 作業上の長所を取 り入

れた もの とみなされるのである.従 って更新の持続性及び収穫 物の不均一性は著しく改善

されているが,被 害保護上の不安は少な くない.し かし残伐法の うち,最 も進歩した方式

の1～2年 生竹残存交互帯状残伐法は,竹 林本来の性質に比彰的 よく適合し,あ る程度伐

出功程を高め うるので,竹 林の作業法 としての応用性はかな り広い と考 えられ る.す なわ

ち残伐作業法は,皆 伐法 と択伐法の折衷法 として,そ の応用性を検討 されるべ きであろ う.

竹林の作業法 としては,連 年択伐作業法が竹林の特性上最 も理想的であり,生 産竹材の

質ならびに量の上において も最高の値 を示す ものである.し か し本作業法は技術的にまた

労力的に集約 とならぎるをえないため,大 面積の竹林に対 して普遍的にこれを適用す るこ

とには多少の難点がある.

他方,交 互帯状残伐の試験成績24)からみると,伐 採帯区と保残帯区における発生新竹は,

質的にも量的にもほとんど優劣が認められない.こ の点は隔年択伐作業注についても同様

であって,し かも隔年択伐法 としての収穫 上の長所がある.ゆ えにこの両者の利点をあわ

せもつ交互帯状隔年択伐法は,大 規模な竹林の作業法 としては最適の作業法 と認められる.

すなわち本法は,連 年択伐法の最大の欠点とされる技術及び労力上の不利が相当緩和 され

ること,生 産竹材は質的 ・量的に連年択伐法に劣 らないこと,発 筍の豊凶性に ともな う新

竹発生量の不均一性が収穫 に際して均等化 されること,収穫 功程上有利であることなどの

諸点に大 きな特徴があ り,諸 被害防止上の不安 も少ない.従 って年平均収穫量 の均等化を

意図す る生産性に富む経営法 としては,交 互帯状隔年択伐法が最 も適当と認められる.

なお,1～2年 生竹残存残伐法 ・1年 生竹残存残伐法の採用を余儀なくされ る場合にお

いて も,広 地一斉的な収穫 伐採方式を採用するよりは,交 互帯状式 もしくは連進帯状式の

残伐法が,竹 林の保護及び収穫保続上ならびに伐竹作業功程上から有利 と考えられる.

§IV伐 期 令

1序 説

伐期令は林分(伐 区式作業の場合)ま たは樹木(択 伐作業の場合)が 何等の障害 もな く,

完全な成長をなす場合の合目的々な主伐年令であると定義されている39).す なわち樹林に

対する従来の伐期令概念は,生 産目的に従って正常な成長を辿る主伐林分または主伐木の

年令を予想的に定めたものであって,事 前計算に用いられるべ きものである.こ れを分解

すると,(1)林 分または単木に適用,② 主伐のみに適用,③ 正常な成長経路,④ 合目的性,

⑤予想的年令の各要素に分れる.そ こでまず,樹 林 と著しく性質の異なる竹林の伐期令に,

上記の各要素が必要であるか否かを検討 しよ う.

④ 伐期令が林分または単木について成立するとの見解は,竹 林については再検討 され

ねばならない.す なわち竹林は作業法の如何 にかかわ らず,原 則的に毎年新竹が発生して

異令林を形成するため,個 々の竹林に対しては生産期間と関連 した伐期令概念が成立する



が,林 分 としての伐期令を決めることは生産組織上意味がない.た だし竹林に伐区式作業

が肯定 される場合のみに平均伐期令を想定 しうるが,こ の場合に も竹林経理上は平均伐期

令を用いず,最 適令階の竹令 に依存する.従 って竹林の伐期令は林分について成立する概

念ではな く,連 年発生する年令階ごとの立竹について成立する概念 といえよう.

② 樹林の伐期令は主伐のみに適用され,問 伐木に対しては成立 しないが,竹 林 におい

ては原則的に主間伐区分がなく,す べて主伐 とみなされる.従 って竹林の伐期令概念 とし

ては,特 に主伐に適用されることを要素 とする必要性は認められない.

(3)伐 期令 を決 める場合,立 竹の成長経路は正常でなければならない.し かし竹林は樹

林 と異なり,立 竹の直径 と年令の間には何等の関係 もな く,そ の材積成長は僅か数10日 間

に完了し,そ れ以後伐期までは,単 に材質の理化学的変化が進行するにす ぎない.従 って

伐期令 との関連における立竹の成長は,主 として質的成長すなわち工芸的性質による.こ

の点は竹林の特性であって,樹 林における伐期令の考 え方 に従 うならば,立 竹の伐期令に

正常な成長経路を強いて重視する必要性は認められない.し かし竹林における林分 として

の成長を正常ならしめるためには,新 竹発生の量 と質 とに正常な持続性が要求 されるか ら,

この意味においては,竹 林の正常な成長経路は伐期令の重要な要素 といえよう.

④ 竹林は生産目的に従って経営 され るべ きものであるか ら,計 画的な竹林の生産組織

に合目的性の存在することはい うまで もない.す なわち伐期令は,経 営目的に合致する生

産期間に対応して決めるものである.

⑤ 伐期令が予想的な年令概念であることは,竹 林において も樹林 と同様である.た だ

し竹林は樹林 と異なり,寿 命が著しく短いか ら,生 産目的に対応する立竹の成熟期が判定

されるならば,成 熟期の年数 と伐期令の年数 とはほとんど差異がない と考 えられ る.

以上竹林における伐期令の性質について検討 したのであるが,こ れを総合 してみると,

立竹の合目的々な予想的生産期間に当る年令を竹林の伐期令 とい うのである.す なわち竹

林の伐期令が樹林 と異なる点は,生 産期間が短いこと,成 長経路が全 く異なること,更 新

の特徴か ら常に異令林 をなす ことなどに起因するといえよう.

次に竹林における伐期令概念を一層明 らかにするため,こ れと混同され易い生産期間に

関連する類似概念 として,成 熟期 ・伐採令 ・輪伐期 ・伐採周期を とりあげ,伐 期令 との比

較検討を試みよう.

(1)成 熟 期

現実的な成長経路において,合 目的々な立竹の伐採時期をい う.時 点的概念 という点に

おいて伐期令 と本質的に性質を異にする.ま た立竹は生産期間が短 くかつ竹材の材質は伐

竹季節に左右されるので,正 確な意味での成熟期は,成 熟 に要する年数 と伐竹季節の合併

時点によって決定 されるもの といえよう.し かし地下茎天然更新により持続的に生産の合

目的性が達せ られる竹林においては,立 竹の成長経路 は正常 とみてさしつかえないから,

普通立竹成熟期における年令は,工 芸的な伐期令 と一致するものと考えられる.

② 伐 採 令

現実に立竹が伐採 される年令をい う.地 下茎更新の持続性ならびに竹材の成熟度に関係

な く,実 際に伐採される年令概念であるから,予 想的 ・合目的々な年令である伐期令 とは

全 く性質を異にするものである.



③ 輪 伐 期

連年伐採の行われる一作業級の立竹を一巡伐採するに要する期聞をいう.作 業級に関す

る期間的概念 とい う点において伐期令 とは性質を異にす るが,竹 林においては伐採 と更新

との聞に休閑期が存在 しないので,一 般には輪伐期 と伐期令の年数は等しい.従 って竹林

における伐期令は,そ のまま輪伐期決定の基礎 となる.

④ 伐採周期

択伐法または残伐法に属する作業級において全伐区を一巡伐採するに要する期問で,択

伐樹林 における回帰年に相当する.作 業級に関する期間的概念である点においては輪伐期

概念 に類似するが,伐 採周期は輪伐期よりも短期問である.伐 期令 との間には直接的には

性質上の類似性はないが,竹 林は択伐に適す る特性を有するため,生 産期間に関連する年

数 としては,伐 期令 と伐採周期が しばしば用いられ,前 者は後者の整数倍に決められるこ

とが多い.

上記によって明 らかなごとく,伐 期令は竹林の生産組織上の必要性に基 き,生 産期間 と

の関連において生じた概念であって,年 々発生す る新竹が正常な成熟をとげ,経 営目的に

合致 した伐採年令であることを予想的に決定する年令概念である.従 って竹林が理想的に

経営 される場合には,成 熟期 ・伐採令 ・輪伐期などに表現 される年数は,伐 期令 と一致す

べきものといえよう.

2伐 期令の要否の検討

法正林造成を目標 とす る従来の森林経理においては,伐 期令(ま たは輪伐期)が 時間的

統制の基礎 となり,経 営の合目的性判断において成立するもの とせ られ,収穫 規整につい

ても大多数の収穫 予定法は,伐 期令の基礎において直接間接に法正林の実現を意図してい

る.し かるに択伐作業を背景とする照査法50)や恒続林施業51)の出現にともない,従 来重要

視せ られた輪伐期(従 って伐期令)を 不要 とする主張が行われるにいたった。これ らの批

判については割愛するが輪伐期不要論の直接的動機が択伐作業の研究に起因することは否

定で きない.す なわち択伐林においては年令 と直径分配関係の間に高次の相関がなく,合

目的々な森林構成による蓄積保有の成果 としての成長量が,収穫 上の基礎 と考えられ,生

産組織に年令概念を排除せん としたものに他ならない.

しかるに竹林は更新上の特性から択伐ない しこれに類する1乍業法が多 く,し か も立竹は

年令 と直径分配 との間に全 く関係がないので,竹 林の生産組織上伐期令の要否を検討する

ことは極めて重要 と認められている.

以上の見地か ら,竹 林作業における伐期令の要否を検討す るために,ま ず従来の森林経

理における伐期令の任務を要約して示す と,次 の通 りである39).

(1)林 分または樹木の合 目的々な最高材積量を予想的に規定 し,指 示する.

② 生産期間を限定することにより,生 産物の形質を規定 し,林 分または樹木の質的内

容を限定する.

③ 作業級の合目的々な蓄積量を予想的に限定 し,指 示する.

④ 輪伐期決定の基礎を提供す る.

すなわち樹林における伐期令の任務は,究 極においては林分または樹木,ひ いては作業

級の生産を,主 として量的に合目的々な らしめん とするにあるといわれている39).こ れを

竹林について検討すると,第1に 伐期令の長短は作業級蓄積の大小に影響するが,竹 林の



蓄積増大は必ずしも成長量の増大に通 じるものではない.む しろ竹林が過大の蓄積を保有

する場合には,立 竹の過密状態によって新竹の量的 ・質的な発生に悪影響をきたす.従 っ

て立竹度が過密 となるごとき高い伐期令の採用は,新 竹の生産上不利であるが,同 時にま

た,立 竹度が過小 となるごとき低い伐期令の採用 も,発 生する新竹の径級を低 下せしめ,

量的な らびに質的生産上不利である.す なわち立竹の疎密度は,作 業法のほか伐期令の長

短 と高度の相関があるか ら,こ のような意味で,最 適の立竹度を予想的に規定する基準 と

して,伐 期令の必要性が認められる.第2に 竹林の新竹発生量ならびにその径級は,母 竹

の年令 に関係するところが大 きい.こ の点は樹林にみられない特性であって,地 下茎更新

上か ら最適の伐期令を定める必要がある.第3に 立竹の材積成長は発筍後数10日 間に完了

するため,直 接に立竹の成長量を最大ならしめるごとき伐期令の必要性は認められないが,

その質的な成熟は新竹完成後徐々に行われるから,工 芸的に最適の材質を有する竹材を生

産せん とする場合には,そ の適期を基準 とする伐期令の必要性が認められる.

元来林業において伐期令を必要 とする本質的な根拠は,森 林生産の長期性に胚胎 し,施

業計画の統制を時間的尺度によらん とするにあるのであって,伐 期令を法正林実現の基礎

的要因 とした従来の森林経理方式は,単 なる一手段 として輪伐期または伐期令を利用 した

に過 ぎない ものと考 えられる.従 って竹林の生産組織上,前 記のごとき伐期令の必要性が

存在するならば,近 年提唱されつつある輪伐期または伐期令の不要論 は当然否定され るべ

きである.た だし竹林の生産期間は樹林に比 して著しく短いため,生 産の長期性を本質的

根拠 とする伐期令存立の必要性 はやや薄弱 となるが,そ れにしても竹林は通常数年の生産

期間を必要 とするので,計 画的生産上必要 とされる伐期令は認められるべきであろう.

伐期令を必要 とする前記の理由は,竹 林における立竹構成の最適状態,合 理的更新の持

続性,工 芸的利用の最適期に対 してそれぞれの基準を示すものである.ゆ えに各種の伐期

令がそれぞれ一定不変であるとの前提を設けることは非現実的であり,技 術的 ・経済的要

請に応 じてある程度の変異性が容認せられるべ きである.従 って伐期令 にある巾を持たせ

て,竹 林 としての基準的伐期令を示すことも可能 と考えられる.

以上を総合するならば,竹 林における伐期令の任務は次の各項に要約されるであろう.

① 地下茎更新の合目的性を母竹の年令に対 して予想的に指示する.

② 生産期間の限定 と最適立竹度の維持により立竹の形質を規定し,そ の質的内容を指

示す る.

③ 作業級の最適蓄積構成を予想的に指示する.

④ 輪伐期決定の基礎 を提供する.

⑤ 以上,各 項を通 じて較利計算その他の事前計算の要素 となる.

3伐 期令の種類

森林経理に関する文献にあらわれた伐期令の種類を大別す ると,次 に示すように価格関

係的伐期令 と価格無関係的伐期令 とに分けられている一

金員収穫 最 多の 伐期令

費 用 最 少 の 伐 期 令

生 理 的 伐 期 令

工 芸 的 伐 期 令



森林純収穫 最 多の伐期令

土地純収穫 最多の伐期令

林 利 最 高 の 伐 期 令

利 潤 率 最 高 の 伐 期 令

平均成長量最大の伐期令

材 積収穫 最 多の 伐期 令

重 量収穫 最 多の 伐期 令

熱 量収穫 最 多の 伐期 令

各伐期令は経営目的によっそれぞれ得失があるが,一 般的にみれば(1)に属する伐期令は

直接経済的要求の充足に起因して貨幣価値要素を含むため,経 済界の変動にともなって絶

えず変化し,固 定性に乏 しく,決 定手続が複雑である.こ れに対 して②に属する伐期令は

直接貨幣価値要素を含まず,物 的要求の充足を主眼とするため,決 定手続はやや簡単とな

り,固 定性 に富むが,経 営の較利的見地からは合理性がない.し かし①は常に②の要素に

基いて算定されるために基礎的性格を もつ場合が多い.

上記の各伐期令は竹林においても一応成立しうるものであるが,こ こに要求せられる伐

期令の分類 は,あ くまで竹林の特性に立脚 し,そ の合目的性判断において成立するもので

なければならない.し かるに竹林の生産組織は,そ の自然的要求 と経済的要求の調和点に

見出されるとの見解に立つならば,ま ず竹林の特性に適合する生産期間の検討を優先 し,

それらについての経済性が検討せ られ るべ きであろう.こ のような見地より,先 に述べた

竹林の特性の うちか ら伐期令関係要素を抽出すると,次 の通 りである.

(1)地 下茎更新により年々新竹が発生 し,更 新の量 ・質と母竹の年令 との関係が大 きい.

② 材質形成期間に比し,材 積成長期聞は極めて短い.

③ 林分の疎密度が更新の量 ・質ならびに立竹の材質形成に影響する.

④ 樹林に比 し,生 産期間が短い.従 って林業利率の影響は比較的少ない.

以上の うち,① の特性 は更新最適の母竹年令の判定,② は工芸的利用の適期判定,③ は

更新 と利用の両者の判定に,そ れぞれ重要な要素 とな り,④ の特性は伐期令予測の精度を

高めるとともに,経 済的伐期令の現実的可能性に通ずる要素 となる.

従って竹林の伐期令 として検討すべ きものは,

(1)更 新上最適の伐期令

② 工芸上最適の伐期令

③ 平均成長量最大の伐期令

④ 経済上最適の伐期令

に収敏することができよう.こ れ らのうち,③ 及び④は従来樹林において研究せ られた

伐期令の範疇に属するので,以 下①及び②の伐期令について研究を進めることとす る.

1)更 新上最適の伐期令

一・般には竹林の天然更新上最 も適当な年令を もって決定する伐期令である.

樹林の場合,最 も良好な種子 を最 も多量に生産できる年令 とか,萌 芽力が最 も旺盛な年

令などが更新上最適の伐期令 に相当する.し かし林木は,一 定年令に達すれば良好の種子

を相当長期間にわたって生産するものであ り,ま た旺盛な萌芽力 も相当長期間にわたって

維持 されるので,こ のような目的をもって施業され る場合が,は たして今日実在するか否

かは,い ささか疑問 とするところである.



しかるに竹林では,地 下茎の年令 ・形質が直ちに発筍 または新竹の径級 ・本数 ・形質な

どに影響する.ゆ えに,地 下茎の生活力 と発筍力23)の最 も良好な状態の場合に始めて良竹

をうることができるとの見地から伐期令を決定施業する場合,更 新上最適の伐期令によっ

た もの とい える.

① マダケについて,地 下茎を年令的に見た場合,伸 長芽数は3～4年 生の地下茎に最

も多 くみられ,5年 生以上の ものには極めて少なく,か つ多 くの芽が腐敗あるいは枯死 し

てお り,ま た1～2年 生の若い地下茎にも少ない.か つまた地下茎の芽に含まれている成

長ホルモルは太い竹に多 く細い竹に少なく,ま た1年 生の地下茎の先端部にも成長ホルモ

ンを多 く含んでいる.さ らに2～4年 生の地下茎の芽のなかで も伸長芽に成長ホルモンの

多いことは,栄 養物質の供給 と相まって,筍 として伸びる力に富んでいることを示す もの

と考えられる.

これより2～4年 生の地 下茎が最 も活力に富み,こ とに3～4年 生において筍 となって

出る力が強 く,そ れ以上の年令においては衰弱す ることが理解できる.従 って適正な伐竹

年令を決める上の有力な裏付けとすることがで きるのである.

② 地下茎の活力年数 と発筍力年数 との関係をみると23),地下茎の発生後活力を保つ年

数はマダケで7～10年(モ ウソウチクで6～9年,ク ロチクで5～6年)で それ以上たて

ば,発 筍力は全然なく,か つ地下茎その もの も多 くは枯死に向うものである.し かしなが

ら,良 竹ができるのは活力のある全期間にわアこるのではなく,マ ダケ ・モウソウチクのよ

うな,い わゆる大竹種においては,成 竹林では主 として3～4年 生の地下茎であ り,5年

生をす ぎると急に活力を減ずる.し かして,1～2年 生の若い地下茎からは小径級竹が発

生するにす ぎない.

さらにまた,活 力の発揮できる年数が優良地に短 く,不 良地に長い傾向にあることも注

目すべ き現象である.地 下茎の活力年数から伐採年令を考えると,マ ダケ ・モウソウチク

では3～4年 生が適当 とい うことになる.す なわち立竹が5年 生 ともなれば,そ の竹 につ

いた地下茎はおよそ7～8年 生 となって,す でに活力を失 ったものが多 くな り,そ れ以上

の老竹は,地 下茎 との間には栄養的なつなが りはほとん どなくな り,更 新上の存在価値は

極めて薄 くなる.こ れに反 して,1～2年 生竹を伐ることは多 くは地下茎 との密接な関係

を絶 ち切 ることにな り望 ましくない.

以上の論述を根拠として竹林の更新の点よ りみれば,地 下茎の旺盛な発育を終 り,漸 次

腐朽に傾 き始める頃の地下茎を標準 として定めるもので,地 下茎が漸次衰弱 し始めると,

勢いその竹稈 の工芸的性質 も劣って くるものと考 えられるから,こ の意味では3年 または

4年 をもって適期 とする.

以上の諸点か らみて,従 来慣習的に採用されて きたところの普通の用途に対しては,マ

ダケ ・ハチクなどは3～4年,モ ウソウチクは4～5年 をもって最 も適当な伐期令 と判定

される.

なお以上述べた伐期令に達 した立竹を伐採せずに幾年も林内に残存せしめるときは鬱閉

を過密にするとともに,徒 らに土壌中の栄養分を吸収 させて地力を低下させる結果 となる

であろう.

2)工 芸上最適の伐期令



工 芸 的 伐 期令 とは,一 ・定 の 用 途 に対 し,最 も適 当 な太 さ あ るい は性 質 を 有 す る竹 材 を 生

産 す べ き年令 を もって 定 め られ た もの で あ る.た と えば 林 木 の 場 合 炭 材 の生 産 を 目 的 とす

る場 合 な どは,け だ し これ に 該 当 す るで あ ろ う.

この よ うな伐 期 令 は 営 利 の 目的 で な く,こ れ を 自己 の 需 要 に あ てん とす る目 的 で 経 営 さ

れ る場 合 な どに お い て は,今 口 そ の適 用 例 を求 め る こ とは さ し て 困難 で は な い.も っ と も,

営 利 的 に経 営 され る場 合 に お い て も,立 地 要 素 の 関 係,木 材 搬 出上 の関 係 ま た は 附近 に 特

定 材 種 需 要 者 の存 在 す る関 係 な ど に よ り,あ る特 定 の 木 材 を生 産 す る こ とに 限定 され あ る

い は専 念 す る こ とが あ る.こ の 際 の 伐 期 令 は い わ ゆ る工 芸 的 伐 期 令 と称 すべ きで あ るが,

これ は む しろ経 済 上 有 利 な 伐 期令 とみ な され るべ きで あ り,あ るい は 両 者 が 合 致 した場 合

とみ な す こ と もで きよ う.一

竹 林 に お い て は竹稈 の 径 級 は 発 筍 時 に ほ ぼ決 定 し,そ の 後 は 材 質 の み 変 化 す るが ゆ えに,

材 質 上 か ら伐 採 年令 を 定 め る こ とが 多 い.従 っ て,林 木 の 場 合 とは異 な っ た 内容 ・本 質 を

もつ もの で あ る.

殊 に桿 の 成 分 は,竹 種 ・年 令 ・時 期 ・生 育 地 な どに よ り,ま た 同 一竹稈 で もそ の部 位 に

よ って これ を異 に す る もの で あ るか ら,竹 材 の 利 用 上 この 点 を 充 分 に研 究 す べ きで あ る.

す な わ ち竹 林 に お け る伐 期令 決 定 の 根 拠 に工 芸 上 最 適 の伐 期 令 を重 視 す る所 以 の もの は,

竹 材 を 利 用 す るに 当 って,竹稈 の 径 級 の大 小 の ほ か に,比 重 ・強 度 ・硬 度 ・収 縮 率 ・耐 朽

性 ・防 虫 性 ・繊 維 素 含 有 量 な ど各 種 の 材 質 要 因 と竹 令 との 関 係 が あ げ られ るか らで あ る.

ゆ えに これ らの 関係 を検 討 す るた め,各 種 要 因 につ い て竹 材 に は 如 何 な る性 質 を 内包 す る

もの で あ る か を 略述 す る と,次 の 通 りで あ る.

i)竹稈 の 木 質 化 な らび に 細 胞 膜 の 肥 厚 に つ い て

宇野4Dは,竹稈 の木質化現象を,次 のよ うに説明 してい る.す なわち,完 成竹の利用を主 目的 と

す る竹林 を対象 とす るな らば,ま ず考慮 を要す るのは完成竹 の本質で ある.完 成竹 にいた る過程,

すなわ ち竹稈 の木質化 の推移 について熟知 してお くことは,竹 材の考究及 び竹林の経営上 に最 も必

要 なこ とと思考 され る.木 竹 材の細胞膜は その若い時は純粋 の繊維素か らな る薄膜 であ るが,漸 次

老化す るに従い膜壁はいわゆ るリグ二ン ・木質 ・木 材包被物 または木材附随物な どと呼ばれる物質

の集積の ために,木(質)化 と称す る現象 を呈 し,純 粋 の繊維素は変 じて リグノ繊維素 と化 し,固

有の呈色反応 をあ らわす とともに,竹稈 に強固性を附与す る.な お,木 質化の主原 因をなす とみな

され る リグ二ンの本質,な らびにこれが繊維素 と結合す るにいた る化学的経路 に関 しては,幾 多の

説が あ るけれ ど も,ま だ定説 をみない.し か して,竹稈 中心柱 において維管束 を囲続す る柔組織細

胞 は,外 周部に近い ものほ ど早 く,そ の附近にあ る維管束の鞘の木質化 と同時 に木質化 し,漸 次木

質化が内方に及び,あ る程度 に達 した後,よ り内部 にある柔組織細胞群は,一 斉 に木質化の現象を

現 わす ものであ る。また表皮細胞は,維 管束 に木質化が現 われ ると同時に木質化 し,皮 下組織及び

皮層細胞は外周 よ り漸次内方へ木質化 を示 し,マ ダケで は80～90日 位で柔組織 細胞 の一斉的な木質

化が認 め られ る.竹稈 細胞 の肥厚 については,次 のよ うに主張 してい る.す なわ ち,樹 木 は受光量

の多い環境において生育す ると きは,充 分な炭酸同化作 用を営 むが ゆえに,充 実 した樹体 を構成す

る.充 実 した樹体か らとった木材 は,各 種の優れた性質 を具有す る ものであ ることは一般的に認識

されてお り,竹稈 の構成時 にお ける受光成長 の良否 も,ま た該材の組成状 態如何 に影響 を及ぼす も

の と考 え られ る.

いま発生年度別竹稈 細胞膜 の肥厚量 とそれぞれの年 における林冠轡閉度 とを比較対照 してみ ると,

該細胞膜肥厚量 と林冠筐閉度 とは明瞭 に反比例す る.す なわち,林 冠霧閉度 の疎 な場合 に,該 林に

発生す る竹稈 は,膜 の厚 い細胞 を構成す る.換 言すれば,発 生筍の成長時 において充分な受光成長



を遂げた竹稈 において厚膜 細胞が構成 され る.一 般に厚膜 細胞 よ り構成せ られ る木 材は大 きい強度

を保持 す る もので あるか ら,木 質化細胞 よ りな る竹稈 もまた正常 な木材 と同様,膜 の厚 い細胞 よ り

な る ものは強度が大 きいで あろ う.而 して,膜 の厚 い細胞 を多 く もつ竹稈 は,そ の成長時において

充分な受光成長 を遂げ た もの に期待 しえられ,強 度の大 きい竹稈 の生産 には充分な受光成長 を遂げ

させ るように取扱 うことが重要であ る.し か し,竹 林におけ る過度の諺閉疎開は,雑 草木 の繁茂 を

誘致 し,肥 料分の損耗 を招 くこととな り,単 位面

積 当 りの竹材材積生産量 を減ず る結果 を 招 来 す

る.ゆ えに,竹 林 の醗閉度は常に適度に保持す る

ことが必要であ る.

さ らにまた,竹 内叔鯉1に よれば,竹 材の細胞

膜壁は年 と共に肥 厚 とな り,材 質の堅靱の度 を増

すた めに,一 般 に家具 ・家材な どの製作 用の竹材

は,1年 生の若竹 よ りも2～3年 を経た もの を選

ぶべ きであ るとし,マ ダケの細胞膜壁の肥厚 につ

いては,右 図を示 して論旨の根拠 として いる.

なお桿 の負担力 を増すに預 って力のある要素の

一 つは,靱 皮繊維の長 さで,マ ダケ属の種類及び

ヤダケな どの桿の強靱な ものは一般 に該繊維の長

さが,他 に比 して優 ってい ることによって明 らか

であ る.

ii)比 重

① 材の比重が 他の工芸的性質に反響す るところは頗 る大で,こ の多少 によ り材の良悪 を批判 し

うるところが甚だ少 な くない.小 出52)は京都産の マダケ及びハチ クを資料 として試験 した結果 「竹

材の比重は平均1.1～1.2で,竹稈 の比重 は枝条繁茂部 において最大,地 上の基部が これに次 ぎ,こ

の両部間の比重 の差 は比較的僅少であ る.か つ多少の例外はあ るが大体 において竹稈 の比重は,年

令が 加わ るに従 いある程度まで次第に増加す るけれ ど も4年 生 ない し5年 生以上 と もなれば,そ の

差は甚だ少 な くほとん ど不変 とみて も誤 りない。 よって単に この点か らだ けみて も,竹 の工芸 的伐

期令は4～5年 を採用す ることが最 も有利で ある。」 と結論 した。

② また,加 納瓦全53)は,気 乾竹筒 内部比重 を検討す ると,あ る年令 までは年令が 増す に従 って,

その比重 を増加す るのが 明 らかに認 め られ,従 来の他種竹稈 についての2～3の 研究 な どに徴 して

も,こ れは一定説 とみな しうるであろ う.な お年令 と比重 との 間には規則正 しい何等 かの関係が認

め られ るか否かは種 々の複雑 した因子が混入す るが ゆ えに,簡 単 には取扱い難い ものが あるけれ ど

も,い ま各年令の竹について最小 ・最大両値の平均 を求 め,年 令の増加 と比重の増加 との関係 を検

討 してみると,年 令が 増え るに従 って ほぼ同一の率で比重が増加す ることが 明 らかに見 出せ,1年

生竹 に比 して3年 生竹 は3割 に近 い増加率 を示 した と述べ ている.

③ 重松54)も,竹稈 の年令 と比重 との関係は,正 比例 的に増減す ることを認 めている。

④ さ らにまた,宇 野4Dの 資料か ら判断す ると,多 少の例外はあ るが,お おむね竹稈 の比重は年

令が加わ るに従い,あ る程度 まで次第に増加す るけれ ど も5年 生以上 となれば,そ の差は甚だ少な

くほ とん ど差 はない と見 られ るほ どで,小 出 ・加納 ・重松 らの実験結果 とよ く一致 してい る。

iii)硬 度

重松55)によれば,竹稈 は成長す るに従 って硬 さを増 し,特 に表皮に近い外層は最 も堅 硬強靱 であ



る.そ れは桿 の外部 には特に靱 皮繊維群が密集 し,し か もその繊維 は筍の伸長中に著 しく木質化す

るためであ るとい う.

以上のよ うに竹稈 の硬度は竹種 によ り,ま たその年令に よって著 しく異な る ものであ るが,お お

むね硬度高 き種類は粘靱性に乏 しく,軟 かい ものは粘靱性に優 れてい るのが通則であ る.硬 度は年

令が進 むに従 ってある程度まで漸 次増加す るが4～5年 生以上の もの とな ると余 り変 わ らない.こ

れに反 して粘靱性は年 とと もに漸次減少す る.こ の事実は竹 の伐採期 に重大な関係を有 す るもので

あ ってその用途に応 じて適 当の時期 に伐採す るを要 す ることとな る.

iv)含 水 率 の 増 減 に よ る伸 縮

竹材の収縮率は稈軸 方向が最小で,半 径方向及び接線方 向が ほぼ等 し く稈軸方向に比 して可成 り

大 きい41)・54)・56}.その収縮率は,一 般 に木材の収縮率 よりも小 さ く,ま た内部に比 して外部の収縮

率が大 きい.

竹材は木材に比 して膨潤 ・乾縮 は少ないが,乾 燥す るに従 って その容積 は多少縮小す る.縦 の伸

縮率は横の それに比 して極 めて僅少(マ ダケの乾燥 に伴 う収縮は生材 を100と して これ を絶対乾燥

すれば巾=96.0%,厚 さ二94.1%,長 さ=99.9%内 外 で,こ の点利用上特に注意すべ きで ある)で,

竹種ではモ ウソウチ クが最大で マダケ ・ハチクが これに続いてい る.竹 令 の相違及び平均細胞膜厚

の差に よる収縮 関係の劃然た る差異は認め難 いけれ ど も,竹稈 の年令が増す に従い水 分は減 少 し,

おおむね反比例 的な相関関係が 認め られ る.換 言すれば吸水極 限率 も竹稈比重 と密接 な相関関係 を

もち,竹 令が 増す に従 って小 さくな る.

厚 さの収縮 は,竹 の年令の増加 とともに,ま た地上高が高 くなるほどに収縮率 も大 きくな る傾向

が あ り,竹稈 の比重 と正比例 的相関関係があ る.た だ し相関関係にば らつ きが あるのは,1年 生竹

のよ うな若い年令の ものは この種の収縮率が大 きいので,ば らつ きのない範 囲内では若い年令の方

が 大体 に おいて良好で あると認 め られ る.内 外弦の収縮 は竹材年令が高 くな るほ ど大 きいけれ ど

も,若 い年令 の竹材の竹質 は粗 剛な ものが多 く,均 質的でない弱点 を もつ ものであ る.

v)竹 材 の 耐朽 性

木材 に比 して竹材の方が腐朽 し易 く,耐 朽性は劣 る もの と考 え られ る.

宇野4Dに よれば,澱 粉含有量 の多い ものは腐朽 し易いが,粗 蛋 白質が多い もの も,同 様に腐朽 し

易い とは必ず し もい えない.そ の他,粗 繊維素 ・エーテル浸 出物量な どの総 合的影響 によって耐朽

性 に差 を生ず る もの と考 え られ る.細 胞膜肥厚量 の厚 い もの,す なわ ち木質 化の程度が高 く,強 い

抵抗力 を有す る ものは腐朽 し難 い.さ らにまた年令 的には,明 瞭な相関関係 を認 めえないが,極 め

て老令 な もの及び若竹は腐朽 し易いよ うで ある.

なお季節的にみ ると澱粉 は冬季に多量に含み,蛋 白質 は夏季に多いので,伐 採時期 としては早春

と秋季 に伐倒すべ きであ るとい う見解が成立す る.

vi)防 虫 性

竹材は伐採季節 によって虫害によ る被害度合 に大い に関係が あ るので,伐 採の季節 を誤ま らぬよ

うに注意 しなければな らない.

元 来竹 の成長期 には栄養液が竹稈 中に多 く存在す るか ら虫害 にかか り易 く,こ れに反 して休止期

にいた る冬期 には栄養液は根部に降 っているか ら害虫に犯 され難 い もの と考 え られてい る.な お,

害虫の主な もの としては タケノ シンクイムシ ・タケノコシンクイム シ ・マダケコバチ ・タケ ノ トラ

カ ミキ リな どが あげ られてい る.

vii)繊 維 量

製紙 用原料 として竹材 を利用す る場合 を考 えると,製 紙原料繊維 はその太 さと長 さの比が大 きい

ものほ ど好適材料であ るといわれてい る.し か しなが ら竹繊維細胞は,針 葉樹及びバ ガスな どの繊



維 と比較 して,お おむね綾小であ る.し か して竹繊維細胞は竹種 によって差異が あ り,宇 野41)の試

験測定の結果 によれば モウソウチ ク ・マダケな どが優れ,ハ チ クは劣等な もの と判断 される.な お

竹稈部位に よって も差異があ り,マ ダケ ・ハチク ・モウソウチ クの繊維の長 さは地上高 によ り変化

し,お お むね根元部の ものが小 さく,高 さとと もに漸増 し,中 央部附近 において最大 とな り,両 後

稈軸部位の上昇 とともに逓減す る.半 径方 向における位 置別繊維長 は,何 れの竹種 も外 部が最小 で

あるが,中 央部及び内部におけ る該長の大小は不定 であ る.

また竹稈 繊維 の太 さは,竹稈 軸の方 向によって変移す る.す なわち根元附近が最大でそれよ り稻

端 に進 むに従い逓 減す る.か つ繊維の太 さは,半 径方向の位置的相違で異 な り,お お むね中央部の

ものが割合に大 きいことを明 らかに している.

さらにまた竹材の繊維 素含有量 とその特性 とに関 して略述す ると,竹 材構成成分 中繊維素は,竹

材の理 化学 的利用に最 も関係が深 くかつ該材組成分 中最 も多量に包含す る.二 国57)が台湾産ケイチ

ク粗繊維の性質 を研究 した結果 によれば,お おむね竹令 を重ね るに従い該 粗繊維量 は増加す る傾向

にある とい う.

生 明 ・仙石58)が,同 上 ケイ チ クについて研究 した結果 によれば多少の例外 はあるが,お おむね竹

令 とと もに繊維素量 を増す傾向 を認めた.

しか し,西 田 ・若宮59)は九州産 マダケの粗繊維素量 に関 して研究 し,竹 令別 ・上下 の部分別では

該粗繊維量 に明確 な差 を見出 しえなか った。

また右 田60)はおおむね竹令 を重ね るに従 って該粗繊維量は減少の傾向が認 め られ ると報 告 してい

る.

宇野4Dは,上 記の よ うに竹令の相違 によって粗繊維含有量が相違す るとの報告 もあ るが該事項研

究者の試料 は,何 れ も3年 未 満の ものであ り,し か も竹稈の内外部分を区別せず して施行 した実 験

結果であ る.本 来粗繊維含有量 の相違 は竹稈 発生時におけ る環境の如何に よ り,粗 繊維含有量の多

少を招来す るものではない と主張 した.し か して,竹 材 中の リグノ繊維素か らな る粗繊維素含有率

と,該 材の機械 的性質 との間には,相 当密な相関関係が存在 し,粗 繊維素含有量百分率の大 きい も

のが,機 械的強 さもまた大 きい ことを意味 し,粗 繊維素含有率が大 きい とい うことは,竹稈 細胞が

充分な肥厚を遂 げた結果で あることとよ く一致す る もの と考 え られ る.

竹材の リグニ ン含有量に関 しては,リ グ二ンは木材構成主要成分の一つであ り,そ の多少 は木竹

材の機械的諸性質の如何 に密接な関係 を有す る.同 一竹稈 での部分別 リグニン含有量 は,竹 筒の内

外部分別では明 らか に内部 に少な く外 部に多いが,竹稈 軸方 向の位置別では明瞭な相違は認 め られ

ない.こ の ように竹筒の外部の リグ二 ン含有量が,内 部の それに比 して よ り大 きい ことは,外 部が

内部 に比 して強度の大 きい一因 をなす ものであ る.

竹稈中の アル コール浸出物の含有量 な らびにその分布関係については生明 ・仙石58)らの台湾産 ケ

ィチクの研究が あ る.ケ イチクの1年 及び3年 の竹稈 を試料 として実験 した もので,そ の結果 によ

れば,年 を経た竹稈 によ り多 くの アル コール浸 出物 を包含 し,同 一竹稈 では下部 よ り上部 に該成分

を多量に含有す るとい う.こ れに対 し,右 田60)は全 く逆の結果を認 めている.

以上,竹 材中の繊維素 ・リグ二ン ・アル コール抽出物な どの含有量 とそれ ぞれの特性 と に 関 し

て,二 国;生 明 ・仙石;西 田 ・若宮;宇 野;右 田 らの研究報 告の要 旨を軸 として論述 したので ある

が,竹 材の中の化学 的成分 と,該 材の圧縮強 さとの間には,特 に密接 な相関関係 を認め えない.し

か し竹材 中の粗繊維量 とその材の圧縮強 さとの間には,正 の相当密 な相関関係があ る.ま た試験用

竹筒の形態 と該材の圧縮強 さとの問に も相当密な関係が ある.す なわ ち異竹種間において もその関

係 は,負 の相当密 な相関関係に あることを知 るので あるが,マ ダケにおけるその関係は,特 に負号

で密接 な相関関係が認 め られ る.

これ らを総合 して考 えると,竹 筒の圧縮強 さは,粗 繊維の充実 してい る場合には,大 きくな る傾



向を察知しうるが,そ の他の化学的成分の多少が竹材の強度に及ぼす影響は,竹 材の形態の如何に

支配されるもので明瞭には表現しえないもののようである.し かしながら宇野4Dがさきに報告した

発生年度別マダケ材の圧縮強さと外径の大小の相関率を求めた資料を年令別にみた場合,マ ダケ試

験竹筒(無 節)の 圧縮強さの相関率は2・3・4年 と年々高まり5年で最高となり,その後は漸次

低下している.す なわち5年 生竹において圧縮強さが最も鋭敏にあらわれ,強 度的に最も安定した

ことを示しているものと推定される.ゆ えに圧縮強さからみた均一性からは,5年 生竹が最適であ

ると判断されるのである.

以上各種の要因と竹種 ・竹令 との関係を既往における研究報告に基いて検討したのであ

るが,結 局立竹の伐期令は竹材の用途 と竹林の更新保護の両面をあわせ考 えて,合 目的性

判断の下に決定されねばならない.な お竹材の工芸的用途 として,竹 材の用途を大別する

と,竹 材の機械的性質を目的 としての用途すなわち竹材の機械的利用 と,竹 材の化学的成

分を利用す る竹材の化学的利用 とに分けうるのであるが,さ らにまたそれぞれの用途の内

容 を詳細に検討するならば,こ れを幾多の種類に分けることがで きる.

① 竹材の強度を主眼 とす る用途に供する場合の好適材は,充 分な受光成長を遂げた細

胞膜の厚い比重の大きい材であり,こ のような材は4～5年 生竹に期待される.

② 弾性を利用する用途に適する竹材の具備すべ き条件 としては,充 分な受光成長を遂

げた成熟竹材である.こ のような材は4～5年 生竹に期待される.

③ 硬度を利用する用途に適す る竹材の具備すべき条件 としては,お おむね強度の強い

竹種でかつ充分な受光成長を遂げた竹材であることを要する.こ のような材 としては4～

5年 生竹に期待される.

④ 柔靱性を利用する用途に適する竹材の具備すべ き条件 としては,受 光成長の少ない

細胞膜の厚 くない材が適当である.こ のような材としては2～3年 生竹に期待 される.

⑤ 狂いの少ないことを利用する用途に適する竹材を得るためには,受 光成長の少ない

細胞膜の厚みが比較的薄い ものを良しとす るもののように考えられる.こ のような材とし

ては2～3年 生竹に期待される.

⑧ 竹繊維を利用する用途に適す る竹材の具備すべき条件は,お おむね竹繊維の細長な

こと及び竹繊維の含有量の多いことであるので該両条件を満足するためには,マ ダケ ・モ

ウソウチクなど適当な竹種の選択 とともに外少抑圧的環境の下に育成した4～5年 生の竹

材が適当な もの となるであろ う.

竹材の強度は,お おむねその弾性 と一致 し耐朽性 と符号するので,こ のような性質を具

有する竹材の生産には,竹 材の充実 したものを生産するように努めることが最 も必要であ

る.こ のような充実 した竹材は,そ の細胞膜の肥厚量の大きいことを前提 として,細 胞膜

肥厚量を大きくするには,充 分な受光成長を遂げさせると同時に4～5年 間成竹せしめる

ことを要諦とする.

立竹は発筍後約80～90日 位にして一斉的木質化作用が認められ,竹稈 細胞の肥厚量を増

大させるためには,竹稈 木質化進行中における受光成長の充分なことを必要とし,同 時に

竹稈の充分な成熟を待つを要する.

上記 と反対に,竹 材の材質の充実を必ずしも必要 としない竹 材の生産を目的とする竹

林経営においては,竹 林の鬱閉 を密に保ち竹稈 細胞 膜の肥厚を抑圧することが必要であ



る.

さらにまた,竹 繊維の形態が良好でかつ含有粗繊維素量の多い竹材を生産するのが主目

的な場合の竹林経営においてはおおむね過度に失しない細胞膜肥厚量を もつ竹材に期待 さ

れ,こ のような目的の竹林はおおむね新竹発生量の多量なことを貴ぶので,立 竹本数の密

度を中庸に保ち,適 度な鬱閉 を保持させることに努めるべ きである.

以上論述 した要旨を収敏すれば,結 局工芸上最適の伐期令 とは,一 定の用途に対 して最

も適当な大きさあるいは性質を有する材を生産すべ き年令を以って定められ るものである

が,他 方竹林では竹稈 の径級は発筍時に決定 し,そ の後は材質のみが変化す る.ゆ えに材

質上から伐採すべき年令を決めることが多いので,こ の際の伐期令は工芸上最適の伐期令

たる性格のもの となる.

従来竹材の性質は竹種 ・年令 ・施業法 ・伐採時期などによ り変化するといわ れ て い る

が,前 述の検討によって明らかなように,単 位当 り維管束鞘の細胞膜壁の量 と厚 さ,す な

わち密度構成の如何により,竹 材の比重 ・強度などの各種要因に相違をきたす ことが明ら

かである.し か してこれが異なる重要根拠は竹令及び施業法であって,後 者は立竹度 もし

くは竹冠鬱閉 度の疎密に関係するものであるから直接伐期令に関与 しないが,前 者は伐期

令決定の主要因子 となる.す なわち成長よ り個体の保持に重点がおかれて材質的に最 も充

実 した時期いわゆる成熟期こそ強度要因を主体 とした場合の工芸上最適の伐期令である.

しかしてその端的な指標要因 としては比重 を基準 とするのが最 も適当であり,こ れが割合

に高い位置で変動量が小 さい4～5年 生竹が これに相当するもの と考量される.

国有林における竹林の伐期令 としては何年が採用 されているかを知るため,そ の実施例

を求めると,次 の通 りである.

東 京(太 子),名 古 屋(恵 那),高 知(黒 尊),熊 本(人 吉,出 水,川 内,大 分,島

原),大 阪(大 津,奈 良,神 戸,岡 山,津 山,山 口,川 本)

名古屋(恵 那,岡 崎)熊 本(飫肥,人 吉,川 内,大 分,島 原)高 知(高 松,大 正,窪
川,宇 和島,松 山)

熊本(大 分),高 知(窪 川)

高知(窪 川)

マダケ ・ハチク ・モウソウチクに対しては4～5年 の伐期令が適用され,特 殊な例 とし

て熊本営林局大分経営区の竹林作業級において3年 の伐期令が採用されている.ク ロチク

に対しては高知営林局窪川経営区にみ られるごとく2～3年 の伐期令が適用されている.

なお回帰年については大部分が回帰年1年 が採用せられ,た だ僅かに熊本営林局人吉経営

区及び川内経営区において回帰年2年 が採用せられているにす ぎない.

4総 括

竹林の更新または利用上から立竹の伐採適期を研究 した報告は若干み られるが,生 産組

織論的見地か らの伐期令に関する研究は従来全 く行われていない.本 節では,竹 林の生産



組 織 を 時 問的に規整する基礎 として,竹 林における伐期令の概念ならびにその必要性を

検討 し,竹 林に適用されるべ き伐期令についてその特徴を明らかにせんと試みた ものであ

る.

竹林の伐期令は,立 竹の合目的々な予想的生産期間に当る年令であって,生 産期間が短

いこと,成 長経路が全 く異なること,更 新の特徴か ら常に異令林をなすことなどに起因 し

て,樹 林 における伐期令 とは著 しい違いがある.そ の特質を明らかにするため,ま ず竹林

における伐期令の必要性を要約すると,次 の通 りである.

④ 最適の立竹度を予想的に規定する規準として伐期令の必要性が認められる.

② 竹林の新竹発生量ならびにその径級は母竹の年令に関係するところが大 きいので,

地下茎更新上か ら最適の伐期令を定める必要がある.

③ 竹の成長経路の特性上,生 産竹材の質的な成熟をはか るうえから,工 芸上最適の材

質を有す る竹材を生産せんとする場合には,そ の適期を基準 とする伐期令の必要性

が認 められ る.

④ 竹林の生産期間は樹林に比 して著しく短いが,そ れで も通常数年の生産期間を要す

るので,計 画的生産上必要とされる伐期令は認められるべきである.

また竹林における伐期令の任務は,次 の各項に要約される.

(1)地 下茎更新の合目的性を,母 竹の年令 に対して予想的に指示する.

② 生産期間の限定 と最適立竹度の維持によ り,立 竹の形質を規定 し,そ の質的内容を

指示す る.

③ 作業級の最適基準蓄積構成を予想的に指示する.

④ 輪伐期決定の基礎を提供する.

⑤ 以上の各項を通 じて,較 利計算その他の事前計算の要素 となる.

伐期令の分類にあたっては,あ くまで も竹林の特性 に立脚 し,そ の合目的性判断におい

て成立するものでなければな らないが,竹 林の生産組織はその自然的要求 と経営の経済的

要求の調和点に見出されるとの見解 に立つならば,竹 林の特性 に適合する生産期間の検討

を優先 し,そ れ らについての経済性が検討せ られるべ きであろう.こ のような見地か ら,

竹林の特性中伐期令関係要素を抽出すると,次 の通 りである.

① 地下茎更新により年々新竹が発生し,更 新の量 ・質 と母竹の年令 との関係が大きい.

② 材質形成期間に比 し,材 積成長期間が極めて短い.

③ 林分の疎密度が,更 新の量 ・質ならびに立竹の材質形成に影響する.

④ 樹林に比 し,生 産期間が短い.従 って林業利率の影響は比較的少ない.

以上の うち,④ の特性は更新上最適の母竹年令の判定,② は工芸的利用上最適期の判定,

③は更新 と利用の両者の判定に,そ れぞれ重要な要素 とな り,④ の特性は伐期令予測の精

度を高めるとともに,経 済的伐期令の現実的可能性に通ずる要素 となる.

従 って竹林経営上伐期令 として検討すべきものは,

① 更新上最適の伐期令

② 工芸上最適の伐期令

③ 平均成長量最大の伐期令

④ 経済上最適の伐期令



に収敏することができる.よ って 上記4要 因か ら算出される伐期令に つい て 検 討 し よ

う.

(1)更 新上最適の伐期令

竹林の地下茎天然更新上最 も適当な年令をもって決定する伐期令で,そ の根拠は地下茎

の年令 ・形質が直 ちに発筍または新竹の径級 ・本数 ・形質などに影響するので,地 下茎の

生活力 と発筍力の最 も良好な状態の場合を,更 新上最適の伐期令 とするのである.

いまマダケについて,地 下茎の芽を年令的にみると,伸 長芽数は3～4年 生の地下茎に

最 も多 く,1～2年 生の若い地下茎または5年 生以上の ものには少ない.さ らに3～4年

生の地下茎の伸長芽に成長ホルモンの多いことは,栄 養物質の供給と相まって,筍 として

伸びる力に富んでいることを示すものと考えられ,3～4年 生において発筍力が強 く,5

年生以上の年令においては急に活力を減ずることと,1～2年 生の地下茎か らは小径級竹

が発生するにすぎないことなどから,マ ダケ林の更新上最適の伐期令 としては,3～4年

が適合するものと判断される.

(2)工 芸上最適の伐期令

工芸上最適の伐期令 とは,一 定の用途に対 して最 も適当な太さあるいは性質を有する材

を生産するに要する年令 をもって決められた ものである.し か るに竹林においては,竹稈

の径級は発筍時にはほぼ決定し,そ の後は材質のみに変化を生ずるがゆえに,材 質上か ら

伐期令を決めることが多く,林 木 とは全く異なった内容 ・本質をもつ ものである.

竹材利用上,材 質に影響を及ぼす材質要因としては,比 重 ・強度 ・硬度 ・収縮率 ・耐朽

性 ・防虫性 ・繊維素含有量などと竹令 との関係が検討されるべきであるが,こ れらを総合

した指標要因としては比重を基準 とするのが最 も適当である.す なわち比重が割合に高 く

変動量が小さい4～5年 生竹が,工 芸上最適の伐期令に相当するものと判断される.

(3)平 均成長量最大の伐期令

林分の新竹発生量の年平均値が最大を示す年令 を以って定められるものをいい,材 積収

穫最 多の伐期令 と一致する.

樹林においては,収穫 を主伐収穫 のみに限定する場合と主間伐収穫 合計による場合が考

えられるが,竹 林の場合には間伐収穫 と認められるものはないので,結 果的には全蓄積を

伐期令相当年令で割った商の最大時期をもって決定されることとなる.し か るにこの伐期

令は,年 々の平均収穫 量(新 竹発生量の平均値)に 対する全蓄積の比率を最大ならしめる

場合 と一致するから,こ の比率を平均収穫 率 とすれば,平 均収穫 率最大の伐期令 ともいえ

よう.

この伐期令は,一 定の竹林においてはもし収穫表13)かあるいは成長量表ないしはこれに

類するものがあれば,簡 単にしか も正確に定めることがで きかつ竹林の取扱い方法は一定

なるがゆえに,変 化動揺をきたさない性質のものといえよう.た だし生産技術の進歩によ

り,ま たは逆に不適当な取扱いがなされた場合には,材 積成長量及び成長経過に変化を生

じ従 って伐期令 も変化する.

いま竹林の平均成長量の最大を示す伐期令を例示 しよう.筆 者40)が調製 した北九州地方

マダケ林の林分材積表ならびに林分成長量表を用いて伐期令を算出すると,集 約取扱い林

分においては4年,普 通取扱い林分においては4～6年,粗 放取扱い林分においては4～



9年 となる.ま た寺崎13)が調製した近畿地方マダケ林分収穫 表を根拠にして算出すると,

小径級林分(地 位下:平 均周囲4寸 以一ド)で は伐期令は6年 で平均収穫 率は全蓄積量の16

～17%,中 径級林分(地 位中:平 均周囲5～7寸)で は伐期令は5年 で平均収穫 率は全蓄

積量の20%内 外,大 径級林分(地 位上:平 均周囲8寸 以上)で は伐期令は4年 で平均収穫

率は全蓄積量の25%内 外となる.

(4)経 済上最適の伐期令

この伐期令は,純 収益主義 ・営利経済主義に立脚するもので,そ の算出法には種々の説

があるが,通 常土地期望価の最大となる伐期令が計算せられている.こ の種の伐期令は収

支の如何によって変動し,特 に生産期間の長い樹林では利率の大 きさの影響が極めて鋭敏

である.し かるに竹林においては生産期間が短い関係から利率の影響は比較的少ないが,

新たに竹林を造成した後,果 して地下茎更新による繰返 えし施業が何年間継続しうるかが

明らかでないため,こ の種の伐期令を具体的に算出することは今後の研究にまたねばな ら

ない.し かし現実に成林して地下茎天然更新を持続 しつつある場合,す なわち当初の新規

造林投資を不要 と考え,か つ永久に地下茎更新が繰 り返 えされるとの仮定 に立つならば,

試算されるこの種の伐期令は前記の各伐期令 と大差が認められない.い ずれにしても経済

的伐期令は理論的には成立する概念であ り,そ の算出法は今後に残された問題 とい え よ

う.

いま参考例として土地期望価の最大となる伐期令を求めることとする.この種伐期令は択伐樹林では

算出できないが,竹 林においては年々新竹が発生するため竹令を基準にとれる特徴があるので,皆 伐樹

林の場合に類似した取扱いが可能となる.伐 期令の大きさは収支の如何によって変動するものであるこ

とはもちろんであるが,特 に利率の大きさの影響は極めて鋭敏である.竹林においては一林分を一定の

伐期 ・一定の作業法により永久に繰返えし施業するものとすれば,土 地純収穫額は,次 式によって表わ

される.

ただ し ①B,、=輪 伐期uな る場合の土地期望価,② ん=伐 期収穫,③C=造 林費,

④V=管 理資本,⑤p=年 利率,⑥ なお上記 の計算式因子中の間伐収入 は,竹 林の特性上な

い もの とす る.

従 って上式 のB〃 が最大 となるごとき輸伐期を算 出す ることにな り土地純収穫 最多の伐期令が求 め ら

れ る.

いま北九州地方 にお ける中地位の普通取扱いの マダケ林 を例 に とり,0.1ha当 りの伐期令別1年 間平

均生産量及び その材質 な らびに1m3当 り山元立竹価格 を第126表 の通 りに試算す る.

第126表

年利率 を4,5,6分 として計算 して もいずれの場合 も,新 竹成立後満4ケ 年 を経過 した時点 にお い

て最高 とな り,5ケ 年が次 に,3ケ 年がその次 に高い値 を示す.し か るに計算 され る竹令 は上表の ごと

く発筍後の経過年 数よ り1年 高いか ら,こ のよ うな竹林の経済上最適の伐期令は4～6年 の間に あ り,

5年 において最 高 と判 断 され る.



(5)各 種伐期令の関係

ここにおいて以上4要 因による最適の伐期令の計算例を一括すると次の通 りとなる.

第127表

このように竹林の伐期令の巾は,樹 林の場合に比して極めて狭 くかつ各観点からの検討

の結果 も,一 般的なマダケ竹林の伐期令 としては4～5年 が適当である.

§V収穫 予 定 法

1序 説

収穫の概念は竹林経営の広い立場からいえば,極 めて複雑な諸概念が存在する.し かし

ここでは,そ の視点を竹林経理,こ とに収穫 予定の立場に限定 し,主 要対象である収穫物

としての竹材のみを収穫 の対象 として,収穫 予定法について論及することとする.こ のよ

うな角度か ら,収穫 概念に吟味を加 えると,次 の二つの考え方が成立する.

第一の収穫 概念 としては,一 竹林において一定期間に造成 されたもの,す なわち生産物

として利用される状態にまで作 りあげられたもの と概念づけることがで きる.従 ってまた,

このような造成物の量その ものをもって収穫 量 とする収穫 予定法が考えられる.

また第二の概念 としては,一 竹林において連年または一定期間に増加 した材積すなわち

成長量を もって直ちに収穫量 とする考え方がある.こ の概念から導 き出される収穫予定法

では,利 用で きる状態に達 した立竹の うちで,林 分成長量に該当する量だけを現実に収穫

するものである.

法正林においては,そ の連年成長量は法正成長量であ り,こ れは法正伐採量に等 しいの

で,法 正林では上記の両概念の うちでいずれが採用されて も,帰着するところは同じである

か ら,収穫 予定上には何等の差支えもない.従 ってまた法正状態に近い構造を もつ竹林に

おいては,収穫 量はいずれの考え方を採用しても大 きな不一致 もなければ,不都合 もない.

造成物をもって収穫量であるとする考 え方が一般的に通ずるが,第 二の方法 も竹林の特

性か ら考えると,極 めて明確に表示できるものである.す なわち,こ れを現代資本主義思

想の もとに考えるならば,そ の経営または生産において期待するところの ものは,資 本の

増加,換 言すれば経営の もつ資産の価値の増加 とい うことにあ り,ま た実際に原蓄積量の

維持をはか りその減退を防 ぐことに重点がおかれる場合には,第 二の方法が容認される.

以上による竹林の収穫 概念を具体的に示すと,次 の通 りである.

1)一 定期間に造成された生産物の量その ものを,収穫 量 とす る場合.



'は 標準年伐量

オは伐期令

Vmは 蓄積

2)成 長量を もって直ちに収穫 量 とす る場合

i=Zlた だ しZlは 年新竹発生量

次に,収穫 予定の概念についてみると,収穫 予定 とは竹林作業級から毎年あるいは一定

期間に収穫 すべき量を予想的に規定す ることをい う.し かるに一般の樹林に適用される収

穫予定法の大多数の ものは,全 然性質を異にする二つの操作過程を含んでいる.そ の第一

は,単 に与えられた蓄積から収得で きる収穫量を見出す収穫 査定の過程である.そ の第二

は,こ の ような過程において 見出された収穫 量を そのまま収穫 とせずに,主 として収穫i

保続の見地からあるいは林分配置整序の見地などか ら,調 節統制する収穫統制の過程であ

る.現 実における収穫予定法の多くは,こ のような収穫 査定 と収穫統制 という二つの過程

の合成によって行われている.こ の うち前者が収穫 予定の本質的なものであることについ

ては異論のないところであるが,後 者については論議の余地があり,こ れを収穫 予定の範

疇に含めるべ きものであるか否かについては検討されねばならない.す なわち収穫統制の

過程は,元 来蓄積の内容に応 じて収穫 すべ き量を調節変更することにより必然の結果 とし

て再び蓄積その ものの内容に影響干渉するところがあるので,そ の実質は量的規定である

と同時に,量 を もっての蓄積造成への逆の関与 となるものである.従 って収穫 統制は,純

粋な収穫査定 とはかなり性質の異なった もので,収穫 予定の内容を理論的に不純にし複雑

にしている ものといえよう.

この ように性質の異なる統制過程を,収穫 予定の概念に包括 させておくべ きか否かにつ

いては理論的に疑問な点があり,照 査法などではこれを現実に排除しているのである.し

かし,現 存する大多数の収穫 予定法が,こ のような性質の異なる二重の過程によって成立

しているか ら,現 実的には収穫 の査定 と統制の過程を含めて,収穫 予定の範疇 と容認 しな

ければならない.

また収穫 予定の概念に,伐 採個所の選定 という職能が含まれることについても問題があ

る.C.Wagner44)は,伐 採個所の決定は場所的秩序付けと解 し,時 間的秩序付 けを本来の

領域 とする収穫予定の範疇から逸脱 した ものと主張 している.こ れに対して吉田39)は,平

分法 ・令級法などの森林収穫 物を木材生産物の量 とする収穫概念に立脚する収穫 予定法に

おいては,伐 採収穫 され るべ き個所の判定 ・査定または検出とい うことは収穫 物の判定 ・

検出であり,収穫 予定 とは不可分な存在であり,ま たそれは蓄積造成組織化の成果に対す

る判定 ・査定であり,成 果の発見に外 ならない.よ つて1)伐 採個所の判定 ・査定 ・検出

の過程 と,2)伐 採個所の統制 ・選出の過程の二つの概念を明瞭に区別し,少 なくとも1)

は収穫 査定本来の過程 として取扱 うことが妥当であると主張 している.

以上は樹林に行われた収穫予定についての考察であるが,従 来の収穫 予定法の多 くは皆

伐作業法に基いて発達したものであり,択 伐作業法に適用 しうるものは比較的少ない.し

かるに竹林は本質的に異令林をなし,そ の作業法は原則的に択伐ないしこれに類似の もの

である.従 って樹林を対象 とした前記の収穫 予定に対する考察は,竹 林について再検討さ

れねばならない.



2竹 林の収穫 予定の検討

i竹 林と樹林の相違に基 く検討

まず収穫 予定上の観点から,竹 林が樹林 と著しく異なる特性を列記すると,次 の各項が

あげられよう.

① 竹林は伐採法の如何に拘らず連年新竹が発生するため,本 質的に異令林を形成し,一

般には一年 より伐期年にいたる各令階の立竹が混生するものである.そ のため竹林の作業

法は,一 般に択伐法ないしこれに類する方法が採用せられ,皆 伐法適用の可能性は極めて

特殊の場合に限定せられる.

② 竹林の生産期間は樹林に比して著しく短 く,普 通4～6年 で収穫 せられ る.そ のため

輪伐期または伐期令の決定範囲が小 さく2～3年 差の狭い年令範囲に限定せられ る.ま た

伐採休閑期が存在 し得ないため,輪 伐期 と伐期令の年数は常に一・致する.

③ 竹林は各令階の立竹が混交し,そ の直径 ・稈長の大小は年令 と無関係であるが,各 立

竹の年令査定は可能であり,特 に1～2年 生竹の竹令判定は極めて容易である.

④ 樹林の材積成長量はこれを構成する各個樹が年 々累加成長 した ものの集積であるため,

その正確な成長量把握は困難である.し か るに竹林は全 く成長経過を異にし,毎 年短期間

に発生する新竹の合計が材積成長量であり,新 竹形成以後においては個体の材積成長は見

られない.従 って竹林の成長量は樹林のそれ よりも正確に把握することが可能である.

⑤ 竹林は地下茎天然更新によって更新し,発 筍に豊凶性があるため年々の成長量は交互

に増減する性質がある.

⑥ 竹林は樹林に比 し,著 しく小面積の林地において連年作業が可能であ り,し か も原則

的に主間伐区分の必要を認めない.

以上にあげた竹林固有の性質に基いて竹林の収穫予定に検討を加えると,ま ず①項の特

性は,樹 林における皆伐法に基 く収穫予定法の採用を困難ならしめるように考えられる.

しか し,竹 林には② ・③項の特性があるため,異 令林であるにもかかわらず収穫 予定法に

年令概念を持ち込むことがで き,輪 伐期ないし伐期令を特定要素 とする収穫予定法の採用

が可能 となる.

例を区劃輪伐法にとってみると,樹林では択伐法に類する作業法を用いることは不可能視せられ

ているが,竹 林では輪伐期が短いことと構成立竹の竹令が判定し易いことから,一定の伐採周期に

よる区劃輪伐法的な収穫予定法が考えられるのである.そ の他数式法や平均成長量法による収穫予

定法も採用可能と認められる.す なわち竹林は,樹 林における令階別の一斉林が同一林面に集まっ

た場合と見て収穫予定上の取扱いができるものである.

また② ・③項の特性は収穫予定の精度を高めるもの といえよう.す なわち生産期間が短

いこと,外 部か らの成熟期判定が可能であることは,収穫 量の推定を比較的確実ならしめ

うる要素 となるが,同 時にこのことは収穫 の弾力性ならびに収穫予定法選択の必要性を弱

める根拠 とも考えられる.し かしこれによって経営における収穫予想の重要性は変らない

ものと認められる.

次に④項の特性は,収穫 予定上極めて重要な竹林固有の性質であって竹林の収穫 予定法

として成長量法に属する各種の方法が適合する根拠は,主 としてこの性質によるものとい

えよう.す なわち竹林の収穫 概念は,収穫 を造成物 とみなす考え方よりも,成 長量を収穫



量 とす る考え方がよくあてはまるものである.た だし竹林には⑤項に示す豊凶性があるた

め,1ケ 年の成長量のみを以 ってそのまま収穫 予定量 とすることは困難であるが,隔 年択

伐法に見 られるごとき,連 続する2ケ 年の成長量の平均値を収穫予定量 とする場合には純

粋成長量法の適用を有利ならしめるものといえよう.具 体的には何等かの方法により,隔

年ごとに1～2年 生竹の立竹材積を推定することによって,相 当高い精度に収穫 予定量を

予測で きるものである.
一般に現実の竹林は樹林に比 して小面積の経営が多いのであるが,竹 林では⑥項の性質

があるため,面 積の大小は必ず しも個別的な計画生産の可能性を左右する要素 とはならな

い.す なわち竹林は,① 項の特性から連年作業を理想 とす るため,保 続 生産に指向す る収

穫予定上の問題 とはならない もの と認められ,比 較的単純な方法で収穫 量の予測をなしう

るものである.

ii)既 往の収穫 予定法に基 く検討

次に竹林の収穫予定を検討する方法 として,従 来わが国で採用せ られている収穫予定法

の分析を試みよう.わ が国の竹林に採用された代表的収穫 予定法は国有林の竹林作業級内

にこれを見 ることができるので,ま ずその調査結果について述べ ることとする.

各営林局管内の国有林における竹林作業級の収穫i予定法は,農 商務省訓令第9号(1914

年8月22口)に よる国有林施業案規程第64条Xx竹 林二於ケル毎年ノ伐採量ハ法正蓄積ヲ推

算 シ之 ヲ輪伐期ニテ除シタル商ヲ標準 トシ現在林相及新竹発生ノ状況 ヲ参酌シテ之ヲ定ム

ベシxxを基礎 として発展した.現 在の竹林に対する標準年伐量算定方式を,1958年 に調査

した結果か ら要約すると,次 の通 りである.

わが国の国有林における収穫予定法一覧表

採 用 営 林 局

名古屋,大 阪
高 知,熊 本

東 京,高 知

名 古 屋

高 知

大 阪

(註)No.4,5の 方式 は同一の収穫 予 定法 とみな され る.

上 記 の標 準 年 伐 量 算 定方 式 に つ い て収穫 予 定 上 の性 質 を 検 討 す るた め,ま ず収穫 概 念 を

造 成 物 とす る もの と成 長 量 とす る もの に大 別 す る と,No.1の 方 式 は 前 者 で あ り,No.2,

3,4,5の 各方 式 は後 者 嘱 す る.し か しN… の 方 式 に よ るttは 鰍 の 平均 成 蝿 で あ

るか ら,こ の意 味 か らす れ ば従 来 の 国 有林 にお け る収穫 予 定法 は す べ て成 長 量 法 の 範 疇 に

属 す る と もい え よ う.

次 に収穫 予 定 概 念 を,収穫 査 定 の過 程 と収穫 統 制 の過 程 に 分 けて見 る と,No.1,2,3



の各方式は収穫査定のみによって収穫 予定を行 うものであり,No.4,5の 方式は収穫査

定のほが収穫 統制を も行わんとするものである.す なわち前者は算定 された収穫査定その

ものが標準年伐量であるのに対 し,後 者 は新竹発生量を見出すことによって収穫査定を行

い,こ れに現状に基 く統制過程を加味して標準年伐量 とするものである.な お上記の各式

のみによって収穫予定に伐採個所の決定を伴 うか否かは不明であるが,算 定式の形のみに

よるときは,伐 採個所の指定には無関係であるといえよう.

国有林の竹林に対する標準年伐量の算定方式は前記の各方式であるが,こ のほか民有林

の うちには,極 めて粗放な取扱いをなす場合に,皆 伐法による区劃輪伐法があ り,ま た残

伐ないし隔年択伐法による区劃輪伐法類似の方式 も見 られる.前 者 は特殊の交互帯状皆伐

法による以外には収穫の保続が困難であるため,こ れを一般的な収穫予定法 とするには難

点があるが,後 者は竹林の収穫予定法 として興味のある方法 と考えられる.す なわち1年

生竹残存残伐法または1～2年 生竹残存残伐法を例にとって見 ると,竹 林のうち1年 生竹

及び2年 生竹は極めて見分け易いか ら,こ れを常に残存する前提の下に伐採周期年数(n)

に竹林を区劃し,各 区劃に対 して順次残伐作業を行 うならば,

(標準年伐面積)=遅 ただしF_竹 林面積

なる収穫予定法が成立する.こ の方式は面積を単位 とす る収穫予定法とい うことがで きる

が,こ れについては後で詳述しよう.

以上従来行われた収穫予定法に基いて若干の検討を行ったが,こ れ らの方法を要約する

と,次 の5形 式に分けることができよう.

(1)平 均成長量を収穫 予定量 とするもの.

② 蓄積に成長率を乗じて収穫 予定量 とするもの.

③ 連年成長量をそのまま収穫予定量 とするもの.

④1ケ 年の新竹発生量にある程度の調節を加えて収穫 予定量 とす るもの.

⑤ 標準年伐面積を求めて収穫 予定を行 うもの.

iii)竹 林における収穫 予定の性質

以上は従来行われた収穫予定法ならびに竹林が樹林 と異なる特性に基いて,竹 林の収穫

予定に検討を加えたのであるが,こ れ らの検討を通 じて総括的に竹林の収穫 予定上の性質

を考察 しよう.

1)収穫 予定の必要性

元来収穫 予定法は,与 えられた竹林から持続的な将来の収穫 量を的確に予測す る方法を

求めるところに意義が見出される.す なわち収穫予定法は収穫 の予測が極めて容易な場合

には強いてこれを必要 とせず,む しろ収穫予測の困難な場合に重要性を増す ものである.

このような観点から見れば,竹 林は樹林に比 し生産期間が短 くしか も年々の成長量が新竹

発生量の測定によって比較的簡単に予測す ることが可能であるから,収穫 予定法研究の重

要性は樹林 よりも少ないといえよう.し かし竹林の生産期間は普通の農作物にくらべると

長期間*で あ り,し かも新竹の発生量には豊凶性があること,年 々の発生本数は一般に多

*生 産期間の長短のみか らいえば
,一 般に竹材生産は木材生産 と農業生産の 中間 に位置す るが,収穫

予想の問題は林 業経営のみな らず農業経営 に とって も極 めて重要 であ るか ら,竹 材生産 を 目的 とす

る竹林経営に とって収穫 予定の重要性 を失 うもの とはい えない.



数であ り,そ の正確な材積測定は樹木よりも困難であること,持 続的生産については伐採

率 と恢復率 との関係が複雑であることなどを考 えると,竹 林の収穫 予定は必ずしも軽視で

きない ものである.

次にわが国竹林の現状分析から見 ると,竹 林には大面積経営が比較的少なく,大 部分は

小面積経営である.こ れを生産組織論的見地から見 ると,持 続的生産を行うための収穫予

定法を必要 とするか否かに問題がある.し かし竹林は比較的小面積においても,持 続的生

産の可能な立地にある場合が多 く,し か も竹林本来の性質が連年作業に適す るから,集 約

経営によって生産を高めるためには適正 な収穫予定を必要 とする.

以上の考察から,竹 林に対する収穫予定の必要性は否定で きない もの と認められ る.

2)収穫 予定上の性質

竹林は樹林にくらべて伐期令が短 く,令 階別の立竹を分別測定することが可能であるた

め,一 般に作業法の如何にかかわらず,樹 林の皆伐法に基 く収穫予定法の適用せ られ る場

合が多い.す なわち区劃輪伐法 ・各種平分法 ・数式法 ・成長量法などに属す る多 くの収穫

予定法は,理 論的には竹林作業種に適用しうるものである.し かし竹林の成長量は新竹発

生量に等 しいとい う特徴のため,現 実的な収穫予定法の多くは成長量法に属する.連 年成

長量 ・平均成長量 ・成長率を利用す る方法は その 代表的なものであるが,特 に全蓄積の

%～i/3itc相当する1～2年 生竹の竹令判別が極めて容易である点から,こ れを査定するこ

とによって収穫 を予測する特殊の成長量法や区劃輪伐法的な予定法が成立するもの と認め

られ る.

上記のごとき竹林の収穫 予定は,収穫 査定量そのものを収穫量 として予測する方式 と,

これに収穫 統制の見地から何等かの調節を加 える方式 とが考えられる.

竹林作業種の理想としては毎年伐期に達 した立竹のみを選んで伐採すべきものである.
一般に伐期に達 した立竹 といえば,合 目的々な伐期令に達 したものであるが,現 実の竹林

では不良竹の除去 ・林分疎開の回避 ・恢復率の検討などの観点から,伐 期令に達 した立竹

の うちにも保残すべ きものがあ り,逆 に伐期令に達 しない立竹のうちに も伐採しなければ

ならないものがある.従 って竹林の収穫 予定法 としてはvaに成長量のみを査定して,こ れ

を収穫 の予測量 とする場合に限定することはで きず,竹 林の現況に応 じて収穫 統制の過程

を収穫 予定法に含める必要のある場合が生ずるのである.む しろ竹林に対する一般的な収

穫予定上の性質 としては,収穫 査定の過程 と収穫統制の過程を通 じて,収穫 予定法を定め

ることがのぞましいともいえよう.

しかるに現実的な竹林において,成 長量を収穫 量の基礎 とし,こ れに適当な増減を施 し

て収穫 量を決定する収穫 統制の過程を含める場合には,お のずか ら伐採個所の決定に触れ

なければならない.す なわち収穫予定法に伐採個所の決定とい う場所的秩序づけを含める

べきか否かの問題であるが,こ れを伐採個所判定の過程 と伐採個所選定の過程 とに分ける

ならば,前 者は竹林における収穫 予定本来の過程,す なわち収穫 査定として取扱 うべ きも

のであり,後 者 は必要に応じて収穫統制の過程に含められるべきものである.連 年択伐作

業のごときは常に竹林全域に対す る収穫予定が行われるから,伐 採個所選定の過程は問題

とな り得ないが,伐 区を設け伐採周期ごとに循環伐採を指定する作業法については,伐 採

個所選定の過程を収穫予定の範疇に属せしめる場合が生ずる.し かもこの場合に,竹 林は

生産期間が短 く収穫予定を行 う経理期間が樹林に比 して著 しく短いから,伐 採個所の指定



による生産技術上の支障は比較的少 ない ものと認められ る.

3)収穫 予定の単位

樹林における収穫 予定上の単位 としては普通m3・ 石などの材積単位が採用せ られ,材

積単位の測定に困難を伴 う場合には面積単位によることがある.ま たまれには本数単位を

用いることがあ り,観 念的には価値単位の使用 も考えられる.し かるに竹林においては,

立竹の形状的特性によって従来本数ないし東単位が慣用せられている.し か しすでに述べ

たように収穫 すべき物及び量を正確に把握するためには稈容積 ・稈実材積 などの材積単位

によるべきであって,本 数 ・東数による表示はあくまでも材積単位の代用的表現 とみなす

べ きであろう.な お面積単位による収穫予定法 も考えられるのであるが,面 積を収穫 の単

位 とすることは,立 竹材積 またはその成長量の測定を困難 とする場合に限 られ,収穫 予定

の実行手続中に補助的に用いるか,単 なる便法 として用いるにす ぎない.

(i)材 積を指標 とする場合

材積を収穫量予定の指漂 として使用することは,竹 林経理上本来的自然的なものである

ことはい うまでもない.し かし竹稈材積を正確に測定するには,あ る程度の時間 と労力 と

を要することを,同 時にまた指摘しなければならない.材 積指標による場合には,現 有材

積だけでな く,成 長量をも推定しなければならない.成 長量,こ とに連年成長量を正確に

推定することは,樹 林の場合は至難の技術に属するが,竹 林の場合には比較的に簡単容易

である.従 って竹林に応用しうる収穫予定法の多くは,成 長量法に属する材積単位の もの

であるべ きである.

(ii)面 積を指標 とする場合

材積を指標 として収穫 を予定する場合は,竹稈 材積の測定が困難であるとの理由のため

に本法が代用 されるもので,補 助的な指標 としては,現 今においてもかな り重要な位置を

占めている.こ の ような代用の可能性は,種 々の林面において面積 と材積 との間に正比例

的な関係が存在するとい う前提においてのみ成立する.し か しなが らこのような前提は勿

論厳密には極めて特殊な場合でなければ成立しない.ゆ えに一般的には,面 積 を指標 とし

て収穫 を予定することは理論上正 しい方法 とはいえないのである.し か し面積単位による

収穫予定法は,極 めて容易に伐採個所の指定を行 うことがで き,し かも計画的連年作業を

実施で きるとい う長所をもっているので,上 述のような応用の可能性に対する前提が厳密

に成立 しない場合にも用いられ,竹 林に対する区劃輪伐法的な収穫予定法の採用はしばし

ば見 られるところである.

(iii)本 数あるいは東数を指標 とする場合

本数あるいは東数を指標 として収穫 を予定す る方法は,従 来の竹林における収穫予定に

しばしば認められ るものである.こ の種の単位は,収穫 物の正確な量的表現 としては適当

でないが,現 状においては材積単位の代用 として重要である.す なわち材積を指標にとる

場合に実測法を用いれば多 くの時間を要 し,ま た推定法を用いる場合に も適正な竹稈 材積

表がない場合には本法の適用は困難 となる.ま た一方においては,東 単位による竹材の売

買は,今 後 も存続す ることが考えられる.こ のような見地から,材 積に代 る一つの簡便法

として本数あるいは東数による収穫予定は容認され るべ きであろう.

(iv)価 値を指標 とする場合



本法は経済的見地からみれば最 も直接的であるが,竹 材の価格その ものが絶えず変動す

るので,現 在の段階ではほとんど実用の域に達していない.

3竹 林の収穫 予定法

以上は,竹 林に対する収穫予定法の性質ならびにその必要性について考察を加えたので

あるが,次 にはこれに基 く現実的な実用性のある収穫予定法を分類 し,そ れらについて具

体的に検討を試みよう.す なわち過去において竹林に適明せられたもの,新 たに竹林の収

穫予定法として工夫した もの,な らびに樹林に適用せ られたもののうち竹林に応用の可能

性があるものを整理すると下表のごとくなり,し か も成長 量法 と面積法とに大別すること

ができる.

1)平 均成長量法

2)純 粋連年成長量法

3)定 期連年成長量法

4)照 査法的成長量法

5)修 正成長量法

6)法 正利用率法

7)成 長率法

① 平均成長率法

② 純粋連年成長率法

③ 定期連年成長率法

1)皆 伐区劃輪伐法

2)残 伐区劃輪伐法

以下,各収穫 予定法の実行方法 ・収穫予定法 としての性質及び応用性について考察を加

えることとする.

i)成 長量法

1)平 均成長量法

(1)実 行方法

現蓄積(V)を 伐期令(A)で 除 して標準年伐量(の とするものである.

従って各林分の現在材積を測定し,そ の伐期令を決定すれば,直 ちに収穫 量が査定 され

る.

小面積の竹林においては 全林分の材積測定を行 うが,大 面積の竹林作業級では 標準地

法により現蓄積の推定 を行 うことが 多い.現 実林の最高令階立竹が 伐期令 と一致する場

合には,二 は平均成躍 であるか ら,平 均成長量法 と鮒 けるものである・しかし竹林に

は発筍の豊凶齢 あるア・め,欄 令力∫偶辮 の場合には募は平均成罎 を示すが,奇 辮

の場合には正確に平均成長量を示す もの とはいえない.

② 性 質'

本法は,過 去において平均1年 間に成長した量を査定することにより,こ れを次の経理

期間における平均1年 間の収穫 予定量 とするものであるから,直 接的連年成長量法の範疇

に属する.まtcこ の方法は,伐 採1固所の指定に無関係であって,収穫 予定の単位は材積,



経理期間は通常1輪 伐期である.原 則 としては,収穫 査定のみによって収穫量を予定 し,

収穫の調節を行わないが,そ の内容は次のごとく法正蓄積造成に指向する予定法 とす る含

みがある.

いま竹林の蓄積が最老令階の年令 と比例的に増減するもの とすれば,現 実林の最老令階

の年令(A')が 伐期令(A)よ りも大きいならば現実蓄積(V)は 法正蓄積(Vn)よ り

も大 きく,従 って二は獄 の平均成長鰐 よりも大 きいから,Vは 次第にVnに 近づ く.

ま磁 ・A>A7sら ばVn>V・ 関係か場 く牙 となるか ら,こ の場合にVはVnに 近づ

く,す な わ ち本 法 を用 い る と き は,現 実 林 は 法正 林 に 誘 導 し うる性 質 を もつ もの とせ られ,

法 正 蓄 積 法 の 一 種 と考 え られ るの で あ る.

しか し,以 上 の 考 え方 は,竹 林 の蓄 積 が 最 老 令 階 の 竹 令 と比 例 的 に 増 減 す る との仮 定 に

基 く もの で あ っ て,実 際 に は この 仮 定 は必 ず し も成 立 しな い た め,正 しい とは い えな い.

③ 応 用 性

本 法 は,竹 林 作 業 級 の全 材 積 の推 定 を要 す る た め,測 定 技 術上 の 困 難 を伴 う.そ の た め

簡 便 法 として,立 竹 本 数 を 代 用 す る こ とが あ る.ま た 伐 期 令 の 決 定 を要 す るの で,従 来 か

ら経 営 せ られ て,竹 林 作 業 級 内 の 成 長 趨 勢 が 明 らか に され て い る竹 林 に適 用 され る場 合 が

多 い.す な わ ち本 法 は,わ が 国 国 有 林 の 竹 林 作 業 級 の 大 宗 を占 め る もの で,名 古 屋 ・大 阪

・高 知 ・熊 本 な どの各 営 林 局 管 内 の竹 林 に 主 とし て採 用 実 施 せ られ て い る.

本 法 は最 高収穫 を期 待 す る伐 期 令 に お い て,竹 林 が 正 常 な構 成 状 態 を示 す 場 合 に は,連

年 の 法 正 成 長 量 の和 が 法正 蓄 積 で あ るか ら,法 正 蓄 積 を うるに 要 し た年 数 で除 した もの が

平均 成 長 量 で あ る.た だ し正 確 な意 味 の平 均 成 長 量 は,伐 期 令 が 偶 数 年 で あ る場 合 に 限定

され る こ とは,す で に述 べ た と ころ で あ る,

次 に 竹 林 の 構成 状 態 が 不 法 正 な場 合 に は,本 法 に は若 干 の難 点 が あ る もの と考 え られ る.

す な わ ち平 均 成 長 量 を も って,直 ちに収穫 量 とす る こ とは,正 常 な 蓄 積 の 造 成 を困 難 な ら

しめ る と と もに,、 上 り籔 、 ・ 、下 り籔 、 に お い て は過 不 足 伐 とな って 不 適 当で あ る.

伐期令6年 の竹林に豊 凶性 を認 めて本法 による例 を数値的に示す と,次 の通 りで ある.

① 竹林が,正 常な構成状態で管理 されている場合には,

6+2+6+2+6+2=24/6=4と な り,持 続的な生産 をあげ うる.

② 竹林の構成が不法正で,ミ 下 り籔,の 場合 には,

7+3+6+2+5+1=24/6=4と な るが,こ の年 伐量 を伐採す るときは,老 令竹が 伐 り残

され,健 全な竹材の持続的な生産が破 壊せ られて,ま す ます不法正な構成 とな る.

③ 竹林の構成 が不法正 で,ミ 上 り籔.の 場合 には,

5+1+6+2+7+3=24/6=4と なるが,こ の年 伐量 を伐採す るときは,幼 令竹 ・壮令竹

を漸次早 目に伐 り進 めなければな らな くな るの で,健 全な竹材の持続 的な生産が破壊せ られて,

ますます 不法正 な構成 とな る.

収穫統制は,収穫 作業の実行段階において,育 林技術的見地か ら,竹 材生産上不利 とな らないよ

うに,ミ 上 り籔 。 ・'下 り籔。の如何を問 わず,伐 期に達 した立竹 を申心 と しで収穫 し,積 極 的な

保育手段によって調節すべ きであ る.し か も豊 凶年が連続 した2ケ 年 を1回 帰 とす る周期 に分割 し

て,林 況に応 じて適切な補正を加 えるよ うに実践す ることがのぞま しい.

な お,本 法 は各 種 の竹 林 作業 法 に 適 用 で き る もの で あ るが,特 に連 年 択 伐 及 び 隔年 択 伐



形 式 の もの に 適 用 せ られ,伐 採 後 の 恢 復 に長 年月 を要 す る伐 区式 作業 に は不 適 当 で あ る.

福岡市近郊に設定 した竹林作業種試験地におけ る実例 を示す.対 象竹林の林況は次の通 りである.

平均胸高直径4.8cmで,0.1ha当 りの立竹本数1,380本,林 分材積5.91m3,伐 期令4年 で地位中庸

な北九州地方の標準的なマダケ林分 である.

本表に よ り明 らか な通 り,蓄 積 は5.91m3で 伐期令は4年 であるか ら,平 均成長量算出式に これ ら

の値 を代入す ると次の通 りとなる.

2)純 樫連年成長量法

① 実行方法

連年の新竹発生量に見合 う量だけを,連 年の収穫 量 とす るもので,式 として示せば次の

通 りである.

i=Z・ ただし,Z・ は1年 生竹の総材積

すなわち収穫 予定量は,竹 令の測定が最 も容易な1年 生竹の全材積を測定することによ

って決定せられる.し か し竹林の性質上,発 筍量に豊凶差が隔年にあらわれるため,豊 年

次 。凶年次別の新竹量を把握する必要がある.豊 凶年別に連年成長量を測定しておかなけ

ればならない とするならば,本 法は収穫 予定法 として全 く変則的な もの といわざるをえな

い.す なわち新竹量を確実に把握できる反面,発 筍量に豊凶性のあることか ら招来された

欠点である.全 林の新竹材積を測定することが困難な場合には,そ の簡便法 として新竹本

数に代えることがある.ま た標準地を数ケ所設置して,作 業級全体の新竹量を推定するこ

ともできる.

② 性 質

本法は,近 い過去の現実の連年成長量を用いて,直 ちに近い将来の収穫 量の基準 とする

ものであり,何 等の統制 も行わない ところの純粋の連年成長量法である.調 査年次に成長

を完了した新竹を測定 してえた成長量を,そ の年次以後の収穫 量 とするのであるか ら,伐

採予定立竹の発生年が,1年 生竹の豊凶年と一致する場合には,竹 林の特性に適合するも

の と考えられ る.し かし新竹発生量には,豊 凶性が著 しいため,少 な くとも連続2ケ 年間

新竹を測定 しなければ豊凶各年の収穫 予定は困難 となり,ま た豊凶年別に収穫予定量を査

定した場合には年 々の収穫 予定量が不均等 となる欠点がある.

収穫の統制や伐採竹の 選定は,収穫 予定の過程においては行われず,施 業実行の過程

において,竹 林施業上の総合的観点から行われるもので,こ の点に 特徴が認められる.

すなわち実行者は,過 去の蓄積変化の経過を,量 的には成長量または成長率により,ま た

質的には年令別直径級分配によって検討し,同 時に現状については育林技術的見地か ら筍

ならびに新竹発生の状態や各個立竹の生理状態などを考慮する.か くして竹稈 高ならびに

枝下高が高 く,完 満通直な立竹が林面に適当に配置され,更 新上 は勿論,保 護上 も安全な



よ うに,か つ 伐 られ た竹 材 の搬 出 あ るい は伐 り残 され た母 竹 に損 傷 ・支 障 が な い よ うに,

総 合 勘 案 して,量 的 に も質的 に も将 来 最 も珪 想 的 な 蓄 積 を もつ 竹 林 に達 成 す る こ とを 目標

と して,与 え られ た収穫 見 込 量 を,適 盲 調 節 加 減 して,正 常 竹 林 へ と誘導 す る もの で あ る.

な お 本 法 の 性 質 と して,純 然 た る量 的 規 定 を なす に止 ま り,伐 採 竹 の 指 定 を全 く分 離 す

る こ と,収穫 量 の 単位 は材 積,経 理 期 問 は普 通1輪 伐 期以 下 で あ る こ とな ど,あ らた め て

指 摘 す るま で もな い.

新 竹 発 生 量 は,年 と と もに 変 動 す る こ とが 多 い の で,経 理 期 間 は な るべ く短 期 聞 と して,

頻 繁 に照 査 を行 い,そ の 変 化 の 状 態 に応 じて収穫 量 に 修 正 を加 え る こ とが の ぞ ま しい.

⑨ 応 用 性

本 法 は,全 蓄 積 の 推 定 を必 要 とせ ず,1年 生 竹 の 材 積 測 定 の み に よ って収穫 量 を予 定 す

る た め,技 術 的 操 作 は極 め て簡 便 で あ る.す な わ ち純 粋 の 連 年 成長 量 を把 握 す る こ とに よ

って収穫 量 を 査 定 す る もので あ るが,発 筍 量 に 豊 凶 性 が あ る た め に適 正 な収穫 査 定 が 困 難

で あ り,豊 凶 年 別 の連 年 成長 量 に よ って 二 通 りの収穫 量 を査 定 す る場 合 に は,持 続 的 に均

等 な収穫 を あ げ え な い欠 陥 を生 ず る.そ の た め収穫 予 定 は単 な る提 案 と して 与 え られ,伐

採 量 の決 定 は実 行 者 の裁 量 に委 ね られ る もの で あ る.こ の点 は本 法 の特 徴 で あ るが,施 業

実 行者 の収穫 調 節 範 囲 が 広 い た め,実 行 技 術 者 に よ って は収穫 の 持続 的 計 画 性 を破 壊 す る

不 安 が あ る.ま た適 正 な収穫 査 定 を行 うた め に は,な るべ く短 期 間 に施 業 照 査 を実 施 して

予 定 量 の 修 正 を す る必 要 が あ る た め,大 規 模 の竹 林 に は 適 用 で き ない 。 従 って 本 法 は,小

面 積 の 竹 林 に お け る連 年択 伐 作 業 法 に応 用 す る こ とが 可 能 と認 め られ る.

国有林の竹林作 業級においては,東 京営林 局管内の太子経営区の施業案に用い られ た例があ るが,

実 行は伴 ってい ない.

1)平 均成長量算出に用いた前記 竹林 につ1、・て,純 粋連年 成長量法算定式に よる標準年伐量 を求 め

ると,次 の通 りとなる.

i=Z1に おいて,豊 年次測定値は1.65m3,凶 年次測定値は1.17m3と な り,発 筍量の豊

凶較差が反映 して収穫 量に波動 を生 じてい る.

2)北 九 州地方 のマダケ林分に対 しては,第 皿章 に述べた 「北九州地方 マダケ林分の林分材積表並

びに林分 成長量表」 を使用す ることによ って,適 切な指標を うることがで きる.し か も竹林の施

業上 の特性か ら,発 生新竹量 ない しその内容は,極 めて簡単確実 に照査検訂で きるので,収穫 査 、

定の適否はその翌年 には修正 を加 えることが可能 であ る.

3)定 期 連 年 成 長 量 法

① 実 行方 法

豊 凶2年 間 の新 竹 発 生量 の 年 平 均 値 を定 期 連 年 成長 量 とし,こ れ を収穫 予 定 量 と して査

定 す る もの で あ るか ら定 期 連 年 成 長 量 法 と名 付 け る.す なわ ち 発 筍量 の 豊 凶差 に よ る新 竹

発 生量 の偏 奇 を均 等 化 す る た め,1年 生 竹材 積(Z・)と2年 生竹 材積(Z2)を 測 定 す る

こ とに よ り収穫 量 を査 定 す る方 法 で あ って,式 で 示 せ ば 次 の 通 りで あ る.

すでに述べたごとく,竹 林を構成する各立竹の うち,1年 生竹及び2年 生竹の年令は極

めて判別し易いので,全 立竹中より1～2年 生竹のみを測定することにより,豊 凶2年 間



の平均的新竹発生量を見出 し,こ れを定期連年成長量 として収穫量を査定せん とするもの

である.

なお,本 法の簡便法 としては,林 内に適当数の固定標準地を設定し,そ のなかの1～2

年生竹 を測定す ることによって全林分の定期連葺成長量を推定し収穫量が査定せ られ る.

本法による収穫量は,竹 林が安定した法正状態を呈しかつ伐期令が偶数任の場合には,

平均成長量法による収穫量 と等 しくな り,年 々の収穫量は均等 となる.し かし 藤上 り籔、

・ 藤下 り籔、その他竹林が不法正な状態にある場合に,本 法を用いて収穫 するときは,過

不足伐に陥る危険があるので,少 な くとも1輪 伐期C"と に照査 して修正 しなければならな

い.収穫 量の適 ・不適は,竹 林の林分成長量表との対比あるいは新竹の発生本数や直径級

分配状態などによって検討で きる.す なわち前回の収穫 が適切でなかったならば,新 竹の

直径級分配曲線は左偏化し,か つその平均直径 も低下するため,林 分の成長趨勢は容易に

判断 される.ゆ えに収穫 が不適当と認 められるときは,検 訂を待つことな く,収穫 量を調

整し,ま た竹林の施業法を改善することによって,安 定した正常な竹林に誘導しなければ

ならない.

② 性 質

収穫予定法 としての基礎的性質は,2年 間の平均成長量をもって収穫量を査定するもの

であるから,純 粋の連年成長量法 と大差ない.し かし発筍の豊凶性に左右 される純粋連年

成長量法の欠点及び全立竹材積の測定を要す る平均成長量法の煩雑 さを改善するため,豊

凶2ケ 年合計を平均 した定期連年成長量を用いて,収穫 量を査定するところに,本 法の特

徴がみられる.こ れによって竹材の持続的均分収穫 が可能 とな り,竹 林の自然的性質 と経

営の経済的要求 とが調和 した合理的経営が可能 となるか ら,竹 林の収穫 予定法 として最 も

す ぐれたもの と認められる.

本法は,収穫 査定のみであって,伐 採個所を指定せず,収穫 統制の過程 は施業上の実践

面にゆだねられ,施 業の段階において適切な保育 ・保護手段が講ぜられる.な お本法の経

理期間は普通1輪 伐期であって,収穫 量の単位は材積である.

③ 応 用 性

収穫予定法としては,全 蓄積の推定を必要 とせず,竹 令の判別が容易な1～2年 生竹の

材積推定のみによって収穫 量を予定す るため,そ の手続が簡単であ りかつ連年の収穫 量の

持続的均分化が可能である点に特徴がある.

現実の竹林が法正状態に近い場合には,本 法は最 も簡便にして現実的な方法 とい え よ

う.定 期連年成長量を基準にして,収穫 量を査定するのであるから,当 該竹林 に適合する

林分成長量表がある場合には極めて簡単に査定できるが,こ の種の表がない場合で も1～

2年 生竹を測定 して,そ の平均値を年伐標準量 とするものであるから,応 用の範囲は広い

と考えられる.ま た竹林がある程度不法正な場合にも,立 竹構成及び成長量の変化に伴っ

て,収穫 量を調節でき,さ らに検訂の都度,照 査によって予定量を修正す ることが可能で

あるから,漸 次生産性に富む竹林に誘導せ られ る.

本法は,隔 年択伐作業法に最 もよく適合するが,そ の他の 各作業法に 対 しても適用し

うるため,応 用性は極めて広 く,今 後の竹林収穫 予定法 として推奨 しう る もの と考えら

る.



前記の竹林を用いて定期連年成長量算定式 による標準年伐量 を求 めると,次 の通 りとなる.

平 均成長量法 による標準年伐量 との較差は 一〇.07m3に す ぎず,純 粋連年成 長量法 による豊年次測

定 の標 準年伐量 との較差は 一〇.24m3で,凶 年次測定の標準年 伐量 との較差は+0.24m3で,定 期連

年成長量 法によって純粋連年成長量法の豊凶差波動を消去 しうることが明 らか とな つた.

4)照 査 法 的 成 長 量 法

① 実 行 方 法

竹 林 の 経 理 期 間(n)を 伐 期 年 数 と一 致 せ しめ,過 去 の1経 理 期 間 の 総 伐 竹 量(E)を

次 の 経 理 期 間 に お け る総 成 長 量 とみ な し,次 式 に よ って標 準 伐 採 量 とす る もの で あ る.

ゆえに本法には,過 去の1輪 伐期間の伐採量が正確に記録されていなければならない.

竹林は生産期間が短いため,一 定の伐期令により合理的に経営された竹林については,こ

の種の収穫予定法が成立する.

元来照査法は,あ る経理期間の初めの蓄積をv・,終 りの蓄積をv2と し,そ の期間内に

伐採収穫 された材積をノVとすれば,そ の期間の成長量は,Z=V2-Vl+Nで 示 されるか

ら,こ の成長量を次の経理期間の収穫 量として提案するものである.し かし竹林の成長量

は,新 竹発生量 として容易に把握 しうるため,照 査法による収穫予定法の必要性は全 く認

められないが,過 去の伐採量照査によって今後の収穫 量を予測する前記の方法 は,そ の考

え方が照査法に類似するので,照 査法的成長量法 と名付 ける.

② 性 質

本法は,過 去の収穫 成績の照査に基いて今後の収穫 量を査定す るもので,収穫 予定は単

なる提案 として与 えられ,伐 採個所の指定及び収穫統制は実行過程において行われるもの

である.す なわち竹林は,過 去の収穫 が適切でないときは,そ の影響は鋭敏 に新竹発生状

態に反応するか ら,施 業実行過程において立竹状態の変移を観察 しつつ,収穫 量を調節す

ることがのぞましい.な お本法の 経理期間は1輪 伐期であ り,収穫 量の単位は 材積であ

る.

③ 応 用 性

本法は,本 来的には連年択伐法または隔年択伐法に適用せられ るべきものであるが,そ

の他の作業法においても応用の可能性がある.し かしいずれの場合にも過去の施業が合理

的であって,1伐 期間の年 々の収穫 竹材量が明らかな竹林に限 り適合するものである.

福岡市近郊に設けた竹林作業種試験地における実例を示す、(0.1ha当 り)



本竹林は,平 均直径 よ8cmで 伐期令4年 の連年択 伐作業法が採用 されている.1953年 か ら1956年

までの伐竹量が連年記録 されているので,計 算式に代入 して平均値すなわ ち標準年伐量 を査定 した.

新竹量の記録 をみ ると,前 年秋伐採 した数値 と割合 によ くにた成長量 を示 し,か つ その4ケ 年 間平

均 も標 準年 伐量 とよ くにた数値 とな って いる.

このよ うな竹林に対 しては,過 去の収穫 成績の照査 に基いて今後の収穫 量 を査定す る照査法的成

長量法 の適用が 可能 と判断 され る.

5)修 正 成 長 量 法

① 実 行 方 法

本 法 に お け る収穫 予 定 の 手 続 は,次 の如 き数 式 に よ って 示 され る.

ただ し,i;標 準年伐量,Z;作 業級の成長量,Vn;法 正蓄積,V;現 実蓄積,α;更

正期

本式は,Kameraltaxe法 を竹林の収穫 予定法 として応用を試みたもの で,Zは 元来総

伐期平均成長量であるが,竹 林においては全林の1ケ 年の成長量 と考える.す なわち1),

2)ま たは3)法 によって或長量を求め,現 実材積vは 実測 し,Vnは収穫 表または林分

材積表を用いて算出する.更 正期 αは現実林を法正林に誘導する期間であって,現 実林の

構成状態 ・ 藤上 り籔、 ・、下 り籔、などを検討して,こ れを法正林に誘導す る施業法 と関

連 して決定するものである.

本法は,成 長量を収穫量 として査定するとともに,式 の右辺第2項 によって収穫 量に統

制を加 えるものであるか ら,修 正成長量法 と名付 ける.

② 性 質

本法は,法 正蓄積の維持造成を目的とする.す なわち ① もし作業級が現に法正状態を

有 し,従 って法正蓄積を有するならば,総 伐期平均成長量に相当す る量を伐採収穫 すれば,

法正蓄積は維持される.② 現実蓄積が法正蓄積より大 きい場合には,そ の過剰蓄積量だけ

を一定期間内に配分して増収すれば,期 間後には法正蓄積 となる.禽 現実蓄積が法正蓄積

より小さい場合には,そ の不足額だけを一定期間内に配分し成長量より減じて収穫 すれば,

蓄積は次第に増加 して,期 間後には法正額に達するとす るのが本法の根拠である.

収穫量の単位は材積で,経 理期間は更正期 と一致する.

③ 応 用 性

本法は,現 実成長量を収穫量の基礎 とし,こ れを法正蓄積造成の目的か ら調節するもの

である.し かしその算定要素の決定については,現 実成長量査定の他,現 実蓄積 ・法正蓄

積の決定を必要 とすること,更 正期は竹林の状態及び施業法 と関連 して決定する必要があ

ることなどのため,理 論的に欠点の少ない収穫 予定法であるにもかかわらず,こ れを適用

で きる竹林は少 ない.従 って長年月にわた り集約に施業せ られ,林 分材積表な らびに林分

成長量表または収穫表の調製 されている竹林のほかは実行で きないものと認められる.



前記竹林について,修 正 成長量法を川いて標準年 伐量 を算出す ると,次 の通 りとな る.な お対象

竹林に適合す る法上E蓄積 は,北 九州地方マ ダケ林の林分材積表 よ り6。66m3と想定 した.

す なわ ち現実蓄積 と法 正蓄積 との較差を更正期間の4年 間に補正 して,収穫 量 を修正 してい ると

ころに特色が見出 され る.

6)法 正 利 用 率 法

(D実 行 方 法

本 法 の収穫 予 定 の 手 続 は,現 実 蓄積 に利 用 率 す な オ)ち法 正 伐 採 量 の法 正 蓄 積 に対 す る比

を 乗 じ た もの で,式 で あ らわ す と次 の 通 りで あ る.

た だ し,V;現 実 蓄 積,E。;法 正 伐 採量,Vn;法 正 蓄積

本法の51は ・法正林の利騨 に等 しし・か ら・法正利牌 法 と鮒 ける・

計算要領 としては,En及 びV.は 林分材積表 な らびに 林分成長量表または収穫 表に

より,Vは 実測による.Vは 施業の進行 とともに年 々変化するから,厳 密には毎年収穫 量

を算定しなければならないが,現 実には一経理期間に一回の検訂を行って修正す る必要が

ある.

② 性 質

本法は,竹 林にHundeshagen氏 法の適用を試みたもので,そ の収穫 量は蓄積量に平均

成長率を掛けた成長量 とみられ,間 接的な一種の成長量法 と考 えられる.ま た本法の式を

書 き直 す と,レ あ 一×Enと な るか ら・V-Vnの 場 合 はi-En・V>Vnの 場 合 は

i>En,V<Vnの 場合はi<Enの 関係が成立する.す なわち本式に基いて収穫 すると

きは,現 実蓄積は漸次法正蓄積に近づ くものと考えられ るから,法 正蓄積法 といわれてい

る.こ の式は,現 実林の材積 と成長量の比が,法 正蓄積 と法正成長量の比に等 しいとの仮

定を前提 とす るものである.し かし竹林においては,蓄 積の大小は必ず しも成長量の大小

と比例す るものではないから,竹 林が菩しく不法正な場合には,上 記の関係は成立 しない

とい う欠陥をもつ.

次に本法の性質として重要な点は,本 法の収穫 観念からいって当然なことであるが,純

粋に量的規定を行 うもので,伐 採個所の指定 とは無関係な点である.

⑨ 応 用 性

本法は全林材積の推定を必要 とするため,測 定技術上の煩雑 さは回避で きないが,現 実

の竹林が法正状態に近い場合には,当 該竹林に適合す る林分材積表ならびに林分成長量表

または収穫表がすでに調製されておれば,応 用の可能性があるものと考 えられる.

本法を適用す る竹林には,こ れに適合す る林分材積表ならびに林分成長量表または収穫

表が調製 されていなけれはならない.ま た現実蓄積の測定を必要 とす るため,測 定技術上

の煩雑 さは回避できない.し か も現実林が法正状態に近い場合にのみ応用の可能性がある

ので,竹 林が著しく不法正な場合,特 に立竹の量的内容が著しく不法正な場合や上 り藪 ●



下 り藪 にお い て は,現 実 成長 量 を収穫 量 と して 」6定す る こ とは 不適 当 で あ る.

前記の対象竹林 について,法 正利用率法 による標準年伐量 を算 出す る と,次 の通 りとな る.

'-7× 吾}-5.9・m・ × ・.25=.・.48m・

7)成 長 率 法

q!実 行 方 法

竹林の全蓄積(V)に 成長率(0.OP)を 乗じて年成長量を推定 し,こ れを標準年伐量

とするもので,次 式によって示される.

Z二V×0.OP

現在の蓄積は,全 林毎木測定または標本地 ・標準地などを用いて推定する.ま た竹林の

成長率を決定す るには,地 方的林分成長量表を用いて成長率を推定する場合のほか,全 林

中に適当な標準地を数カ所設定し,そ の林分材積,新 竹量または1～2年 生竹の平均材積

を求め,こ れ と伐期令 とから成長率を推定する場合が考えられる.す なわち竹林の全材積

に対する新竹量の比率を純粋連年成長率,全 林分材積に対す る1～2年 生竹材積合計の平

均値の比率を定期連年成長率,全 林分材積に対す る平均1ケ 年問の立竹材積の比率を平均

成長率 とするものである.

これ ら各種の成長率を用いた収穫 予定法を,前 記各成長量法 と対比 させるならば,下 表

の通 りとなる.

ただ し,i;標 準年伐量,V;現 実蓄積,A;伐 期令,Z1;1年 生竹材積,Z2;2年 生竹材積,

0.OjP、;平 均 成長率,0.OP1;純 粋連年成 長率,0.OP,.2;定 期連年成長率

② 性 質

全 林 の立 竹 材積 に 成 長 率 を 乗 じて収穫 量 とし,単 に収穫 査 定 をす るだ け で,伐 採 個 所 の

指 定 を必 要 と しな い.間 接 的 成長 量 法 に 属 す る もの と考 え られ,収穫 予 定 法 の 性 質 はお お

む ね 直 接 的 成 長 量 法 に等 しい.た だ し間 接 的 に 推 定 した 成 長 量 で あ るか ら,直 接 測 定 法 に

比 して 誤 差 の生 ず る余地 が 大 きい.な お本 法 の経 理 期 間 は普 通1輪 伐 期 で,収穫 の 単位 は

材 積 で あ る.

(3)応 用 性

上 記 査 定 法 に よ る成長 率 は,は た して 全蓄 積 の 標 準 的 な成 長 率 と して適 当 で あ るか 否 か

これ を 知 る こ とが 難 し く,ま た本 法 は い ず れ も成 長 率 を 推 定 す る操 作 を 必要 とす るた め,

直 接 に 成長 量 を測 定 す る前 記 の 各収穫 予 定 法 に比 して,誤 差 の 入 って くる機 会 が さ らに 加

わ る.



ゆ え に竹 林 の 成長 率 把握 が 容 易 に 行 わ れ る場 合,直 接 的 な 成長 量法 の 代 用 法 また は概 算

的 な もの と して 応 用 され る性 質 の もの と判 断 され る.

前記 対象竹林 について,成 長 率法 による標準年伐量 を算出す る と,次 の通 りとな る.

⑦ 平均成長率法i=V×0.OPa

林分材積 を過大推定 した場 合,例 えば7'を6.40m3と 見込めば標準年 伐量は1.60m3

林分材積 を過小推定 した場合,例 えば7"を5.20m3と 見込めば標準年 伐量は1.30m3

② 純粋連年成長率法i=V×0.OP,

豊年次新竹測定の場合,成 長率 を30%と 推定す ると標 準年伐量は1.79m3

凶年次新竹測定の場合,成 長率 を10%と 推定す ると標準年 伐量は0.59m3

③ 定期連年成長率法i-V×0.OP、.2

林分材積 ・成長率 ともに過大推定 した場合,標 準年伐量は両 者の過大推定額だけ過大査定 となる.

Vノ=6.40m3,1)=30%と す るとi;1.92m3

林分材積 ・成長率 ともに過小推 定 した場合,標 準年伐量は両者の過小推定額だけ過小査定 となる.

V"=・5.20m3,.P=20%と す るとi=1.04m3

成長率法 として上記3者 の何れ を採用す るとして も現在蓄積な らびに成長率の推定が正確 でなけ

れば,本 法 による標準年 伐量 は適切な収穫 量 を査定 しえない.

ii)面 積 法

極 めて 粗 放 な経 営 の行 われ る竹 林 に お い て,収穫 予 定 を 面 積 単 位 に行 う場 合 が あ る.全

竹 林 を 輪 伐 期 年 数 に等 しい区 画 に分 け,毎 年1区 画 づ っ 順 次 皆 伐 す る場 合 は,皆 伐 区劃 輪

伐 法 と名付 け られ,原 始 的 な収穫 予 定 法 と して 今 日に お い て もなお 地 方 的 に実 行 して い る

とこ ろが あ る.

これ に対 して,全 林 面 を伐 採 周期 年 数 と等 しい 数 の 伐 区 に分 け,1伐 採 周 期 を 通 じて 毎

年1伐 区 あ て1年 生 竹 も し くは1～2年 生 竹 を 残 存 せ しめて,こ れ 以 外 の壮 老 令 竹 を順 次

伐 採収穫 す る よ うに規 定 す る場 合 に は 残 伐 区 劃 輪 伐 法 とみ な され,大 面 積 竹 林 の収穫 予 定

法 と して今 日 しば しば 採 用 実 施 せ られ て い る.

両 者 と も伐 区 を分 け るに 当 って,土 地 生 産 力 を顧 慮 す る こ とな く分 割 す る場 合 と,土 地

生産 力 の 大 小 に 応 じて 伐 区 面 積 を調 節 して 毎 年 の材 積収穫 量 を 均 等 化 し よ う とす る場 合 と

が あ る.前 者 を 単 純 区 劃 面 積 法 と し,後 者 を 比 例 区 劃 面 積 法 と して 区 分 す る こ とが で き

る.

1)皆 伐 区 劃 輪 伐 法

④ 実 行 方 法

全 林 面 を 輪 伐 期 年 数 と等 しい数 の 伐 区 に 分 け,毎 年1個 所 あ て 順 次 皆 伐収穫 す る方 法 で

あ って,式 で示 せ ば次 の 通 りで あ る.

ただ し,f;年 伐標準面積,F;全 竹林面積,U;輪 伐期 とす る.

この場 合 の輪 伐 期 は,皆 伐 され た林 面 が 皆 伐直 前 の蓄 積 に恢 復 す るに要 す る年 数 に 等 し

い.



② 性 質

本法の収穫観念は,収穫 を成長量 と考 えるものではな く,生 産 された造成物を収穫 する

という概念を根拠にして出発しているものとみるべ きであろう.伐 区の分割は,こ の場合

収穫査定 と同時に保続的収穫 を期すべ き統制上の手段を兼ねた意味のものともなるのであ

る.す なわちこの収穫予定法は,単 なる収穫査定を行 うものではな く,収穫 保続の見地か

らの統制をも行 うのである.

本法は収穫 面積の予定 と同時に,1輪 伐期間の伐採個所が指定せられるから,樹 林のご

とく生産期聞の長い場合には 実行上の弾力性を 失 うものであるが,竹 林は生産期間が短

く,し か も伐採跡地には常に新竹が発生す るため,連 年作業上の支障はほとんどない.し

かし皆伐法によって竹林を更新するから,伐 採跡地の新竹は量 ・質 ともに低 ドし,実 質的

に均等な収穫 を予定することは困難である.収穫 量の単位 は面積であって,い わゆる面積

標準伐採量の形で与えられる.ま た経理期間は,皆 伐された伐区の林況が皆伐前の林況に

恢復す るに要する生産期間年数である.

③ 応 用 性

単純皆伐区劃輪伐法は,竹 林の総面積 と生産期聞を与 えることによって収穫 が予定され

るため,収穫 予定技術は最 も簡単である.ま た比例皆伐区劃輪伐法を実施せんとすれば,

上記算出因子のほか,竹 林各部分の地位を加味すればよいので,こ の場合も形式的には比

較的簡単である.し かしなが ら本法は,収穫 量が面積によって与えられ ること,な らびに

これを適用しうる作業法が竹林の特性に背反することのため,合 理的な竹林収穫 予定法 と

しての実用的な可能性はない.従 って今日強いて本法の利用価値を求めるな らば,交互帯状

皆伐法 ・連進帯状皆伐法などの小面積区劃皆伐法を実行する竹林において,他 の収穫 予定

法による収穫量の適否を副次的に検査する方法に用い られるに過 ぎないもの と考えられる.

対象竹林面積が0.1haで,皆 伐跡地の林況恢復に10年を要するならば,皆 伐区劃輪伐法による標

準年伐面積は,次 の通りとなる.

2)残 伐区劃輪伐法

① 実 行 方 法

本法は,原 始的な区翻輪伐法を残伐作業法に応用する試みの区劃面積法である.収穫 予

定法 としては,梅 めて簡単で,全 林面を伐採周期年数と等 しい数の伐区に分け,1伐 採周

期を通 じて毎年1伐 区宛順次に1年 生竹若 しくは1～2年 生竹を伐 り残 しなが ら,そ れ以

上の壮老令竹をすべて伐採収穫 するように規定す るものである.式 にしてあらわす と,次

の通 りとなる.

ただ し,ノ;収穫 予定面積,F;全 竹林面積,1;伐 採周期であ って1=A-1ま たは1=A-2

とな る.

な お 伐 区 の 区 分 に 当 って は皆 伐区 劃 輪 伐 法 の 場 合 と同 様 に,単 純 法 と比 例 法 とが あ る.



竹林の うち,1年 生竹及び2年 生竹の判別が極めて容易であること及び竹林の伐期令が

短いことか ら,皆 伐区劃輪伐法の応用法 として考えられた ものである.

② 性 質

本法は,皆 伐区劃輪伐法の収穫観念 と同一一範疇に属するが,1年 生竹あるいは1～2年

生竹を生産された造成物 とみなさず,半 成品 として残存せしめる点に大 きな特色が見出さ

れる.竹 林の伐期令が短いこと,立 竹の うち未成熟な1年 生竹や2年 生竹の判別が極めて

容易であることか ら,残 伐作業法に対する簡易収穫 予定法 として 考案 した 区劃面積法で

ある.幼 令竹の残存によって地下茎天然更新の減退を防 ぐとともに,竹 材の工芸的性質が

良好な壮老令竹のみを収穫 の対象 とするが,蓄 積 ・成長量の測定は必要 としない.従 って

収穫は面積単位で予定するとともに伐採個所が指定せ られ,実 行上の弾力性が失われる.

竹林各部分の材積生産力が同一の場合には単純区劃法を用い,異 なる場合には比例区劃法

による改位面積を用いて収穫i予定を行 うものである.

③ 応 用 性

本法は,各 種の残伐作業法に適用され,竹 林の面積 と伐採周期 とを知ればよいので,形

式的には頗る簡単である.ま た伐区における伐採順序 ・伐採周期 ・伐採率などの選定なら

びに施 業湛が良好であれば,一 伐採周期後には伐採直前の林況に恢復 しうる。

さきに報告した竹林の作業種試験24)・林分成長量表40)において明らかな通り,伐採率が50～60%

の場合には3～4年 の伐採周期によって,お おむね伐採前の林況に恢復している.

本法は,直 接収穫 される立竹の材積を収穫 予定の単位 としないための欠陥があるが,区

劃輪伐法の簡便さと,竹 林施業上の特性 とを巧みに活用 した収穫 予定法 と認められ,残 伐

作業法特に交互帯状残伐法 ・連進帯状残伐法などに対しては応用 しうるものである.

対象竹林面積が0.1haで,1～2年 生竹残存残伐跡地の林況が恢復するに要する期間が4年 で伐

採周期を4年 とすれば,残 伐区劃輪伐法による標準年伐面積は,次 の通りとなる.

4総 括

竹林は樹林に比して生産期間が短 く,し かも年々の新竹量が成長量であるから,比 較的

簡単に収穫 予測が可能 なように考えられる。 しかし竹林の生産期間は普通の農作物に比し

て長 く,新 竹の発生量に豊凶性があり,連 年の新竹発生本数が多いので,そ の正確な材積

を推定することは容易ではない.し かも持続的生産にっいては,伐 採率と恢復率との関係

が複雑であることなどか ら,竹 林の収穫 予定は軽視で きないものがある.ま た集約経営に

おいて,連 年の生産高を増産維持するためにも,適 正な収穫 予定を 必要 とするものであ

る.

次に竹林における収穫予定法の 特質を考察するに,ま ず 伐期令が短 く,令 階別の 立竹

を判別測定することが可能であるため,樹 林の皆伐法に基 く収穫 予定法の 適用が考えら

れる.し かし竹林の成長量は新竹量に等 しい とい う特徴のため,現 実的な収穫 予定法の多

くは成長量法に属するものである.す なわち平均成長量 ・連年成長 量・成長率を利用する

方法は,そ の代表的なものであるが,特 に全蓄積の%～1/3に 相当する1～2年 生竹の竹令

判別が極めて容易であるため,こ れを査定することによって収穫 を予測す る特殊の成長量



法や区劃輪伐法的な収穫 予定法が成立するもの と認められる.こ れ ら各種の竹林収穫 予定

法は,収穫 査定量そのものを収穫量 とする方式 と,収穫 統制の見地から何等かの調節を加

える方式 とが考えられ,ま た伐採個所の指定を含む方式 と,こ れを実行過程に委す方式 と

が成立しうるのである.し か しいずれの場合にも,収穫 予定の経理期間は樹林 より短 く,

普通には1生 産期間内外が適当であろ う.

以上の特性か ら考察 して,竹 材生産を対象とするマダケ林の収穫予定法 として,応 用の

可能性があるものを列記 し,そ れぞれの収穫 予定方法 ・性質ならびに応用性について要約

すると,次 の通 りとなる.



第128表 竹 林収穫 予 定

収穫予 定 法1
平 均
成 長 量 法

純 粋 連 年
成 長 量 法

定 期 連 年
成 長 量 法

昭 査 法 的
成 長 量 法

実行方法

性 質

応 用 性

おお むね現 在よ りA

年前 までの成長量合

計 を基礎に用い る.

1.直 接的成長量法

に属す る.

2.収穫 査定のみ行

う.

3.伐 採個所に無 関

係であ る.

4.経 理期間は,普

通1輪 伐期であ

る.

5.収穫i単 位は材積

であ る.

1.収穫 予定技術上

算定法は簡単で

あるが,全 材積

を測定す るため

の困難 を伴 う.

2.性 格上

現実蓄積 に伐期

令 を用いて法正

蓄積 に導 く考 え

方 に欠陥が ある
ため,不 法正竹

林 には適用困難
であ る.

3.作 業法

各種 の竹林作業

法に適用 され る
が,皆 伐法 に近

い作業法 には不

適合 である.

4.実 施上

収穫量の調節 を

実行段階 に委す

ため優れ た実行

技術 を要す る.

現 在 よ り前1年 間 の

成 長 量 を基 礎 に 用 い

る.

1.左 に同 じ

2.左 に同 じ

3.左 に同 じ

4.左 に同 じ

5.左 に同 じ

1.

算定法 は最 も簡単

であ る.

1年 生竹の みを測

定す るため,測 定

が最 も容易 である

2.

豊凶性 に伴 う収穫

保続上の欠陥が あ

る.

収穫予定 量を2本

建てにす るための

不便が あ る.

3.

小面積の連年択伐

作業法に応 用 しう

る

4.

左に同 じ

現 在 よ り前2年 間 の

成 長 量 を基 礎 に用 い

る.

1.左 に 同 じ

2.左 に 同 じ

3.左 に 同 じ

4.左 に 同 じ

5.左 に 同 じ

1.

収穫予定法及 び測

定技術 とも比較的

簡単であ る.

2.

豊凶年 の成長量が

平均化 され るので

収穫の保続が可能

とな る.

3.

隔年択伐作業形 式

に最適であ る.

その他の各作業法

に も応用 性が 広い

4.

左 に同 じ

おおむね現在 よ りA
～2A年 間前 の成長

量合計を基礎 に用 い
る

1.過 去の収穫 量 を

成長量 とみなす

2.左 に同 じ

3.左 に同 じ

4.左 に同 じ

5.左 に同 じ

1.

立竹測定の必要が

な く収穫実行量 の

正確な把握 を要 す

るため収穫 予定技

術 は簡単であ る.

2.

過去の収穫 が合理

的 で年 々の収穫 量

が 明 らかでな けれ

ばな らない.

上 り籔,下 り籔に

は不適合 である.

3.

各種の竹林作業法

に適 用が可能であ

る.

4.

左 に同 じ



法 総 括 一 覧 表

修 正
成 長 量 法

法 正
利 用 率 法 成 長 率 法 皆 伐

区 劃 輪 伐 法
残 伐
区 劃 輪 伐 法

算定基礎の成長量

には左記の何れ を

用いて もよい.

1.直 接 的成長量

法の修正法 で
あ る.法 正蓄
積 法に属す る
一定期 間に法

正蓄積 に導 く

2。収穫 査定 と収

穫 統 制 を 行

う.

3.伐 採個所に無

関係 である.

4.経 理期間は更

正期 である.

5.材 積 単位 で算

定 す る.

1.

現実蓄積 な らび

に法正蓄積 を要

す るため収穫 予

定方法が極めて

複雑であ る.

2.

理論的には欠陥

が ないが,収穫

表の 調 製 を 要

し,更 正期の決

定が難か しい.

3.

各種の作業法に

適用 しうる.

4.

左 に 同 じ

おおむね現在 より
前A年 間の成長量
合計 を基礎 に用い
る.

1.広 義の成長量

法 に属す る.
法正蓄積法 に
属す る.不 定
期閻 に法正蓄積

に導 く.

2.収穫 査定 と収

穫i統制を行 う

3.左 に同 じ

4.経 理期間は1

輪 伐期であ る

5.左 に同 じ

1.

全材積 の測定 を

要 し,法正蓄積,

法正収穫 量 を知
る必要が あ り,

極めて複雑 であ

る.

2.

法正林に近 い竹

林以外には理論

的に欠陥が あ る

3.

適正収穫 表が あ

れば,各 作業法

に適用 しうる.

4.

左 に 同 じ

おおむね現在 よ り
A年 前 までの成長

量 合計を基礎 に用
い る.

1.間 接 的成長量

法に属す る.

2.収穫 査定のみ

行 う.

3.伐 採個所を指

定 しない.

4.経 理期間はお

おむね1輪 伐

期 である.

5.左 に同 じ

1.

全材積の測定を

要 し,成 長率の

求 め方に よって

収穫量が変化す

る.

2.

直接測定法に比

して誤差の入 る

機会が多いので

直接的成長量法

の代用 または概

算 的な もの とし
て応用 され る.

3.

各種 の作業法 に

適 用が可能 であ

る.

4.

左 に 同 じ

竹林面積 と輪伐期1

を基礎に用い る.

1.造 成物を収穫

す る.

2.収穫 査定のみ

の場合 と統制

を行 う場合 と

が あ る.

3.伐 採個所 を指

定す る.

4.左 に同 じ

5.収穫 量 の単位

は 面 積 で あ

1.

竹林総面積 と生

産期聞 とか ら,

予定 で きるので

簡単 である.

2.

収穫量が面積 で
与 えられ,適 用

しうる作業法が
竹 林の特性 に背

反す るため,合
理 的な竹林収穫

予定法 としての
応 用性 はない.

3.

交互帯状式 ・連
進帯状式の小面
積区劃皆伐法 を
実施す る竹林 で
他の収穫 予定 法
による収穫量 の

適否 を副次的に
検査す る方法に
用い る.

4.

極 めて簡単であ

る.た だ輪伐期

年数の決定に困

難 を伴 う.

竹 林面積 と伐採周

期 を基礎に用い る

1.幼 令竹は半成

品 として収穫
の対象 と しな
い.

2.収穫 査定のみ

行 う.

3.左 に同 じ

4.経 理期間は,

1伐 採周期で

ある.

5.左 に同 じ

1.

竹林総面積 と伐

採周期 とか ら,

予定で きるの で

簡単であ る.

2.

収穫され る材積
を予定単位 とし

ない欠点はあ る
が,区 劃輪 伐法
の簡便 さと竹林

施業上の特性 と

を巧みに活用 し
た方法であ る.

3.

残 伐作業法に適

用 され る.特 に

交互帯状式 ・連

進帯状式 に適合

す る.

4.

極 めて簡単であ
る.た だ伐採周

期年数の判断が

難 しい.



最後に,前 記各収穫 予定法による計算例を,福 岡市近郊に設定 した竹林試験地における

実例をもって示す.

実例の対象 とした本竹林の林況は,次 の通 りである.

平均胸高直径4.8cmで0.1ha当 り立竹本数1360本,林 分材積5.91m3,伐 期令4年 で地位

中庸な北九州地方における標準的なマダケ林分 と判断される.

1)成 長 量 法

① 平 均 成 長 量 法

② 純粋連年成長量法

⑧ 定期連年成長量法

④ 照査法的成長量法

⑤ 修 正 成 長 量 法

⑥ 法 正 利 用 率 法

⑦1平 均 成 長 率 法

⑦2純 粋連年成長率法

⑦3定 期連年成長率法

2)面 積 法

① 皆 伐区 劃 輪伐法

② 残伐区劃 輪伐法

§Ⅵ 総 合 的 組 織化

叙上の各節においては,竹 林の立竹構成を分析 してその性質を研究し,こ れに基いて作

業法 ・伐期令を検討するとともに,収穫 予定上の本質を明 らかにしたので,次 にはこれら

の知識を総合して,竹 林の生産組織化に考察を加える必要がある.一 般に森林経理におけ

る物的生産組織は作業級の編成によって行われ,そ の典型的な規範は法正林の研究によっ

て与 えられる.ゆ えに竹林の生産組織について も,ま ず作業級の構成について述べるとと



もに竹 林 の 法正 状 態 を 明 らか に し,そ の 応 用 的 見 地 か らの施 業 法 を考 察 しな けれ ば な らな

い.す な わ ち竹 林 に お け る総 含的 組 織 化 の 手 段 と して は,作 業 級 の性 質 とそ の 内容 を 明 ら

か に し,そ の理 念 的規 範 と して の 法 正 林 を論 じ,最 後 に現 実 的 な 見地 か らの竹 林施 業 法 に

言 及 せ ん とす る もの で あ る.

1作 業 級

i)序 説

従 来 の森 林 施 業 計 画 に お け る施 業 仕 組 は,林 分 ご とに樹 種 ・作 業 法 ・伐 期令 を決 定 し,

そ の 同質 的 な林 分 を集 め て 作 業 級 を編 成 し,こ れ に場 所 的 規 整 と時 間 的 規 整 を 行 うこ とに

よ っ て将 来 の収穫 量 を 予 測 す る方 法 が と られ て い る.

しか る に,最 近 わが 国 の 国 有林 に お い て は,作 業 級 の 設 定 を や め,こ れ に代 る施 業 団 と

い う概 念 を設 け て,経 営 の合 理 化 に 資 す る組 織 として い る.す な わ ち経 営 計 画 区 ご とに 樹

種 ・作 業 種 ・伐 期令 及 び施 業 方 法 の 類 似 す る林 分 を集 め て施 業 団 と し,施 業 の標 準 化 を企

図 す る もので あ る.施 業 団 は,そ の 目的 が 生 産 組 織 の合 理 化 に あ る点 に つ い て は 作 業 級 と

同 一 で あ るが,そ の範 囲 は 作 業 級 よ り も著 し く大 き く,性 格 ・任 務 な どに も研 究 の 余地 が

多 い た め,施 業 団概 念 を竹 林 の 生 産 組 織 化 に応 用す る こ とは困 難 で あ る.

註)

国有林野 経営規程 によると,「 施業団は施業方法の標準化を図 り,経 営の合理化に資す るために,

一経営計画 区内において施業上類似 の取扱い をなすべ き林分 を合 して設 ける もの とす る.た だ し施

業上類似の取扱 いをなすべ き林分が小面積 である等の理由に より,施 業方法の標準化 を図 るこ とが

困難であ るときは,当 核林分については,施 業団 を設けない ことが できる」 とせ られ てい る.

いま施業団 と作業級の異同を検討す るに,① 樹種 ・作業種 ・伐期令 を等 しくす る林分 を合 して

設け ること,② 林業生産 を組 織化す る目的 を有す ること,の2点 については同一概念 である.し

か し施業 団は作業級 と次の点 で異 な るといわれてい る.

③収穫 保続 の単位 でない こと.

④ 法正蓄積への誘導を終局 目標 としない こと.

⑤ 施業方法の標 準化 をはか ることによって施業 を統一的に単純化す る目的を もつ こと.

これ らの相異点 を分析 してみ ると,③ ・④が強調 されてい るに も拘 らず,国 有林 における収穫保

続手段 としての標準伐採量決定 の基礎 は,実 は施業団 ごとに作製 され る保続 表によって いる.し か

も保続表作製の基にな る ものは,収穫 表であ る場合が 多い.従 って法正蓄積 とは異 ると して も,同

一 の規範性 を有す る収穫 表が保続表 なる目標に用い られているこ とにな り,ま た収穫 量や造林面積

の予測 も,結 果的には施 業団ご とに算定 しなければな らないか ら,生 産 の組織化 をはか るための避

け られ ない結果 と して,施 業 団に保続性及び規範性が付与 され る もの と認め ぎるをえない.ま た⑤

は施業 団に与 え られた大 きなね らいで あるが,施 業方法の標準化は作業級単位 において も可能 であ

るか ら,こ の点 も実質 的に著 しい差異 とはいえない.ゆ えに施業団の任務や設定方法が,作 業級 と

著 しく異な るとの国有林 当局者の説明が形 式的には肯定 され るとして も,そ の実質的意義には大 き

な開 きはないであ ろう.い ずれに して も,施 業 団の概念については今後研究の余地が多いので,竹

林の ごとき小区域の総合 的生産組織化には,従 来か ら用い られてい る作業級 を利用す ることとす る.

竹 林 の経 営 は一 般 に面 積 的 に規 模 が小 さ く,普 通 に は そ の 全域 を 同質 的 な林 分 と して取

扱 い う る場 合 が 多 い の で,同 一 の 作 業 法 ・伐 期 令 の下 に全 域 を 一 作 業 級 とみ な して収穫 予

定 を樹 て る こ とが で きる.し か し 国 有 林 ・公 有 林 な どの 竹 林 な らび に民 有 竹 林 の 一 部 に



は相当大規模の ものが存在するので,一 般論 としては大規模経営の竹林に対する生産組織

化の研究が必要である.こ のような見解か ら,こ こでは一般的な竹林施業の生産組織につ

いて検討し,小 面積経営の竹林はその中に含めて述べるものである.大 面積の竹林では,

必ずしも全部が同質的な生産過程を辿るべ き林分すなわち竹種 ・作業法 ・伐期令を等しく

するもののみから構成されているとは限らず,異 質的なものを包含することがある.し か

るにこのような異質的な林分の集合体である竹林に対して,直 ちに蓄積観念を設定 し,そ

の合目的々な質的量的内容を造成 し,収穫 量の予定をす ることは頗 る困難である.ゆ えに

同質的な竹林の林分を集め,こ れを蓄積観念の単位 として合目的々な収穫 を獲得で きるよ

うにしなければならない.こ こに始めて竹林生産の実行の内容は,合 理的に組織付 けられ

るもの といえよう.

このような全体的見地からの組織化は,一 つの総合組織化であり,竹 林生産の見地から

は直接的本来的な ものであるから,こ れを総合的組織化 と名付 け,こ のような蓄積観念を

構成する林分集団を,作 業級 とする.す なわち竹林の総合的組織化の手段は,同 質的林分

を集めて作業級の範囲を具体的に決定し,こ れを単位 として場所的規整 と時間的規整を行

うものである.こ の場合,場 所的規整の手段は伐採列区の構成であ り,時 間的規整の手段

は輪伐期の決定であって,前 者は主 として作業級の外部形態的質的組織を構成 し,後 者は

主 としてその内部構造的質的組織を構成すると同時に,合 目的々な量を構成する.従 って

ここでは,竹 林の総合的組織化の過程を,① 作業級範囲の決定,② 伐採列区の構成,③ 輪

伐期の決定 に分けて考察することとする.

ii)作 業級範囲の決定

一般 に森林経理における作業級 とは
,合 目的々な質ならびに量を具 うべ き永続的蓄積の

範囲を規定 し,そ の内容を造成し,従 ってまた収穫予定を行 う基礎をうるために総合され

たところの,樹 種 ・作業法 ・伐期令を等しくする林分集団であるといわれている39).ゆ え

にその定義の内容を分解 して竹林にあてはめてみると,

(i)作 業級は,竹 林における蓄積観念を構成する単位である.

(ii)永 続的蓄積 としての合目的々な質的ならびに量的内容を造成する基礎を提供する.

(iii)竹 種 ・作業法 ・伐期令を等 しくする林分集団である.

(iv)収穫 予定を行 う基礎 となる.

の4項 に区分することがで きよう.(i)及 び(ii)は 竹林の質ならびに量的内容を合

理的に配分することによって,蓄 積の価値性 ・強固性及び弾力性を増強 し維持する単位た

らしめん とするものであ り,(iii)の 技術的裏付けによって作業の統一をはかるとともに,

このような単位によって(iv)の 窮極的な目的を果す場 を提供するのが作業級である.

竹林の作業級に,上 記の各要素を与えることに異論はないが,こ れ らの内容の重要性は

樹林 と著しく異なるものである.す なわち樹林の蓄積は,そ れを構成する各林分の各樹木

が元金(資 本)と なって,そ の利子 としての成長量を形成する.ゆ えに樹林においては,

作業級を永続的 ・合目的々な蓄積構成の単位 とす ることが,生 産組織上ならびに収穫 予定

上極めて重要となるのである.し かるに竹林における成長量の母体は,直 接に蓄積を構成

する立竹そのものではな く,地 下茎更新によって年々新個体を形成する新竹合計が成長量

であ り,収穫 予定の基礎 となるものである.ゆ えに作業級設定の目的が,作 業の統一及び



収穫予定の基礎をうるにあるとするならば,竹 林における作業級定義の内容は,(i)・

(ii)項よ りも(iii)・(iv)項 に重点がおかれるべ きもの と考えられる.

以上は,竹 林の作業級概念について述べたものであるが,次 には作業級の範囲決定につ

いて検討しなければならない.

竹林の作業級範囲の決定を理論的に考察するならば,竹 種 ・作業法 ・伐期令の同一な林

分を合して一作業級 とするものであるから,同 一経営体に属す る竹林が幾つかの作業級に

分けられる場合が あ りうる.マ ダケ ・ハチク ・モウソウチク などが 区域的に混交する場

合,目 的生産物が竹材及び筍の両者にわかれている場合,性 質の異なる二つ以上の作業法

にわけて施業する必要のある場合などには,そ れぞれの違いによって作業級範囲が決めら

れねばな らない.し かし現実的には,こ のような作業級の区分設定を必要 とする事例は極

めて少な く,こ とに本研究の ごとく,竹 材を生産するマダケ林に研究範囲を限るならば,

おおむね一作業級 として経営 され る竹林が多い.す なわち生産目的を竹材 とする場合の伐

期令は極めてその範囲が狭 く,ま た作業法の選択 も限定 しうるから,強 いて竹林を二つ以

上の作業級に分ける必要はほとんど認められず,む しろなるべ く一作業級 として取扱 うこ

とが有利 と考 えられ る.ゆ えに現実的な観点か らみると,一 経営に属する竹林の範囲につ

いて作業級を設けるのが普通である.

iii)伐 採 列 区

伐採列区 とは,一 作業級内において,一 定の内部的構造を もつ林分が一定の位置的有機

的相互関係において結合され成立する独立的な集団 としての林分群及びその立つ林面であ

るとせ られている.

その任務は,次 の各項を達成す るため,林 分配置を整え,伐 採順序を法正にすることに

ある.

(i)林 分群 自体の安全を保ち,ま たある一林分を伐採 した際に,周 囲隣接林分に危害損

傷を生じないようにす ること.

(ii)林 分群の更新を,安 全かつ容易にす ること.

(iii)伐 出作業を,円 滑有利にすること.

以上の伐採列区に対する各任務は,そ れぞれ保護 ・更新 ・利用上に果す任務 といえよう.

しかるに竹林における伐採列区は,連 年択伐作業法の行われる小面積経営においては成

立せず,幾 つかの伐区に分けて伐採周期ごとに回帰伐採 される比較的大面積の竹林に対 し

てのみ成立する概念である.ゆ えに伐区に分けて,伐 採周期ごとに伐採される作業法の竹

林 に対しては,予 め一定の伐採順序が考慮せ られる.し かし伐採列区の手段 として,伐 採

順序の検討のみに終始することは不十分であって,一 般的にはさらに林衣構造 ・被覆構造

・伐区形 ・伐区面積などの適正な配置が要求せ られ る.

(i)伐 採順序:伐 採列区の手段 として伐採順序を整 えることは重要であり,竹 林の保

護 ・更新 ・利用上最 も合理的な順序に伐採されねばならない.し かし竹林の性質から

みると,伐 採列区の 手段 としてのこの 要素は,樹 林の場合ほど重要 とは 考えられな

い.

(ii)林 衣構造:伐 採列区構成 の有無にかかわ らず,林 縁に林衣を造成して竹林を保護

することは極めて重要 である.す なわちこの要素は竹林の 保護手段 として用い られ



るもので,更 新または利用上の手段 としての直接的効果は少ない.

(iii)被覆構造:樹 林にあっては,伐 採順序によって伐採列区の林冠を一定方向に傾斜

せしめ,こ れによって林分相互間の保護構造を強化する.し かるに竹林では,林 冠を

一定方向に傾斜せしめるごとき被覆構造は全 く考えられないか ら,こ の意味ではこの

要素は伐採列区の手段 とはならない.し かし伐採順序を整えることによって,各 伐区

の立竹密度を一定方向に傾斜させることは可能であるから,疎 密度による保護構造 を

被覆構造 とするならば,こ れを 合理的に 配置することは,伐 採列区の手段 といえよ

う.こ の手段は(1)と関連 して構成され るものであるが,保 護手段 として役立つと同時

に,直 接更新または利用上 にも関係する.

(iv)伐 区形:伐 採列区の水平的構造を示す手段であって,竹 林では樹林におけるより

もかえって重要な意義をもっものである.す なわち竹林の伐区形は,伐 竹 ・集材など

の円滑化に関与するのみでなく,竹 林の伐区式作業に対 しては地下茎更新への影響が

極めて大 きい.ゆ えに伐区の形 ・幅 ・方向の決定は,伐 採列区の手段 として極めて重

要である.

(v)伐 区面積:伐 区を適当の大 きさに決めることで,伐 採列区の任務に対する影響は

伐区面積その ものではなく,伐 区の長 さ ・幅員などが利用及び更新上に関係する点に

おいて間接的に面積が関与するものである.

伐採列区は,作 業級の内部に設けられ るもので,1伐 採列区によって連年伐採を継続す

る場合 と,間 断的に伐採するように計画する場合 とがある.前 者は完全伐採列区,後 者は

不完全伐採列区 といわれ,従 来の森林経理においては後者に弾力性があるとして,そ の採

用が有利 とせられている.し かるに竹林は樹林に比し,生 産期間が著しく短 く,伐 採周期

にいた ってはさらに短期間の作業法が多いので,強 いて不完全伐採列区を採用する必要は

ないと考 えられる.す なわち伐採列区の範囲は,竹 林作業級の大 きさ・作業法 ・輪伐期及

び伐採周期などを考慮して決定すべきもので,1作 業級が1伐 採列区からなることもあ

り,多 数の伐採列区か らなることもあ りうるのである.ま た連年択伐法による作業級のご

とく全 く伐採列区の成立する余地がない場合 もあるが,2年 以上の伐採周期を有する竹林

の作業法では,伐 採列区の観念が成立し,こ とに連進帯状式 もしくは交互帯状式の作業法

にはよく適合するもので,伐 採列区構成の巧拙は極めて重要な意義を有するものである.

註)わ が国の国有林では,伐 採列区という用語を用いず,伐 採すべき個所を選定する場合には,

次の事項を考慮し,一 定の伐採順序を想定して決めることとしている.

④ 樹種及び林相の改良をはかること.

② 林木の成長量の増大をはかること.

③ 伐採及び運材上の便をはかること.

④ 治山その他国土の保全に支障を及ぼさないこと.

⑤ 風害・山火事・病虫害等を防止すること.

⑧ 地元の特殊事情を考慮すること.

この規定及び製品生産の対象林についての循環団地の指示は,伐 採列区の概念を取り入れたもの

といえよう.

iv)輪 伐 期

竹林の輪伐期とは,連 年的伐採の行われる1作 業級の全立竹を一巡伐採するに要する期



間である.

すなわち輪伐期は,作 業級の内容を時間的に規整する生産期間であるから,性 格的には

伐期令 と違 っている.し かし竹林は,作 業法の如何にかかわらず伐採 と更新 との間に伐採

休閑期が存在 しないので,輪 伐期 と伐期令の年数は等 しいとみなすことができる.

竹林の輪伐期については,す でに伐期令 と関連 して検討したので,詳 細は省略するが,

その意義は竹林作業級に対 して次の任務を果すにあるといえよう.

(i)輪 伐期は,作 業級蓄積の質的ならびに量的内容を合目的々に造成する時間的要因 と

なる.す なわち竹林の生産組織研究上の規範 として重要な法正林において,法 正令階

分配 ・法正蓄積などの構成の基準 とな り,ま た現実竹林における蓄積の法正度を検討

する基準を与えるものである.

(ii)輪 伐期は,竹 林における収穫予定上の要素 となる.す なわち従来か ら行われる収穫

予定法には輪伐期を用いて算定するものが 多 く,収穫 保続上の任務を もつ ものであ

る.

(iii)その他,輪 伐期は竹林経営上の時間的予測に尺度 として用い られる.

次に竹林における輪伐期決定の根拠であるが,い うまで もなくそれは竹林の特性に立脚

し,そ の合目的性判断において成立するものでなければならない.し かるに竹林作業級の

輪伐期は,こ れを構成する各立竹の伐期令に基礎をおいて成立す るものである.ゆ えに竹

林の総合的生産組織上に用いられ るべ き輪伐期の種類は,前 記伐期令の種類 と同様次の4

種があげられる.

(i)更 新上最適の輪伐期

(ii)工 芸上最適の輪伐期

(iii)平均成長量最大の輪伐期

(iv)経 済上最適の輪伐期

しか しこれ ら各種の輪伐期をマダケ林について算定すると,輪 伐期年数の差異は極めて

少な く,輪 伐期にあらわれ る竹林の自然的要求 と経営の経済的要求 とは,ほ とん ど一致す

るものと認められる.

2)竹 林の法正状態

i)序 説

法正林 とい うものは一般的には経営上の究極的な規範ではないが,究 極的な ものへの手

段的理念的基準となるべきものであるという意味において,そ の概念存在の意義は恐 らく

今後 も認められるであろう.こ の点は法正林について厳 しく批判したC.Wagner44)と 錐

も,法 正林の価値を全然否定しようとするものではないのであって,法 正林は材積収穫 保

続の条件を示すには甚だ価値ある型を示す ものであ り,ま た蓄積 ・成長量 ・令級あるいは

令階 ・年伐量などの相互関係を理解するにあたって甚だ便利なものであることを認めてい

る.ま た吉田39)は,材積収穫 が連年的かつある程度均等的なことが,こ とに大規模経営の場

合においては必要なものであるとするな らば,そ こに法正林の意義を見出しうるであろう

と述べ,ま たJudeich45)は,森 林生産の指導原則 というものは,大 多数の森林にみ られる

ような混乱状態か らえられ るものではな く,か えって規律ある経営をとぐべきすべての影

響から離脱 した簡単な人工的森林状態において考えられねばならない.こ のような意味に



おいて,法 正林はその本質及び形態において,こ れを有用なものとする根拠を見出す と論

じている.ま たGuttenberg46)は,法 正林によって森林経営の実質的法則を樹立し,ま た

それが到底実現 しえない ものであることを知るに もかかわ らず,現 実の森林 を個々の実際

の場合における実情に基いて,与 えられた目的に応じて大な り小な りこれに近づけようと

す るところの ものであるとい う.

さらにまた,現 代林業経営の趣旨において,金 員収穫 上 よりみた法正林が考えられ るが,

これは材積収穫 保続の法正林が大体の基礎 となり,従 って法正状態 も相似 しているものの

ように一応考えられ る.し かし木材価格 ・労賃 ・その他の物価は絶えず変動 し,従 って収

支は材積収穫 が年々均等な場合で も一定でなく,逆 にいえば年々の金員総収穫 または純収

穫 を等しくしようとすれば,年 々の材積収穫 を調節 しなければならない.し かもこのよう

な変動は予め予想することができず,極 めて不規則な変化をするので,そ の内容は必ずし

も収穫保続の法正林 と一致せずかつ一定なもので もない.す なわちこのような内容は絶え

ず変化するので,そ の内容を予め一一義的に定め,こ れを目標 として施業を進めることは不

可能であるから,こ こでは材積収穫 保続の法正林について考察を進めたい.

高次抽象的概念 としての法正林 とは,所 与の生産諸条件の下において最高度に合目的々

な質 と量 とを もつ林分であると認識 され,ま た抽象的概念 としては,完 全に整序され与 え

られた経営目的に最 もよく適合 させられた状態をもつ ものであるといえよ う.

しかして法正状態の第一の基礎 としては,

1)土 地が最 もよい状態にあ り,ま た最 もよく保護 されていること。

2)林 分が環境的にまた経営的に最 もよく構i成されていること.

3)林 分の更新及び保育が環境 によく適合 しまた効果があるように組織されていること.

4)外 敵による生産過程の脅威に対 して,保 護組織がよく整えられていること.

5)林 内の交通運搬施設がよく整えられていること.

などがあげられ る.次 に,第2の 基礎 としては,Hundeshagen46)が 主張したところの法

正状態が保続的収穫 統制の意味において成立する.す なわち現実的法正林は,

1)最 もよい経済的組織.

2)最 もよい技術的組織.

3)保 続的収穫 統制の法正状態(法 正令級あるいは法正令階の分配及び配置).

によって存在するのである.こ の基礎条件が達成されるためには,吉 田39)が指摘するよ

うに,あ る程度の大規模経営でなければな らない.

しかるに竹林について考察するに,第1の 基礎はその一般的な成立環境か らみて,樹 林

の場合よりも実現の可能性が大きく,第2の 基礎にいたっては竹林の本質的性質に一致 し,

しか も樹林のごとき大面積を必要 とせず して,現 実的法正林を基準とする生産組織の効果

が期待できるものである.従 って竹林に対する法正林研究の価値は閑却できない ものと認

められるのであるが,従 来竹林についての法正状態研究は全 く行われていない.竹 林には

樹林 と著しく異なる多 くの特性が存在するので,前 記各章の研究に基いて,竹 材を生産す

るマダケ林を対象とした竹林の法正状態を考察せん とす るものである.

ii)竹 林の法正状態の概念

一般に森林経理における法正状態は,次 の4要 件を達成せ られるものとされている.



① 法正令級分配

② 法正林分配置

③ 法 正 蓄 積

④ 法 正 成 長 量

この うち,(1)は 伐期にいたるまでの各年令の林分または樹木が同面積つつ存在すること

によって成立し,② は各林分の位置的配置の合理性によって成立する.ま た③わよび④ は

④および②の要件が満足 された森林における蓄積ならびにその成長量である.

竹林における材積収穫 保続の法正状態 とは,全 林面にわたって伐期にいたるまでの各令

階の立竹が散在的に混交する竹林*に おいて,伐 期に達した立竹 を年々伐採収穫 するよう

に作業するものをその基本的形式 とする.し かるに竹林は,樹 林に比 して伐期が著しく短

いに もかかわ らず,伐 採即更新をその特性 とするため,伐 採形式 としては,(1)連 年伐採.

②隔年伐採.③3年 ごと伐採.④ 伐期ごと伐採などが考えられる.そ こでまず各伐採形式

についての一林分の法正状態の可能性を検討 しなければならない.

i)連 年伐採形式

この形式は一林分において,伐 期に達した立竹を年々冬期間に伐採し,翌 春の新竹発生

によって収穫 保続をはからんとするものである.い まこの形式の典型的な作業法 として連

年択伐法をとり,伐 期令5年 としてその模式図を示す と,第80図 の通 りとなる.

第80図

竹林は普通小面積で経営 されるものが多いので,こ のような簡単な形式は小面積の場合

の基準 となる.こ の形式は一定の伐期令を定めて,毎 年伐期に達 した立竹を主体 として伐

採するものであるから,連 年発筍する竹林の本質上最 も合理的である.し かしこの方式を

大面積の竹林に適用することは,年 々の施業範囲が広汎 となるための困難性のほか,新 竹

発生の豊凶性に伴 う収穫保続上の欠陥は避けられない.

ii)隔 年伐採形式

以上の自然的性質 と施業的欠陥の調和をはかる方法 として,全林を2個 以上の区域(択伐

区)に 分け,毎年その1個 所あてを択伐施業し,2～ 数年目ごとに再び同一個所に回帰する

作業法が成立するであろう.こ の伐採周期1=1で あれば全林において毎年伐採す ること

になるが,1=2で あれば隔年択伐,1=3で あれば3年 目ごと択伐 となり,1=A(伐 期

火竹林の施業的特性

④ 新植費でな く,保 育投資 を主 とす ること.

② 伐採即更新で,休 閑期がない こと.

③ 伐期が短 く,資 本 の回転が早い こと.

④ 従 って法正林の研究上,令 級概念 を必要 としないこ と.



令)で あれば皆伐作業 となる.す なわち一般に伐採 周期が大きくなるほど竹林作業の本質

を遠 ざかるものである.

2年 の伐採周期を設けて,択 伐区を循環伐採す る方式は,連 年発筍する竹林の本質には

完全に一致 しないが,発 筍の豊凶性に基 く連年収穫 の保続不均等を解消することが可能に

なるとともに,大 規模経営の竹林施業に適合し,収 益上有利と認められる.い まこの形式

に属する隔年択伐法式の法正状態を模式的に示すと,第81図 の通 りとなる.

第81図

iii)3年 ごと伐採形式

前記2)に おいて伐区を3の 整数倍 とすることにより,伐 採周期を3年 として回帰伐採す

る形式である.そ の典型的な作業法は3年 ごと択伐法であって,そ の法正状態を模式的に

示 したものが第82図 である.

第82図

3年 ごと択伐法は,年 々の施業区域面積を制限する点で,施 業上からは前記の隔年方式

に勝るが,法 正状態実現の可能性か ら考察すると,新 竹発生の豊凶性に基 く収穫量の均一

化に欠陥があ り,か つ区域的に強度伐採に伴 う恢復上の不安及び林分の外的被害に対する

危険が存在する.こ の方式 と同一範疇に属する連進帯状残伐作業法について も,上 記の得

失はほぼ同様である.

この伐採形式の範疇に属する竹林作業法 としては,以 上のほか交互帯状残伐法(A=5

年で1～2年 生竹残存残伐法,A=4年 で1年 生竹残存残伐法な ど)が あげられる.

iii)法 正状態の内容

竹林作業における法正状態の内容は,次 の通 りである.



i)法 正令階分配

第83図 は,樹 林の皆伐及び択伐高林の基本的法正令級分配を模式的に図示 したものであ

第83図

皆 伐 高 林 択 伐 高 林

皆伐の場合には令級が大 きくなるに従 っ

て成立本数が次第に減少するが,択 伐の場

合には直径級が大 きくなるに従って成立本

数が次第に減少す る形を とるのが特徴であ

る.し かるに竹林においては成長経過が樹

林 と全 くその趣 きを異にし,林 分内に1年

生竹から伐期令までの立竹が混交成立する.

短伐期のため令級を設 ける必要がなく,令

階区分のみで十分である.連 年成長量は新

竹成長量であって,発 筍の豊凶隔年のため

令階別立竹本数は波状に増減する.よ って

法正令階分配を立竹本数で表示すると,第83図 の通 りとな り,豊 年次別あるいは凶年次別

の立竹本数は等しいとみなされるから,豊 凶2ケ 年分を一括した立竹本数 も等しくなる.

次に竹林の各作業法における法正令階分配を検討しよう.

(i)連 年伐採の形式

秋季すなわち新竹の発生直後か ら,伐 採直前にいたる期間の令階は,

1・2・3・ … ・〃-1・n年 都合n個.

春季すなわち伐採直後か ら,新 竹発生直前にかけては,

1・2・3・ … ・n-1年 都合n-1個.

樹林における択伐林においては,更 新樹に被圧時代があるために,林 分の法正令級分配

を論ず る根拠が少な く,そ の必要性に疑問があるが,竹 林においては上記の令階分配か ら

明らかなごとく,休 閑期のない場合の皆伐高林作業における法正令級分配 と同一・範疇に属

する、しかもこの令階分配関係は,竹 林の連年択伐法において竹林の特性上必然的に形成

されるものであ り,従 って竹林の保続作業における基本的な令階分配形式である.

(ii)隔 年伐採の形式

竹林を2伐 区またはその整数倍に分け,そ の各伐区を交互に1年 おきに択伐する形式を

基本 とする.そ の1伐 区面についてみるときは,伐 採直前は連年択伐の場合と同様に,



1・2・3・ … ・n-1・ η年 の 令 階 が 存 在 し,伐 採 直 後 は1・2・ … ・n-2年,そ の

翌 年 に は1・2・ … ・n-1年 の令 階 の 立 竹 が 存 在 す る。 す な わ ち豊 凶 各 年 の成 長 量 を 合

計 して 伐 採 量 の 均 等 性 を充 す た め に2年 の伐 採 周 期 概 念 を適 用 す る もの で あ る.

1)広 地 隔 年 択 伐 作 業 法

この 伐 採 形 式 の代 表 的 な もの で,竹 林 を2伐 区 に分 け,1伐 区 につ い て は 隔年 ご とに2

年 分 の 成 長 量 を伐 採 す る.従 っ て伐 期 令 を η年 と し,1伐 区 に つ い て の令 階 分 配 を み る と,

伐 採 直 前 は1・2・3・ … ・n年 で,伐 採 直 後 は1・2・3。 … ・n-2年 とな り,他 の

伐 区 で は1・2・3・ … ・n-1年 とな る.

2)交 互 帯 状 隔年 択 伐 作 業 法

こ の場 合 に つ い て も,上 記 の関 係 は 同 様 で あ る.す なわ ち伐 採 直 前 は一 方 の帯 は1・2

・3・ … ・n年 で,他 方 の帯 は1・2・3・ … ・n-1年 とな り,伐 採 直 後 は一 方 の 帯 は

1・2・3・ … ・n-2年 とな り,他 方 の帯 は1・2・3・ … ・n-1年 とな る.

従 っ て,こ の 形 が 連 年 交 互 に もた らされ る こ と とな る.

(iii)3年 ご との 伐 採 形 式

竹 林 を3伐 区 ま た は そ の整 数倍 に 分 け,1伐 区 に つ い て は1=3年 とし て 回帰 伐 採 す る

形 式 の もの で あ る.従 って1伐 区 面 の 令 階 分 配 は,次 の 通 り とな る.

伐 採 直 前1・2・3・ … ・n年

伐 採 直 後1・2・3・ … ・n-3年

伐 採 翌 年 春1・2・3・ … ・n-2年

伐 採 翌 々年 春1・2・3・ … ・n-1年

伐 採 翌 々年 秋1・2・3・ … ・n年

1)3年 ご と択 伐 作 業 法

い ま伐 期 令 をn年 と して 第1の 伐 区 に お け る令 階 分配 をみ る と,伐 採 直 前 は1・2・3

…n年 で
,伐 採 直 後 は1・2・3・ … ・n-3年 とな る.

第2の 伐 区 に お い て は1・2・3・ … ・n-1年 で,第3の 伐 区 に お い て は1・2・3

・… ・n-2年 とな る.

2)連 進 帯 状1・2・3年 生竹 残存 残 伐 作 業 法

伐 採 直 前 は,一 方 の帯 は1・2・3・ … ・n年 とな り,次 の帯 は1・2・3・ … ・ 〃-

1年 とな り,そ の 次 の 帯 は1・2・3・ … ・n-2年 とな る.

伐 採 直 後 は,一 方 の帯 は1・2・3・ … ・n-3年 とな り,次 の帯 は1・2・3・ … ・

〃-1年 で,そ の 次 の帯 は1・2・3・ ・…n-2年 とな る.

この形 が 連 年繰 返 え され て令 階 分 配 は全 く維 持 され るの で あ る.

3)交 互 帯 状 残 伐 作 業 法

(1)交 互 帯 状1～2年 生竹 残 存 残 伐 作 業 法

伐 期 令5年 の 場 合 を例 に と る と,伐 採 直 前 の 第1帯 区 は1・2・3・4・5年 で,伐 採

直 前 の 第2帯 区 は1・2・3～4年,伐 採 直 後 の 第1帯 区 は1・2年 とな るが,第2帯 区

は伐 採 直 前 の ま ま で あ る.

② 交 互 帯 状1年 生竹 残 存 残 伐 作 業 法

伐 期 令5年 の 場 合 を例 に とる と,伐 採 直 前 の 第1帯 区 は1・2・3・4・5年 で,伐 採



直前の第2帯 区は1・2～3年 で,伐 採直後の第1帯 区は1年 となるが,第2帯 区は伐採

直前のままである.

(iv)4年 目以上ごと伐採形式

これは竹林の伐採形式 としては特殊の場合に限 られ,皆 伐法ないしこれに類似の作業法

に属する.

竹林を4伐 区以上またはその整数倍に分 け,1伐 区については1=4年 以上 として回帰

伐採する形式の ものである.従 って1伐 区面の令階分配は,次 の通 りである.(n=4年

以上 とする場合)

伐 採 直 前1・2・ … ・n年

伐 採 直 後1・2・ … ・n-4年

伐 採 翌 年 夏1・2・ … ・n-3年

伐 採 翌 々 年 夏1・2・ … ・ 〃-2年

伐 採 後3年 目 夏1・2・ … ・n-1年

伐 採 後4年 目 夏1・2・ … ・n年

1)交 互帯状皆伐作業法

伐期令6年 とする場合には伐採直前の第1帯 区は1・2・3・4・5・6年 とな り,第

2帯 区は1・2・3年 となる.

伐採直後は,第1帯 区は0年 とな り,第2帯 区は1・2・3年 となる.こ の形が繰返 え

されて令階分配は全 く維持される.'

2)連 進帯状1年 生竹残存残伐作業法

伐期令5年 とする場合には伐採直前の第1帯 区では1・2・3・4・5年 とな り,第2

帯区は1・2・3・4年 となり,第3帯 区では1・2・3年 で,第4帯 区では1・2年 と

なる.

伐採直後は,第1帯 区では1年 とな り,第2帯 区以下各帯区は従前のままである.こ の

形が連年繰返 えされて,令 階分配は全 く維持されるのである.

ii)法 正林分配置

法正林分配置 とは,一 般的にいえば各林分が立木竹の利用 ・保護 ・更新に関 して適当に

配置せられていることをい う.

この要件は,材 積収穫 の厳正保続を実現するに当っての基本的なものであるが,法 正令

階分配ほど直接的な ものではな く,ま た数量的に簡明に示めされるもので もない.主 とし

て収穫 を維持し,収穫 を収めるに当って支障がないようにするために必要な要件であって,

間接的消極的要件であり純然たる質的要件 とい うべきものである.

皆伐高林作業における法正林分配置の内容を示す と,次 の通 りである.

1)各 令階の林分は,そ れが伐採され る際に,伐 採木の搬出に何等の支障もないよ うに配

置 されていること.

2)一 林分を伐採 した際に,残 存隣…接林分に危害を与えることのないように配置されてい

ること.

3)林 分の更新が安全かつ容易なように配置 されていること.

このよ うな配慮がなされた林分配置を法正林分配置 というのであるが,実 際上は一つの



要件からみれば法正で も,他 の要件か らみれば法正でない場合がある.こ のような際には

その森林にとって最 も重要な要件によって,法 正状態にあるか否かを判断決定するほかあ

るまい.

以上の樹林における法正林分配置を,竹 林に対応せしめて分析 してみよう.こ の場合

小面積の竹林 に適合する連年択伐法については,林 分配置を考慮する余地がないので,こ

れを除外し,そ の他の作業法について一般的な考察を試みることとする.ま ず竹林の特性

中,法 正林分配置関係要素を検討すると,次 の各項に要約されよう.

① 利用上:竹 林では林分中に混生する合目的性立竹のみを伐竹するものであるが,立

竹 は直径に対する竹高 ・枝下高の比率が著しく大きく,樹 木に比しその形状が細長い

ため,伐 採搬出上幾多の支障があ り,こ れを合理的にするための林分配置の考慮は経

営上重要である.

② 保護上:樹 木 と異な り,竹稈 の節間部が中空であること,竹稈 胸高断面積に対する

竹冠 占有面積の比率が大 きいこと,地 下茎はおおむね地表面に近 く伸長して根が浅い

こと,竹稈 基部の毛根は根張 りが弱小であること,新 竹は発筍後数10口 にして成竹 と

同じ高さとな り成長中の動揺は正常な成長に大 きな障害 となること,な どのために風

雪害に対する危険が極めて大 きい.

③ 更新上:樹 林におけるごとき天然下種更新または更新樹保護のための考慮は必要な

いが,地 下茎天然更新によって各伐区 ともに年々発筍し,し か も短期間に成長を終る

ため,そ の期間のみについては更新上の考慮を要する.

次に竹林の各作業法における法正林分配置を検討しよう.

(i)連 年伐採の形式

この伐採形式に属する連年択伐作業法の竹林は,林 冠が常にほとん ど鬱閉し,土 地保全

・地力維持上有利であり,風 雪害その他の外的被害に対する抵抗性が大 きいから,法 正林

分配置上の基礎的要件 としては,原 則的に伐採搬出上の合理性のみが問題 となる.し かる

に連年択伐法では,毎 年竹林の全域にわたって伐竹搬出せ られるか ら,こ の要件のために

林分配置を考慮する余地 は全 くないといえよう.し かしこの作業法の欠点は,伐 出作業の

際に残存立竹に損傷を与 える危険があること,な らびに伐出功程の低下することにあるか

ら,合 理的な搬出路の設備が最 も重要である.林 縁の保護構造は,竹 林の竹冠構成の特性

上必要 と考えられるか ら,大 面積の竹林においては林縁ならびに林内搬出路に沿い耐風性

樹種の林衣保護構造 を造成することが望ましい.

(ii)隔 年伐採の形式

1)広 地隔年択伐作業法

単位面積か らの1回 当 りの収穫量が連年択伐法に比して大 きいので,立 地条件によって

は林冠鬱閉 の疎開による風雪害などの不安を伴 う場合がある.よ ってこの場合には,林 分

配置について次の考慮を必要とする.

① 暴風 ・寒害などの被害に対しては,林 縁に保護樹帯を要する.



② 伐出の際に,何 等の支障 もないようにするため,搬 出路までの距離をできる限 り短

くするよ うに配置する.

2)交 互帯状隔年択伐作業法

本法の特色は,広 地隔年択伐法に交互帯状皆伐法の利点を加味したもので,竹 材の伐出

及び竹林保護ならびに更新上の観点から,土 地の傾斜または風向を考慮して竹林 を帯状に

区分し,相 隣接する帯区を交互に隔年択伐する方法である.

広地隔年択伐法に比して伐区面積が小 さく,次 の考察によ り巾の狭い帯状の択伐区が交

互に配列される.

① 林縁に,保 護樹帯を設ける.

② 帯状伐区の方向及び幅員を,暴 風 ・寒風 ・冠雪 ・皮焼けなどの被害から保護される

ように決める.

③ 帯状伐区の幅員を,地 下茎更新が完全に行われるように決める.

④ 伐出作業を有利ならしめるため,帯 区の方向 と林地の傾斜方向を一致せしめるとと

もに,合 理的搬出路を設ける.

(iii)3年 目ごと伐採形式

1)3伐 区式広地択伐作業法

竹林を3伐 区またはその整数倍に分 け,1伐 区については1=3年 として回帰伐採する

形式のものである.伐 期に際し幼令立竹を母竹 として伐 り残すため,伐 採による鬱閉の破

壊は著 しい.こ のような急激な疎開によって幼令竹が散状に残 されるため,風 雪害その他

の被害に対する危険がある.従 ってこのような作業法は,合 理的な竹林作業法 としての範

疇から逸脱 した もの といえよう.

伐出作業において,残 存立竹に損傷を与える危険性は,連 年択伐法や隔年択伐法より少

ないが,風 雪害その他の被害に対する危険は大きく,林 分配置については次の考慮が要求

せられる.

① 林縁に,保 護樹帯 を設ける.

② 被害保護上,伐 区面積を小 さくするとともに伐採順序を考慮する.

③ 地下茎更新の安全上,残 存母竹の保護を考慮するとともに伐区面積を小さくする.



(4)伐 出 作 業 を有 利 な らし め るた め,搬 出路 の 配 置 を考 慮 して 伐 区 を決 め る.

2)連 進帯状残伐作業法

本法は,更 新 ・保護 ・利用の観点か らi)法 の欠点を補わん として案出されたもので,

伐採帯の新竹発生は残存母竹及び片側に隣接する保残帯の地下茎によって助長せられ,片

側の隣接保残帯による保護作用 も期待できる.

現実的には,輪 伐期5年 の場合における1～2年 生竹残存な らびに輪伐期4年 の場合に

おける1年 生竹残存の連進帯状残伐作業法は,3年 目ごと伐採形式の範疇に属するもので,

林分配置については,次 の考慮が必要である.

① 林縁に,保 護樹帯を設 ける.

② 被害保護上の見地か ら,伐 区の配列及び伐採進行方向を決める.

③ 地下茎更新及び新竹発生上の安全性を考慮して,伐 区の幅員を決める.

④ 伐出作業合理化のため,帯 区の方向と林地の傾斜方向を一致せしめるとともに,搬

出路 との関係を考慮 して伐区を決定する.

3)交 互帯状残伐作業法

本法はii)法 の欠点を 補わん として 案出された もので,両 側に隣接する保残帯によっ

て保護作用を期待するとともに,残 存母竹 とともに新竹の発生を助長せん とするものであ

る.巾 の狭い帯状伐区によって,一 定の伐採周期によ り,隣 接帯区が交互に残伐せ られる

もので,林 分配置上の考慮はおおむね交互帯状隔年択伐作業法 と同様である.

(iv)4年 目ごと以上伐採形式

この伐採形式の範疇に属する代表的な作業法 としては,皆 伐法や一部の残伐法がある.

本法は合理的な竹林作業法 としての性格か ら相当の距離があるので,特 殊な事情の他には

採用すべ きではない.

残伐法に対する法正林分配置上の基礎諸要件については前③項において詳細に記述 した

ので,本 項においては皆伐法に対する法正林分配置上の基礎的諸要件について述べよう.

皆伐法の特色として伐出に際 して母竹を損傷する惧れは全 くない.し かし土地が急激に裸

出されるため,土 壌の流亡 ・乾燥 ・雑草の繁茂などによる地力減退の危険がある.ま た皆

伐跡地には年々新竹が発生するが,新 竹は量的質的に恢復が困難であり,こ れが鬱閉 する



までは毎年風雪害その他の被害に対する危険がある.

以上の危険性をできる限 り排除せん として案出された作業法が連進帯状皆伐法であ り,

交互帯状皆伐法である.従 ってこの種の皆伐作業法に対する林分配置上の要件は,そ れぞ

れ連進帯状残伐法及び交互帯状残伐法の場合と同様である.

iii)法 正 蓄 積

法正蓄積は,令 階分配 と林分配置が法正状態にある竹林の蓄積をいう.従 って各林分は,

それぞれに課せ られた竹令を最高 とし,1年 を最低 とする各令階別の材積分配が適正であ

ること,全 竹林 としての成長量が最大で,そ の蓄積が量 においても質において も最適状態

にあることを条件 とし,最 大の価値生産が期待されるものでなければならない.し か も個

々の林分におけるこのような蓄積の具体的太さ及び内容は,こ れ らを予め想定 し計算的に

定めることは困難であ り,施 業上常に未知数であって,た だ個々の場合において長年の間

の経験によって帰納的に知 りうべきものである.す なわち樹林のいわゆる法正蓄積 とは次

の諸点において異な り,対 立的なものである.

1)皆 伐高林作業では,令 級分配 と林分配置を基礎 とするのに対 して,択 伐高林作業で

は年令概念を排除 して直径分配関係 と適当な蓄積の大いさ及び最高の成長率をその要件 と

する.し かるに竹林作業種では,作 業法の如何を問わず,各 林分は異令林をなし,直 径分

配 と年令分配の間には相関がないに もかかわらず,同 一林面における各令階別材積は区分

可能である.従 って竹林の法正蓄積は樹林における皆伐法の場合と同様に,令 階分配を基

礎において考慮する必要がある.

2)樹 林の令階別材積は,一 般に年令の増加に伴って増大するが,竹 林は短期間の成長

期を除 けば常に一・定である.す なわち竹林は新竹発生量に豊凶性があるため,令 階別材積

は全竹林たると一林分たるとを問わず,常 に豊年 と凶年の場合の令階別材積が交互にあら

われ,年 令の増加に伴 う令階別材積の増加は認められない.従 って竹林の法正蓄積は,地

位及び施業法に概括された適正伐期令の下に,そ れぞれ一定量を示すものと認められる.

すなわち竹林の法正蓄積は,地 位 と施業法の組合せによる表示が可能である13)40).

3)樹 林の法正蓄積は,作 業法によって異なるのであるが,竹 林の法正蓄積は作業法の

如何に拘 らず一定 とみなしうる.す なわち竹林作業級における法正蓄積は,常 に連年択伐

作業級の法正蓄積に等 しい.た だし作業法の相違により,竹 林を構成する各林分(伐 区)

ごとの令階別材積は異なるものである.

以上の特性に基 く竹林の法正蓄積を示す と,そ の 大いさは1年 内の季節に よって異な

る.す なわち新竹の成長完了直後から伐採直前にかけて多 く,伐 採直後か ら発筍直前にお

いて最 も少 なく,新 竹発生期間中は上記の中間の大きさにあって連 日変移する.

次に竹林作業級 としての法正蓄積をあらわすため,作 業級 と林分の令階別材積配分が全

く等しい連年択伐作業法について考察 しよう.

いま林分の各令階の材積を㎝・・㎝2・㎝3・ … ・Mhと すれば,

(1)伐 採直前の蓄積は,

VNH=㎝1+㎝2+… ㎝h-1+㎝hと なり,

② 伐採直後の蓄積は,

VIVF=Ml十 ㎝2十…十Mh-1と なる.



な お(1)と ② の 中 間 い わ ゆ る成 長 中 は第fi章 に述 べ た 通 りRobertson式 に よ るS型 総 成

長 曲線 を 描 く もの で,

⑨ 成 長 中 の 蓄 積 は,

VATS'=㎝1十 ㎝2十 … 十Mh-1十Za*で 示 し う る.

次 に法 正 状 態 の竹 林 に お け る新 竹 発 生 量 が,豊 年 次 と凶 年 次 に よ っ て そ れ ぞ れ 一 定 量 を

示 し,か つ豊 凶年 が 交互 に あ らわ れ る もの とす れ ば,

㎝1=㎝3…>M2;㎝4=… とな る.

従 っ て上 記 の 法正 蓄 積 は そ れ ぞ れ 次 の ご と く示 す こ とが で き る.

VrVH=2(㎝ ・+㎝ ・)

v・VF=2-(㎝ ・+㎝ ・)一 ㎝h

VN・ 一 号(㎝ ・+㎝ ・)一 ㎝ ・+Za

この よ うに竹 林 にお け る 法正 作業 級 の 法 正 蓄 積 は,連 年 択 伐 作 業 法 の法 正 蓄 積 と同 じで

あ って,連 年 択 伐 作 業 法 が 法正 林 蓄 積 の 基 本 とな る。

次 に各 作 業 法 にお け る一 林 分 の蓄 積 状 態 に つ い て 述 べ る と,次 の 通 りで あ る.

(i)連 年 択 伐 の 場 合

作 業 級 が1林 分 とみ な し うるの で,林 分 の 法正 蓄 積状 態 は 前 記 作 業 級 の 場 合 と同様 で あ

る.

(ii)隔 年 択 伐 の 場 合

1)広 地 隔 年 択 伐

① 伐 採 直 前 の蓄 積 は,

VNH=㎝1+㎝2+…+㎝h.1+㎝h

② 伐採 直 後 の 蓄 積 は,

VIVF=㎝1十 ㎝2十'"十 ㎝ん一2

③ 伐 採 後 第1年 目の 成 長 中 の蓄 積 は,

Vrvs=㎝1十 ㎝2+… 十mh-2十Z。 とな る.

而 し て・1伐 採 周期 経 過 した2年 後 に は また,上 記 の よ うな形 とな る.

2)交 二々帯 状 隔 年 択 伐 の 場 合

(1)伐 採 直 前 の 蓄 積 は,一 方 の 帯 は

VrVH=㎝1+㎝2+…+M -h1+Mh

② 伐 採 直 後 の 蓄 積 は,

VA・F=㎝1+㎝2+…+㎝h-2

③ 成 長 中 の蓄 積 は,

VNS=㎝1+㎝2+…+mh -1+Z。 で あ る.

ま た他 方 の帯 は,

VA'H-VA・F=㎝1+㎝2+…+Mh -2+Mh ,1で あ る.

そ の 成 長 中 の 蓄 積 は,

Vrvs=M1十 ㎝2十 … →一㎝h .-2升Zaと な る.

*た だ し
,Zaは 竹林の発筍開始 よ りα日経過後の成長量 を示す .



この形 を交 五に 繰 返 す もの で あ り,位 置 的 に は1周 期経 過 した2年 後 には また,上 記 の

よ うな 形 とな る.

(iii)3年 ご と伐 採 の 場 合

1)3伐 区 式3年 ご と伐 採 の 場 合

① 伐 採 直 前 の蓄 積 は,

第1伐 区 で はVsw=㎝ 、+㎝2+㎝3+…+㎝h

第2伐 区 で はVNH=㎝1+㎝2+㎝3+…+㎝h.1

第3伐 区 で はVva=㎝1+㎝2+M3+…+㎝h-2

で あ る.

② 伐 採 直 後 の蓄 積 は,

第1伐 区 で はVIVF=㎝1+M2+…+㎝h-3

第2・ 第3伐 区 は そ れ ぞ れ 伐 採 直 前 の蓄 積 を示 す.

③ 成 長 中 の蓄 積 は,

第1伐 区 で はVNS=㎝1+㎝2+…+Mh-1+Za

第2伐 区 で はVNS=㎝1+㎝2+…+Mn-2+Za

第3伐 区 で はVivs=M1+㎝2+…+Mh.3→-Za

で あ る.

この形 を 毎年 繰返 す もの で,位 置 的 に は1周 期 経 過 した3年 後 に は ま た,上 記 の よ うな

形 とな る.

2)連 進 帯 状1・2・3年 生 竹 残 存 残 伐 の 場 合

① 伐 採 直 前 の 蓄 積 は,一 方 の帯 は

夢/NH=㎝1十 ㎝29一㎝3十 。。●→一㎝h

次 の帯 は

VrVH=㎝1十 ㎝2十 ㎝3十 … 十㎝ん一1

そ の 次 の帯 は

VNH=㎝1十 ㎝2十 ㎝3… 十㎝h.2と な る.

② 伐 採 直 後 の蓄 積 は,一 方 の帯 は

VIVF=㎝1+㎝2+…+㎝h-3と な り

次 の帯 は

VINIF=㎝1十 ㎝2十 … 十㎝ ん一1

そ の 次 の 帯 は

VIVF=㎝1十M2十 … 十Mh-2と な る.

③ 成 長 中 の 蓄 積 は,一 方 の帯 は

Vrvs=㎝1+M2+…+㎝h-1+Za

次 の 帯 は

Vrvs=㎝1十 ㎝2十 … 十Mh-2十Za

そ の 次 の帯 は

Vrvs=Ml十 ㎝2十 … 十mh-3十Z。 とな る.

この形 を 毎 年 繰 返 す もの で,位 置 的 に は1周 期経 過 した3年 後 には,ま た 上 記 の よ うな

形 とな る.

3)① 交 互 帯 状1～2年 生 竹 残存 残 伐 の 場 合



(1)伐 採 直 前 の蓄 積 は,一 方 の 帯 は

VハH=・M1+㎝2+… 十Mh.1+㎝h

他 方 の 帯 は

VA・H=M1+M2+…+㎝h-2で あ る.

② 伐 採 直 後 の 蓄 積 は,一 方 の帯 は

VIVF=㎝1十 ㎝2

他 方 の 帯 は

VIVF=㎝1+㎝2+…+Mh.2で あ る.

③ 成 長 中 の 蓄 積 は,一 方 の帯 は

VNS=㎝1十 ㎝2十 … 十㎝ん一1十Z、

他 方 の帯 は

VNS=㎝1十 ㎝2+…+㎝h-3十Zaと な る.

この形 を3年 ご と に繰 り返 す もので,位 置 的 に は1周 期経 過 した3年 後 には また,上 記

の よ うな 形 とな る.

3)② 交 互 帯 状1年 生 竹 残 存 残 伐 の 場 合

① 伐 採 直 前 の蓄 積 は,一 方 の 帯 で は

匹/ⅣH二㎝1→一㎝2十 一・・十㎝」㌧

他 の帯 で は

VA・H=㎝1+㎝2(あ るい は+㎝3)と な る、

② 伐 採 直 後 の 蓄 積 は,一 方 の帯 で は

VAiF=㎝1と な り,

他 方 の 帯 は伐 採 前 の蓄 積 と同 じで あ る.

③ 成 長 中 の蓄積 は一 方 の帯 で は

V「VS=Ml+M2+…+Mh-1+-Zaと な り,

他 方 の帯 で は

VNS=Mi十M2十 … 十Mh-(2..・3)十Zaと な る.

(iv)4年 目以 上 ご と伐 採 の 場 合

1)交 互 帯 状 皆 伐 の 場 合

伐 期令4年 以 上 の 場 合 に は4年 目以 上 ご との 伐 採 とな り,次 の式 で示 し うる.

① 伐採 直 前 の 蓄 積 は,一 方 の 帯 で は

γNH=㎝1十 ㎝2十 … 十Mhと な り,

次 の帯 は

VrVH=Ml+㎝2と な り,

② 伐 採 直 後 の蓄 積 は,一 方 の 帯 で は0と な り,次 の帯 は伐 採 直 前 の蓄 積 と同 じで あ る.

③ 成 長 中 の蓄 積 は,一 方 の 帯 で は

V「vs=㎝i一 トM2+…+mh-1十Z。 とな り,

次 の帯 は

VNS=㎝1十M2十Zaと な る.

2)連 進 帯 状1年 生 竹 残 存 残 伐 の 場 合

伐 期 令 が5年 以 上 の 場 合 には4年 目以 上C"と の 伐 採 周 期 とな り,次 の関 係 が な りた つ.



(1)伐 採 直 前 の蓄 積 は,一 方 の 帯 は

VNH=M1十 ㎝2十M3十 … 十Mh

次 の 帯 は

VNff=㎝1+㎝2+…+Mh,1

第3帯 は

VrVH=㎝1+㎝2+…+Mh-2

第4帯 は

VNH=㎝1十Mh-3と な る.

② 伐 採 直 後 の蓄 積 は,一 方 の 帯 は

VIVF=㎝1と な り,

次 の 帯 以 下 は,伐 採 直 前 の 蓄 積 の ま ま で あ る.

(3)成 長 中 の蓄 積 は,一 方 の帯 は

VNS=M1十 … 十Mh-1十Za

次 の帯 は

VNS=㎝1十 … 十㎝ん一2十Z、

第3帯 は

VNS=㎝1十 … 十㎝ん一3十Z、

第4帯 は

VNS=㎝1+… 十㎝h-4十Z、 とな る.

毎 年 この よ うな伐 採 を繰 返 し蓄 積 の 維 持 や生 産 の保 続 を は か る もの で,位 置 的 に は1周

輯経 過 し た4年 後 に は ま た,上 記 の よ うな形 とな る.

3)連 進 帯 状1～2年 生 竹 残 存 伐 採 の 場 合

伐 期 令 が6年 以 上 の場 合 に は4年 目以 上 ご との伐 採 周 期 とな り,次 の 式 で 示 し う る.

④ 伐 採 直 前 の蓄 積 は,一 方 の帯 は

VNH=㎝1十 … 十Mh

次 の 帯 は

VrVH=M1→ 一… 十Mh-1

第3の 帯 は

1/「ⅣHニ㎝1-1-。。・十㎝h_2

第4の 帯 は

VNH=㎝1+… 十㎝h-3と な る.

② 伐 採 直 後 の蓄 積 は,一 方 の帯 は

VIVF=M1+㎝2と な り,

次 の 帯 以 下 は,そ れ ぞ れ伐 採 直 前 の蓄 積 の ま ま で あ る.

③ 成 長 中 の蓄 積 は,一 方 の 帯 は

71V5=㎝1十 … 十㎝ ん.1十Zα

次 の帯 は

VNS=㎝1十 … 十Mh.2+Za

第3の 帯 は



毎年このような伐採を繰返し蓄積の維持や生産の保続をはかるもので,位 置的には1周

期経過 した4年 後にはまた,上 記のような形 となる.

iv)法 正 成 長 量

法正成長量 とは,法 正令階分配 ・法正林分配置 ・法正蓄積などの基本的要件を具備する

場合に,各 林分が正常に新竹を発生する場合の新竹量の合計すなわち連年成長量合計をい

う.た だし竹林の特性上,年 々の発筍量の豊凶性 ・新竹歩留 り率 ・成長経過などの諸点に

おいて正常であることを条件 とする.

林分の法正成長量については,年 々の豊凶性は避けられないが,正 常な林分であれば豊

年次相互間の新竹量は勿論,凶 年次相互間の新竹量 もほぼ等しくなるはずであるか ら,豊

凶各年次の成長量合計の平均が一林分の法正成長量 となる.よ って法正林 としての法正成

長量は,法 正作業級における各林分の豊凶年平均の成長量の総和 となる.

ただ しZ:法 正成長量

z:各 年次の法正成長量

21・23… は豊年次の新竹量

22・z4… は凶年次 の新竹量

〃:伐 期年数

い ま 法正 蓄 積 につ い て述 べ た と同 様 に

となる.

すなわち法正竹林作業級における豊年次相互間及び凶年次相互間の新竹量はそれぞれ等

しいから,豊 凶各年次合計の平均値 も等しくなる.よ って作業級の法正成長量は豊凶各年

次新竹量合計の平均値であ り,ま た各令階の立竹合計の平均であるから,作 業級の総平均

成長量に等しい.ま た法正成長量は法正伐採量に等 しい24).法 正伐採(収穫)量 及びその

法正蓄積に対する関係をみれば,法 正伐採(収穫)量 とは法正林において法正状態を破 る

ことな く,こ とに法正蓄積を減少することなく伐採 しうる材積(ま たは法正林が持続的に

供給 しうる収穫量)で あるか ら,,法正林の使命は正にこのような法正伐採量または法正収

穫量を許容しあるいは供給することにあるとい うことができる.従 って法正伐採(収穫)

量の大きさは,法 正成長量その ものに等しい.

以上の竹林作業級における法正成長量は,合 理的な作業法である限 り,作 業法の如何を

問わず同じでなければならない.こ の点は法正面積の場合 と同様であるから,各 作業法ご

との法正成長量については考察 を省略する.



3)竹 林 施 業 法

i)序 説

以上の各章節においては,マ ダケ林に対する竹林作業級の生産組織ならびにその根拠 と

なる竹林の特性について究明したのであるが,本 項では主 としてその応用的見地から,竹

林施業法について考察する.

竹林の施業に関しては,造 林的見地あるいは栽培的見地か らの研究報告な らびに文献は

相当数にのぼっているが,生 産組織論的見地か らの報告は全 くみられない.以 下生産組織

論的見地から竹林の施業法に考察を加えるため,竹 林を小面積経営 と大面積経営 とに分け

て述べることとする.

ii竹 林 施 業 法

i)小 面積の竹林施業法

小面積の竹林を集約に施業する場合には,連 年伐期令に達 した立竹 を主体 として収穫 す

る連年択伐法または隔年択伐法の適用を理想 とする.特に連年択伐法は,土地及び新竹 ・若

竹 に対する保護が完全であ り,竹冠は常にほ とんど鬱閉 し,空地を生ずることがあって も極

めて小さくかつ散在するにす ぎない.ゆ えに地力の維持は勿論,土 砂の流亡阻止,雑 草の

繁茂抑制,気 象上の諸害に対する保護などの機能は,他 の伐採法に比して優れている.ま

た単位面積当 りの母竹数が多 く,林 冠 もよく発達するため,新 竹の生育及び更新上か らも

良好な成果が期待され,大 径竹生産に適 し,連 年持続的生産を小面積の竹林からあげうる

ので,小 面積の竹林施業法 として適する.

従って,集 約な連年択伐法による竹林は単位面積当りの年平均生産竹材量が多 く,完 満

通直で節低 く節間長の長い良質材が えられ,他 の伐採法よりも質 ・量 ともに優れ,ま た地

下茎天然更新の生理生態上か らも,合 自然性法則に合致するものといえよう.こ のような

作業法による集約な小面積竹林の施業法は次の通 りである.

(i)更 新 伐

林分中よ り散状に少数の立竹を選んで伐採利用し,そ の伐採跡の小空地 に発生する筍に

よって更新をはかる方法で,単 位面積当 りの1回 の伐採量は他の方法に比 して少ない.伐

採竹選定の考 え方によって,利 用主義 ・年令主義 ・保育主義にわけられるが,連 年択伐法

の理想 としては保育主義の択伐によるべきである.す なわち更新伐は伐期令に達 した立竹

の伐採を原則とし,こ れに対 して次のごとき考慮の下に伐採竹の選定を行 う.

1)伐 期令以上の立竹中残存すべきもの

④ その地下茎か ら良質の新竹がさかんに発生する見込のある母竹.

② その伐採によって優良若竹 に損傷を与 える危険の大きい もの.

③ 空地の周囲及び林縁にあって林分の保護強化のため必要 とす るもの.

④ その他,林 地の保護ならびに新竹及び母竹の保護育成上必要 とするもの.

2)伐 期令以下の立竹中伐採すべ きもの

(1)損 傷竹 ・病竹 ・その他形質の特に不良な もの.

② 隣接竹の伐採によって風雪害その他の被害をうける危険の大 きいもの.

③ 伐採によって林相を整正し,優 良新竹の発生を促進する見込のあるもの.

④ 生産の対象 とならない小径竹で,速 かに除伐すべ きもの。



以上によって選定した立竹は,伐 採後の地下茎更新ならびに伐採竹利用の見地か ら,最

も適当な季節に伐採しなければならない.す なわち更新伐の適期は,生 活機能を休止する

晩秋か ら翌年早春まで と考えられる.竹稈 中に含まれる糖類が少な く材質的に も比較的安

定し,病 虫害による被害危険率 も少なく,か つ農閑期のため比較的低廉で豊富な労働力を

えやすいなどの利点が考えられるからである.こ のように更新伐の目的は,収穫 すべき竹

材の利用を考慮すると同時に,収穫 後に発生する新竹の質及び量を増大維持せしめるにあ

るが,ま た適度の鬱閉 を保持することによって竹林及び林地の保護機能を維持せしめるか

ら,そ の鬱閉 の性質は新竹の持続的更新につながるものとい うことができる.し かし竹林

の鬱閉 を適度に保つ ことは,新 竹の稈長 及び枝下高を増 し完満通直な良竹の育成を助長す

るものであるか ら,こ の点から見ると新竹の保育にもつなが るものといえよう.

(ii)保 育 手 段

竹林の更新は,無 立木地 に新規に造成する場合のほか,す べて地下茎天然更新によって

新竹の発生を期待すべ きものであるから,竹 林の施業には樹林に見られるごとき更新作業

を必要 とせず,造 林投資の大部分は保育作業に投入せ られ るものである.し かるに竹林は,

保育作業について も樹林に対す る保育 とは著しくその性質を異にする.す なわち樹林の保

育法は,林 分を構成する各立木,こ とに幼令期の立木育成に重点が注がれ るのに対し,竹

林の保育法の主体は発筍のための林地保育である.そ の主なる保育手段は地床植物の調節

・施肥 ・客士などであって,そ の目的は主 として優良新竹を発生させるための地下茎保育

ともいえるものである.こ のように竹林に対す る保育手段 と称せ られるものは,内 容的に

は新竹発生条件の整備に関するものであって,更 新のための保育法 ということができよう.

すなわち竹林の保育は竹林固有の性質に基 く手段が用い られ,保 育作業の目的は主 として

更新につなが るところに特徴が ある.

次 に竹林の保育手段について具体的に述べることとする.

1)除 草ならびに地床植物の活用

地床植物の効用としては,降 雨による表土の流亡や土壌の乾燥を防 ぎ,堅 密度を膨軟に

しうることが あげられてい る23).一 般に陽性草本は,生 活力が旺盛で地下茎の発育を妨げ

また地力を弱めるものが多 く,陰 性草本は,お おむね繁殖力が弱く,地 力の維持に有効な

ものが多い.ゆ えに地床植生を活用する施業法 としては,林 分の鬱閉 を適度ならしめるよ

うに調節 して陰性草本の発生を促し,陽 性草本の繁茂を抑制することによって,除 草費そ

の他の支出をできる限 り軽減すべきである.

除草を必要 とす る場合には,除 草 された草本を敷草 として林内に適当に撒布 し,こ れに

よって水分の蒸散を弱め,肥 土の流亡を防ぎ,腐 埴物 として林地に環元することが保育手

段 として有効である.ま た蔓茎類の繁茂は,新 竹の形質を不良ならしめ,母 竹の外部形態

を損 うので,で きる限 り取除かねばならない.

2)施 肥

前述のごとく竹林の成長量はおおむねスギ林の成長量に匹敵 し,連 年竹材を収穫 するこ

とによって多量の土壌養分を消費するものである.こ れを補給する無機質養分は土壌中の

養分のほか雨水中に含むものがあげられるが,持 続的に多量の良質竹材を生産せしめるた

めにはこれを補足するにたる肥料分の補給を必要 とする.す なわち径級の大 きい良質の新



竹 が 多 数 発 生 す るた め に は,大 径 地 下茎 が 十 分 に蔓 延 しな けれ ば な らな いが,こ の種 の地

下 茎 生成 に は 多 量 の 養 分 摂 取 が 要 求 せ られ る.そ の た め集 約 に取 扱 う竹 林 にお い て は敷 藁

草 ・塵埃 の施 用 ・客 土 な どが 古 くか ら行 わ れ,地 力 の 消耗 に 対 す る補 給 に よ っ て生 産 力 を

維 持 して い る.施 肥 に よ る増 産 の効 果 を 高 め る に は,立 地 条 件 に 対応 して3要 素 の割 合 と

そ の投 下 量 ・施 肥 時 期 な どの 考 慮 が 必 要 で あ る.ま た 補 給 す る肥 料 分 と して は,金 肥 の み

にた よ る こ とな く,堆 概 肥 ・人 糞 尿 ・藁 ・塵埃 ・山野 の 雑 草 な どで 塩 分 を 稀 薄 に した もの

を施 用 す る こ と も有 効 で あ るか ら,農 閑 期 の余 剰 自家 労 力 な らび に余 剰 材 料 を使 用 す る こ

とに よ って,生 産 費 支 出 の軽 減 を は か るべ きで あ ろ う.竹 林 に対 す る施 肥 に つ い て は 今 後

の 研 究 に ま っ と ころが 大 きい が,一 般 に適 切 な施 肥 に よ る効 果 は大 きい.筆 者 の竹 林 施 肥

試 験25)に よ る と,普 通 取 扱 い林 分 に お け る無 施 肥 竹 林 の0.1ha当 り年 平 均 生 産 量 は1.0～

1・2m3で あ る の に 対 し,適 切 な 施 肥 区 に お い て は1.5～2.0倍 の 増 産 が 可能 と認 め られ

る た め,竹 林 に 対 す る施 肥 の経 済 的 効 果 は 今 後 に期 待 す べ き もの とい え よ う.

福岡市近郊のマ ダケ試験林 において冬季に無機質粉状肥料 を施用 した場合の3要 素試 験の3力 年

問の結 果を総括す ると,次 の ことが 明 らか となった.

① 本 数

施肥区はおおむね無施肥対照区の1.2～1.3倍 の本数 をえた.窒 素肥料分が施 用 されたな らば新竹

本 数の増加 を期待で き,NPK3要 素 を施用す ると施肥 効果が著 しい.た だ し加里肥料や燐…酸肥料

分 の単 用あ るいはこれ らの混合施肥 によっては新竹本数の増加を期待す ることはむずか しい.

② 胸 高断面積合計

施肥区は1.4倍 位大 きくな りえた.か つまた窒素肥料分の肥効の大 きい ことが認 め られた.

③ 胸 高 直 径

施肥 によって,新 竹 の径級 を大 きくす ることの期 待が もたれる.特 に加里肥料分の肥効が著 しい.

④ 成 長 量

施肥 によって材積生産 力の向上が期待で き,特 に3要 素施用 によって1.4倍 程度 の増産 は容易 で

あ る.

以上か ら,同 一伐期 含による同一直径階の林分 においては同 一令階の立竹 本数の多い もの ほど地

味が良好 であると同時に,地 味良好な林分 ほど胸高断面積合計 や立竹径級が大 きいか ら,林 分の恢

復 をはか る手段 として施肥す ることは有効な手段 と判断 され る

3)客 土

新地下茎 の生 活 環 境 を 改 善 す る こ とを 目的 と して,施 用 す る もの で あ る.す な わ ち客 土

の効 用 とし て は,新地下茎 の 伸 び る 余地 を十 分 な ら しめ,土 壌 の 理 化 学 的 性 質 に好 影 響 を

与 え,地 表 の 枯 葉 ・下 草 類 を埋 め て 堆 肥 的 機 能 を発 揮 せ しめ,肥 土 の 流 亡 を防 止 す る な ど

多 くの 効 用 が あ る と解 釈 さ れ て い る23).

本 作業 に は 相 当 の 労 力 及 び費 用 を 要 す るの で,普 遍 的 に如 何 な る場 合 に も適 用 し うる も

の とは 限 らな い が,労 力 や資 材 の 入 手 が 容 易 で,経 済 効 果 の 大 きい 経 営 立 地 の竹 林 で あ れ

ば,こ れ を採 用 し て集 約 な施 業 法 の 一 手 段 とす る こ とが で きる.

客 土 の方 法 とし て は,土 壌 の 理化 学 的 性 質 の 改 善 上,林 地 が 砂 質土 で あ れ ば粘 質 土 を 厚

さ3～10cm程 度,農 閑 期 そ の 他 を利 用 して,1輪 伐 期 に1回 程 度 施 用 す る.な お 覆 土 の

際 に,古 藁 ・堆 厩 肥 そ の 他 基 肥 とな りう る肥 料 分 を施 す こ とは有 効 な方 法 と考 え られ る.



(iii)保 護 手 段

外界からの諸被害に対処する問題 としては,気 象上の害 ・病虫害 ・人畜害などがあげら

れる.こ れらの諸被害を未然に防止 しあるいは軽減す るための保護手段 としては,作 業法

と関連 した 竹林構成 上の 保護組織 とともに,周 到な 保護管理を 必要 とす る.す なわち竹

林の保護は事前予防措置 と事後処理の問題に分けることがで きる.前 者は健全な竹林を造

成する手段によって達成せ られ るもので,小 面積の集約経営にあっては,林 衣保護構造の

完備 と適正な更新伐 ・除草 ・施肥 ・客土など主 として生育環境の改善に待つ ところが大き

く,後 者は被害の早期発見 と科学的処置によるべ きものである.事 前予防措置については

すでに詳述 したので,こ こでは主 として被害の種類 とその対策について検討することとす

る.気 象上の害の主なるものには,風 害 ・雪害があり,病 虫害の主なるもの としては蔓自

然枯病 ・スス病 ・水枯病 ・朱病などの病害,ハ ジマクチバ ・コメッキムシ・タケ トラカ ミ

キ リ・マダケコバチ ・モウソウコバチ ・タケシンクイ ・ジヤノメチョウ・タケカレハ カ

イガラムシ・アブラムシなどの虫害があげられる.ま た人為的害 として盗筍 ・盗伐などが

あげられる.こ れ らについては,林 況の変兆をよく観察 して早期に適切な処置をしなけれ

ばならないが,1林 分 としての対策のみでな く,地 域協同的作業によって相当な効果をあ

げ うるもの と考 えられる.

1)気 象 上 の 害

(1)風 害

竹林では風害ことに台風の被害が大きい.強 風による被害は発筍期の新竹成長に大 きく

影響す るが,そ の他の季節においても立竹が倒伏折損すると,竹 材 としての形質の損傷の

みでなく,竹 葉に も相当の傷害を与 え,翌 年以降の発筍に著 しく悪影響を及ぼす ものであ

る.そ の防止手段 としては,本 質的には竹林立地 として風衝地は避けるべ きであるが,一

般には林衣の造成と適正な鬱閉度の保持を必要 とす る.林 衣保護構造 としては,林 縁に対

して樹冠の発達が容易で風に強い深根性の樹種による列状の保護樹帯 を設けることが必要

である.ま た適当な鬱閉 を保たせるためには,毎 年集約な保育主義の択伐を行 うべ きであ

るが,特 に風害の危険な個所においては立竹配置を考慮 して群状 あるいは複合状の群構成

を保たせることにより,相h二集団による防風能力強化をはかる必要がある.

風害竹の処理に当っては,倒 伏竹が緑葉をつけている間は残存せしめるべきである.緑

葉をつけている間は同化作用を営み,地下茎 の養分蓄積に稗益するため,翌 年以降の新竹発

生に好影響を与え,直ちに伐竹処理した場合よりも林分の恢復が早い もの と考えられる23).

② 雪 害

風害 と同称に軽視できない もので,雪 による被害状況は、ア地その他の条件によって著し

く異なる.雪 害は一般的には積雪地帯に発生 し易いが,北 九州地方でも早春の晩雪によっ

て枝条に荷重がかか り,著 しい被害をうけることが ある.特 にマダケは桿型の関係か ら冠

雪に対する抵抗力が弱いので比較的被害が大 きい.

地形的には,谷 間の傾斜地や急斜地に多 く,平 担地や緩斜地 に少なく,方 位的には北向

の立地 に多い傾向がある.立 竹密度か らみると,傾 斜地の疎立した大径竹が桿型の関係か

ら被害が大 きく,群 状または複合構成の立竹集団構成の密立地 は立竹の被害が少ない.ま

た樹木 との混交竹林では,雪 害の程度が軽い といわれているが,倒 伏する竹稈の支柱 とし



ての効用を発揮しえない場合には,か えって竹の折損を多 くすることもあるから,樹 木 と

の混交竹林では雪に対する注意が必要である.雪 質が水分の多い雪の場合には,竹 林全面

にわたって折損することが多いので,特 に注意が必要である.大 雪害跡地の新竹発生状況

は,皆 伐あるいは強度の伐採跡地のように,発 生新竹本数は著しく増加するが,径 級が著

しく綾小 となる.雪 害防止手段 としては,次 のことが考 えられ る.

① 労力を供給で きるならば,積 雪を払落す作業をする.

② 谷筋,凹 地などの傾斜面の立竹密度を幾分高めて群集団構成をはかる.

③ 急斜地では,上 方に列状に防雪林を設ける.

④ 積雪地帯では,適 当な割合で木竹混交林の造成をはかる.

2)病 害

竹の病害中,最 も普遍的にみられるものとしては,テ ングス病 ・スス病などをあげうる.

(1)テ ングス病

テングス病はマダケに最 も多くみられ,ク ロチク ・ハチク ・メダケ も犯されるが,モ ウ

ソウチクは少ない.被 害の軽い問は不利な影響 も少 ないが,そ の程度が甚だしい場合には

正常な葉を失 うために,同 化作用の機能に著しい支障を招来する.そ のため地下茎の栄養

不足を招き,発 筍に影響する.そ の他異状な成長によって生活力を消耗 され,次 第に竹林

が衰弱 し,遂 には竹の枯死を招 くにいたるものである.竹 令か らみると,3～4年 生竹以

下の若竹の被害は少ないが,5～6年 生竹以上 には本病に犯されているものが多い.

防止法 としては,伐 期令以上の老竹を残存 しないことが重要であって,集 約な保育主義

の択伐法を実行すべ きである.し かし万一罹病 した場合には,冬 季胞子の飛散しない うち

に病枝を伐 り集めて焼却する.ま た病竹が全林に及ぶときは,皆 伐して病枝を焼却すべ き

であるが,こ の場合には地域協同的作業が必要である.

② ス ス 病

竹や葉や桿に対するスス病は,同 化作業 を鈍化させ,発 筍に影響するものである.そ の

根本的な予防対策は,前 者 と同様集約な保育的伐採を繰返す ことによって健全な竹林を造

成することであるが,罹 病した場合の蔓延防止法 としては,早 期に被害枝葉や被害竹を焼

却するか,石 灰硫黄合剤の撒布 とカイガラムシ・アブラムシの駆除をすることが考えられ

る.そ の他,水 枯病 ・朱病などの被害があげられるが,一 般に 竹林の 病害に ついては,

5～6年 生竹以上の老竹は抵抗ノJが弱 く罹病 し易いので,伐 期令以上の老竹を残さないよ

うに集約な保育的連年択伐を行 うことが重要である.

3)虫 害

竹林の虫害を大別すると,筍 ・成竹の竹稈及び竹葉を喰害するものに分けられる.筍 を

喰害するものとしては,筍 の頂部か ら侵人するハジマクチバ,筍 の下部,髪 根に集まるコ

メッキな どがあげられる.そ の防止手段は,薬 剤による場合B・H・C剤,砒 酸鉛石灰 ・パ

ラデイクロルベンゼン ・二硫化炭素などが有効 とせ られ,天 敵 としてはヤドリバへ ・ヤド

リバチな どが,ま た誘蛾燈による成虫の捕殺などがあげられる.

竹稈を喰害するもの としては,タ ケ トラカミキ リ・マダケコバチ ・モウソウコバチなど

があげられる.そ の防止法 としては,羽 化成虫 となる時季にB・H・C剤 の撒布による効果

が大 きい.ま た被害竹枝の焼却 も有効 とせ られている.



竹 葉 を喰 害 す る もの と して は,ジ ヤ ノ メ チ ヨ ウ ・タケ カ レハ タケ ノ ホ ソ ク ロバ な どが

あ り,そ の防 止 法 は 前 記 と同 様 で あ る.

以 上 虫 害 の種 類 とそ の防 除 法 につ い て 述 べ た が,虫 害 対 策 の 根 本 は虫 害 を未 然 に防 ぐ施

業 法 に あ る こ とは い うま で もな い.す な わ ち常 に 旺盛 な生 活 力 に あふ れ た竹 林 を造 成 し,

これ を維 持 す る こ とが重 要 で あ って,集 約 な保 育 的伐 採 と合 理 的 保 育 を施 す こ とが 虫 害 予

防 手 段 の基 礎 で あ る とい え よ う.

4)人 畜 害

盗 筍 ・盗 伐 そ の他 の 被 害 が あ げ られ る.そ の防 止手 段 と して は,監 視 ・垣 根 造 成 ・愛 林

思 想 の普 及 な どが 考 え られ る.

以 上 小面 積 経 営 の 竹 林 に 対 す る施 業 法 に つ い て 若 干 の 考 察 を試 み た の で あ る が,こ の 種

の竹 林 は普 通0.3ha以 下 の もの で,農 業 経 営 の 一 部 分 として の農 家 林 業 的 性 格 の もの が

多 い か ら,こ れ に 対 す る労 力 は大 部 分 自家 労 働 に依 存 す る こ と とな る.従 っ て上 記 の施 業

は営 農 計 画 の一 環 と して 稼 働 力 の 均 分 を はか るべ く考 慮 しな けれ ば な らない 場 合 が 多 い.

し か し竹 林 施 業 の うち,労 働 投 下 量 の大 きな 部分 を占 め る伐 採 竹 の選 定 ・保 育 作 業 な どに

は,時 期 的 制 限 の少 な い もの が あ り,ま た伐 竹 作業 の ご と く処 分 方 法 に よ って は労 力 を他

に 転換 で き る もの もあ るの で,労 力 の繁 閑 を見 計 って 施 行 す る な らば,集 約 な施 業 に よ る

生 産 性 の 向 上 を期 待 し う る もの と認 め られ る.

小面積の竹林経営 の例 と して,京 都府乙訓郡一帯の施業法をのべ ると,次 の通 りで ある.

京都府乙訓郡一帯 の竹林 は,比 較的恵まれた自然環境 と大市場に囲まれた有利 な経済立地条件の

もとに古 くか ら育成林業的施業が営 まれ,経 済性の高い経 営が な されて,竹 林施業の技術水準 ・収

益性 な どにおいて優れてい る.こ の地方 にお ける竹林の所有規 模は極 めて小 さ く,0.3ha以 下の

所有者が70%を 占めてい る.そ のマダケ林の取扱いをみ ると,4～5年 の伐期令で回帰年1～2年

の択伐式作業が普遍化 してい る.農 閑期 を利用 して0.1ha当 り750～1125kgの 下肥 もしくは19～

38kgの 化学肥料 を適時撒布 し,そ の作業 に1～2日 を要す る.林 内には春か ら秋にか けて雑草が

繁茂す るので,毎 年 数回除草作業 を施す.し か し筍 の採取 を目的 とす る場 合以外 には,さ ほど入念

に除草作業 を施す必要はないので,そ の作業 には2～3日 を費す にす ぎない.な お従 来か ら客土が

施 されて きたが,現 今では労力 その他 の関係か ら実施せ られていない.そ の他 に管理的作業 として

の垣修理 や巡視 などを要す るが,そ の労力は さほど大 きな負担 ではない.

この よ うに,竹 材生産を対 象 とす るマダケ林に対す る単位面積 当 りの労力投入量は農業 部門に比

して著 しく小 さ く,農 作業の合い間に適 時投入で きる融通性に富む ところが,竹 林労働の特色であ

る.な おマダケ林0.1ha当 りの年 ・F均収人は5,000～10,000円 程度 で,経 営費は2,500～5,000FJ

程 度であ る.

ii)大 面 積 の 竹 林 施 業 法

国 有 林 ま た は 公有 林 な どに み られ る大 面 積 竹 林 の施 業 計 画 は,従 来 連 年 択 伐 作 業法 が 最

も多 く採 用 せ られ,ま れ に 隔年 択 伐 法 や3伐 区 式 択 伐 法 な どが 用 い られ て い る.連 年 択伐

法 は 竹 林 の 特 性 上 理 想 的 な 方 法 と考 え られ る が,一 般 に 大 面 積 に わ た っ て連 年 択伐 し,そ

の 全 域 に集 約 施 業 を行 うこ とは困 難 で あ る た め,た と え理 想 的 な 計 画 が 樹 て られ て も実 行

の 伴 わ な い 場 合 が 少 な くな い.ゆ えに 大 面 積 の竹 林 に お い て は,そ れ ぞ れ の 自然 的 ・経 済

的 ・社 会 的 条 件 に 応 じて最 適 作 業 法 を選 択 し,現 実 に 実 行 し うる施 業 法 が 採 用 され ね ば な

らな い.

元 来 竹 林 の 施 業 は,林 業 と農 業 との 中 間 的 性 格 を もち,保 育 及 び収穫 作 業 に 多 くの 労 力

を 投 入 す る こ とに よ っ て収 益 を あ げ うる もの で あ るが,雇 傭 労 働 へ の依 存 を余 儀 な く され



る大面積経営において,連 年択伐法の困難な所以は主 として この点にあるといえよう.ゆ

えに大面積の竹林施業の方向 としては,竹 林の自然的特性を損 うことなく作業功程の能率

化をはか りうる施業法を追求しなければならない.こ の主旨にそい うる作業法 として,交

互帯状皆伐法 と隔年択伐法の利点をあわせた交互帯状隔年択伐法を推奨 したい.す でに述

べたごとく,こ の方式は竹林を帯状伐区に分け,相 隣接する伐区を交互に隔年択伐するも

ので,土 地の傾斜及び風向を考慮して帯の巾及び方向を決めることにより,竹 林の利用 ・

保穫・更新上の安全性を期待することがで きる.し かも連年択伐法に比し,①年施業面積は

%で あること,砲 脱位面積当 りの1回 の収穫量は平均 して2倍 であること,③ 竹林からの

年々の収穫 量を均等に持続 しうること,④ 作業功程を著しく能率化 しうること,な ど極め

て有利な特徴が認められる.特 に帯状伐採方式が伐出功程上有利であることは次の実験例

によって も明らかであって,交 互帯状隔年択伐法を採用するときは,相 当大面積の竹林に

おいても集約施業が可能 と認められる.

伐出作業功程 を左右す る要因には,立 竹 径級 の他に,作 業法

の差異 ・林分状態 ・伐採率 ・林床状態な どが考 え られ るが,こ

こでは作業法要因 さらには作業者の能力や努力度 ・健康状態な

ど種 々の ものについて考察 した.

作業法に よって,伐 倒 ・枝払い作業の 功程上 に 生ず る 差異

は,そ れ 自体何等特異 な もの でな く,伐 採率 ・林分疎密度 ・地

床状態な どの影響 の複合 した結果であ る.福 岡市近郊 に設定 し

た竹林 作業種試験地におけ る伐竹作業功程調査 結果 を述べ よ う.

1)立 竹 を伐倒す る場 合,作 業法の差異が功程上 に及 ぼす影

響

左図の通 り,各 作業法ご との功程の間には可成 りの差異が認

め られ る.い ま竹 の大 きさを一定 と した場合の功程 の差異 を知

るため,共 分散分 折法 で平均所要時間 についての作業法 間の有

意差 を作業者 ごとに検定す ると,帯 状伐採区が最 も所要時間が

少 く,能 率的であ った.

2)枝 払いをす る場合,作 業法の差異が功程上 に及ぼす影響

伐倒作業の場合 と同様 な方法で,共 分散分析 してみる と,そ

の功程 と作業法 との関係は伐倒作業の場合ほ ど明瞭では ない。

これ は伐採率 と枝着 きの関係が基因す る もの と考え られ る.

(ii)保 育 手 段

A項 に 準 じ て行 う.

(iii)保 護 手 段

帯状区幅員基準に対する考慮が必要である.余 りに狭い林分を伐 り残すときは,残 存帯

区の、τ竹に種々の危険を伴い,こ とに暴風雪に対して甚だ危険であるから,こ れ らの被害

を防 止しうる巾に伐 り残さなければならない.す なわち帯巾の基準としては,伐 竹 ・集材

上効果的であること,保 残帯の母竹の地下茎伸長によって伐採帯の新竹発生を補完しうる

こと,保 残帯によって伐採帯の保護機能を果しうること,伐 採帯 自体の諸被害に対する危

険がないことなどを考慮し,林 地の傾斜及び風向 と関連して帯の方向を決めるものである.

その他病虫害 ・人畜害 ・気象害などについての考慮は,A項 に述べた通 りである.次 に

従来行われた大面積の竹林に対する施業計画の実例に触れてみよう.

1)国 有林の場合

わが国国有林において,竹 林作業級を編成した経営案をみると,東 京・名古屋 ・大阪 ・高知 ・熊

本の各営林局管内には,そ れぞれ特色のある施業仕組で運営されているものがある.



第129表 国 有 林 の 竹 林

竹 林 作 業 級

}竹 林 作 業 級

第1竹 林作業級

第2竹 林作業級

第3竹 林作業級

竹 林 作 業 級

竹 林 作 業 級

竹 林 作 業 級

竹 林 作 業 級

74り,77は ,に,ほ

(嬢 綺 那 山,奥 島 山国 有 林

13,14,16ヵ 、

(御 籔,御 立 籔,地 獄 谷,

国有 林)

7へ 、と,蹟,31ち,50に ,ほ

(北 山,中 山,正 法 寺 山,

表 山)

65ろ,は

(北 中 山 国有 林)

62に

(六 甲 山 国有 林)

46か(加 茂 山国 有 林)

21り(桂 山国 有 林)

3ほ1-4

(城 山国 有 林)

61へ

(多 田籔 国 有 林)

89い(田 ノ尻 国 有 林)

89ろ(サ ナ クチ 国 有林)

石英斑岩

土壌 深 く,地 味良好,

適湿

沖積層,平 坦,地 味良好

(御籔,御 立籔)

第三紀層,地 味中庸

(地獄谷)

砂岩頁岩(北 山,中 山)
第三紀層(正 法寺山,表 山)
埴壌土及び砂壌土
地味中庸 または不良
緩傾斜

花崗岩,砂 壌土

地味中庸

緩 傾斜

花崗岩,砂 壌土

地味中庸

緩 傾斜

秩 父古生層

地 味良好

緩斜地

秩父古生層,埴 壌土

平坦,適 湿,地 味良好

沖積層,砂 壌土

地味良好

沖積層,砂 壌土

平坦

土層深 く,地 味良好



作 業 級 一 覧 表

保育不充分のため不斉
林相

ha当 り300～400束

マダケ,ス ギ大径木 混

生

生育良好ha当 り
1,300～1,700東

(〃)

生 育不良ha当 り1
,000束

(〃)

小径竹多 く林相は不良

マダケ……98%
モウソウチク……2%
ha当 り510束 程度

保 育不充分のため小径
竹 多 く林相は余 り良好
でない

ha当 り350東 程度

小径竹 多 く林相は不良

マダケha当 り
450束 程度

手入不足 のため生育不
良

マ ダケha当 り380束

マ ダケha当 り350束

モ ウソウチ クは広葉樹

林 に侵 人せ るもの で,

ha当 り300束,

広葉樹は50m:s

現林 相は不良 なる も,

良質 の竹が発生 ししつ

つあ る

マダケ,モ ウソウチク

ha当 り400束

比較的生育良好

ha当 り600～1,300束

手 入不足 のため古竹,
小径竹多 し

マダケ,賊 伐齢5年 回帰年、年}

伐採方法・5年ご腱 したも峨 採 縷採螢園

備 方法:雛 土入施肥を行い枯↑ケを(但 しγ:現
実蓄積)

マ ダケ,択 伐,伐 期令5年,回 帰年1年

v伐採方法:毎 年5年 生竹を択 伐i =-5`

保育方法:毎 年土入施肥を行 う.更 新 は 「ぼ うが」

マ ダケ,モ ウソウチク,択伐,伐 期 令5年,回 帰年1年

伐採方法 ・毎年・町 竹択伐'考

保育方法:土 入施肥の励行,古 竹不良竹の除去

マダケ,択 伐,伐 期令5年,同 帰年1年

籍 鍬 瀧 臨 不良_去'=1

マダケ,択 伐,伐 期令5年,回 帰年1年

伐採方法 ・癬 ・耽 竹を択伐'考

保育方法:土 入施肥の励行,古 竹不良竹 の除去

マダケ,択 伐,伐 期令5年,回 帰年1年

伐採方法:毎 年古竹 よ り伐採 とと もに伐期 に達せ ざる
もの も林相整理のた め不良竹 は伐採す る

保育方法:伐 採後土入,除 草,敷 草,施 肥 を行 う

伐採は成長量 の範 囲内 とし,林 相整理 のため整理伐採
を主 とし,標 準伐採量 は定 めないi
一 一 一 一一m"T一一一一一一一一一 一LJ一Ⅲ一 『1

マダケ,モ ウソウチ ク,択 伐,伐 期令5鯛1帽 年1年1

伐採 徽 ・鱗5年 生に達 した もの餓 採i・-lgl

保育方法:毎 年 上入,敷 藁,広 葉樹は風致t残 す

マダケ,モ ウソウチ ク,択 伐,伐 期令5年,回 帰年1年

伐採方法 ・癬5牲 燵 したもの戦 採'考

保育方法:毎 年土入,敷 藁,広 葉樹は風致上残す
1_______一_

マダケ,択 伐,伐 期 令5年,回 帰年1年

癬 方法・癬 古竹狼 竹の整理 ∫一ζ1

保育方法:土 入,施 肥l
l}

昭和30年 度編成,国 定公

園第2及 び第3種 特別地

域(指 定見込地)一 部風

致保安林

昭和30年 編成,水 害防備
保安林の見込地 な らびに
水源酒養保安林

御籔,御 立籔 は売却予定
地,昭 和32年 度施業見合
せ

昭和28年 度編成,竹 林作

業級廃止の予定

昭和28年 度編成,土 砂流

出防備保安林廃 止の予定

昭和28年 度編成,航 行 目

標保安林廃止の予定

昭和26年 編成,廃 止予定

昭和29年 度編成

風致保安林

昭和30年 度編成

水害防備保安林

昭和30年 度編成



1竹 林 作 業 級I

I
壌土,地 層厚 く,適 湿

地味良 好

緩斜

砂壌土

深,軟,適

平坦乃至緩斜

〃

〃

花崗 岩,砂 壌土

緩斜,適 湿,深

地 味良好



成 育 は 一 般 に 良 好

更 新 状 況 も良 好

ha当 り250束

ha当 り8,500本

箇 所 に よ って は20・m
内外 の もの10,000本 以

上 成 立一 部 は10cm未

満 で 籔状 一 部 に ヒノ キ
スギ,モ ミな どを混 ず

マダケ,択 伐,伐 期令5年,回 帰年1年

伐採方法:単 木択伐

保育方法:

標準年伐量:作 業級面積 ×ha当 り1ケ 年 の新竹発生
量

マダケ,択 伐,伐 期令5年,回 帰年1年

伐採方法:構 のス`'Et",ヒノキは保残す
i-V。 。.、5

保育方法:毎 年施肥,耕 転

マダケ,択 伐,伐 期令4年,回 帰年1年

伐採方法:毎 年不良竹,屑 竹 の伐採i=・V×0.1G

l保 育方法:林 衣の構成に努め,3～4年 目ごとに敷草,
1覆 土施肥 を施行喧

〃

マダケ,択 伐,伐 期令4年,回 帰年1年

伐採方法 ・毎年4年 生竹戦 採'者

保育方法:5年 目ご とに敷草 ・覆土 ・施肥 を施行

マダケ,択 伐,伐 期令4年,回 帰年1年

伐採方法 ・被舗 不朗 と4年生竹戦 採'当

保育方法:毎 年手入を施行

;

鎧 瀞瀦 謹贈灘1
保 育 方 法:

マ ダ ケ,ハ チ ク,択 伐,伐 期 令4年,回 帰 年1年

伐採方法・朧 繕 少轍 本期の主'一 乙

保育方 法:

〃

〃

,ク ロチ ク,択 伐,伐 期 令3年,回 帰 年1年
丁
縣 方法:叢 竹を除去構 年3牲 竹を伐'-1

保育 方法:毎 年施肥,数 藁,土 入 を行 い,切 株 を割 一
て腐朽 を促進す

昭和27年 度編成

昭和9年 度検訂

昭和ユ7年度検 訂

昭和26年 度編成

昭和30年 度編成

実行期 間:昭 和9～ ユ8年
度

実行期間:昭 和19～28年
度

実行期間:昭 和27～36年度

実行期間:昭 和14～23年
度

実行期間:昭 和3～12年
度

実行期間:昭 和5～14年度

実行期間:昭 和14～23年度

普通施業地及び魚附保安
林



高 知 i竹 林 作 業 級1

(唯 波 山 国有 林)1

22ろ,ほ

(中 ノ川 国 有 林)

E

4ろ

(八 幡 山国 有 林)

緩～急

砂岩及び頁岩

砂質壌土

地位上,急 斜

〃

西河 山:平 坦

小田深山:急 斜

地味良好



前 案0.36haの 竹 林

が 繁茂,蔓 延 して

2.25haに 達 した も

の

繁茂 し生育極めて良

好

現在蓄積=7,498束

生育良好に して竹幹

周囲20cm以 下梢 々

密林状 を呈す

現在蓄積=2,760束

生育良好

西河 山:D=8cmで
良好

小田深 山:手 入不足
のため過密 でha当
り2,000本D=2cm

現在蓄積
西=51束
小=402束

磁 宝ゼ チク・択餓 期令 煙 雛1

餅 方法:欝 言撃騰 鰍 藻 ・宅 嘉陶

保育方法、毒繍 難 灘 黙 採醐 林分は補植.1
ク ロチ ク,ハ チ ク混 活 林 は 漸 次 ク ロチ クに

統 一 す

汐 ダケ・択伐・伐期令4年 ・回帰年1年
1伐採方法

・禦 の発生状況購 議 択i-{i'

保育方法:

マダケ,択 伐,伐 期令4年,回 帰年1年

1伐採方法蠣 撫 不良囎 去し4年生竹,-li

保育方法:

マ ダケ,択 伐,伐 期令4年,回 帰年1年

伐採方法 構 隔 良竹を除去v・4年 生i-z一

保育方法:隔 年 一回手入 を施行 し,保 護撫育す

マダケ 〃

伐採方法:〃

保育方法:〃

標準年 伐量=・年発生量 をha当 り100東 と推定 し,69束
を標準年伐量 とす

未だ利用の域 に達せず,当 分 これが 撫育増進 をはか ら
ん とす

マダケ,ハ チ ク,択 伐,伐 期令4年,回 帰年1年

伐採方法 ・癬4年 生竹を全識 採す'考

保育方法:

〃

マ ダ ケ,ハ チ ク ・ク

伐採方法難 難 糠 難 難 ゴーζ
る

保育方法:

実行期間:
昭和3～12年 度

普通施業地(1.20ha)及

び魚附保安林(1.05ha)

一部魚附保安林

実行期間:
大正7～12年 度

実行期間:
昭和10～19年 度

水源酒養保安林

実行期間:
昭和19～28年 度

〃

実行期間:一昭和26
～3b年 度

実行期間:
昭和14～23年 度

実行期間:
昭和2～11年 度

実行期間:

1避 堅17堕
1実 行期間:

昭和2～11年 度



熊 本 竹 林 作 業 級

竹 林 作 業 級

〃

〃

竹 林 作 業 級

(扇 山国 有 林)

4い,108に,129ほ,158わ

4い(扇 山国 有 林)

108`c(河 原 谷 国 有林)

〃

21い,49い,91ほ,92へ ,ほ,

97tC等

〃

89へ(長 尾国有林)

外 旨I

l

緩斜

立地関係は良好

〃

標高300～700m

南部:緩,北 部:急 峻

地味梢 々不良



周 囲1.55尺 の もの

ha当 り 約3,000本 成 立

現 在 蓄 積 一一 『日
4い:865束

(モ ウ ソ ウ
1081こ:92束

(マ ダケ

他 に針 葉 樹63m3,

葉 樹7m3が モ ウ ソ ウ

林 に混 成 す

現 在 蓄 積
4い:998束

(モ ウ ソ ウ
108に:92束

(マ ダケ
4い の 生 育 は 良好 な

も108に は 成 育最 悪 耳

態

撫 育 不充 分 の ため 林 ホ

は 多 少悪 化

ha当 り100～300束

89へ 以 外 の 林分 は ス ギ

ク ロマ ツ,ザ ツ を混

す る も竹 林 経 営 に適

〃

モウソウチク,択 伐,伐 期令4,回 帰年1年

伐 採方法:劣 等竹は3年,優 良竹は5年 生にて伐採す

;老 竹,病 竹,損 傷竹は速かに伐採す

　備 方法 ・i一 ζ(∵ 新竹発躰 数少故)

マダケ,モ ウソウチ ク,択 伐,伐 期令5年 ,回帰年1年

伐採方法:4い は第1年 目よ り連年収穫 をなす.他 は
6～8年 目よ り収穫 を予定す

1保勧 法
,施肥,土 入等の積極的鯖 手段 を,』

講ず5
一i-一 一 一一一 一一 一 …LL'一 一 一 一 一一 一 一一I

lマダケ・モウソウチク・択伐欄 令5年 回帰年1年l

l伐採砿 籠 論 病鵬 傷臓 生先 一ζ

「保育方法:雑 草刈払,敷 草を施 し,林 衣の形成に努む

ー「

〃

lI

lマダケ・択仇 伐期 令4年 ・回帰年1年

伐採方法:

保育方法:

1マダケ,ホ テイチ ク,択 伐,伐 期令5年,回 帰年2年

癬 方法 隔 年に主伐を予定すi

l保育方法:主 伐以外の年度に撫育を施し
,林 相の改良

・ をはかる

〃

ll
』モウソウチク

,マ ダケ,択伐,伐 期令5年,回 帰年1年

、伐 採方法=毎 年初冬に古竹 よ り適 当に伐採す

備 方法 ・繍 客土などを施す'一 ζ

1-一 一 一 一一一一一 一 一t-_一 一 一一 一.一 一 一一 一..一

厩 法、本期内は3回;;択伐を行う

保育方法:耕 転,施 肥,数 藁,客 土 な どを施行す.新
竹利用 までの期間は農作物 の間作 を必要 と
認 む

大正11年 度検訂

昭和6年 度検訂

昭和16年 度検訂

昭和25年 度編成

施業制限林地(部 分林設

定区内)

大正13年 度検訂

昭和8年 度検訂

昭和17年 度検訂

昭和8年 度検訂

昭和18年 度検訂



1}熊 本 川 内 川 内1

捗

竹 林 作 業 級

〃

〃

竹 林 作 業 級

〃

〃

竹 林 作 業 級 緩斜

深

地味良好



撫育充分のため成育儀

良林分な り

暫時収穫 を中断せ るた

め古竹多 く新竹発生力

減少す

マ ダケ密生地 に して材

相不斉地

周囲3～4寸 に して生

育不良

〃

モ ウ ソ ウチ ク,マ ダ ケ,択 伐,伐 期 令4年,回 帰 年1年

騨 法:翻 靴 老蝋 竹の伐採'%
腺 育方法:

Lウ ソウチ ク,マダケ,撒 伐期令5・ll・,回帰年2年i

「伐採
方法:2年 目ごとに5年 生竹の伐採 をな し病竹,

損傷竹の伐採 をなす

i
保 育 方 法:雑 草,雑 木 は年 々刈 払 い,敷 草,敷 藁 な ど

をha当 り7,000～15,000kg程 度 施 す

モ ウ ソ ウ チ ク,マ ダケ,択 伐,伐 期 令5年,回 帰年1年

伐採 方 法1

保 育 方 法:

マ ダ ケ,択 伐,伐 期 令3年,回 帰 年1年

伐採方法 ・年 々3年 生竹 を伐採すi一 誓1

保育方法:晩 筍の除去,そ の他の撫育に努む

[マダケ,択 伐,伐 期令4年,回 帰年2年

伐採方法:40林 班 において本期後半,隔 年2回収穫 す

保育方法:

Eマダケ
,択 伐,伐 期令5年,回 帰年2年

伐採方法:

保育方 法:

マダケ,択 伐,伐 期令4年,回 帰年1年

伐採方法:本 期前半5年 間は保育 をな し6年 目よ り主
伐をなす

保育方法:

マダケ,択 伐,伐 期令5年,回 帰年1年

伐採方法:

保育方法:

マ ダケ・択伐・伐期令5年 回帰年1年1

難}嫉 鰹臓 懲
1

昭和8年 度検訂

昭和18年度検訂

大正8年 度検訂

昭和3年 度検訂

大正10年度検訂

水源酒養保安林

昭和5年 度検訂

水源瀕養保安林

昭和5年 度検訂



第129表 は,各 営林 局管 内の竹林作業級の一覧表 である.作 業級面積 は0。26～32.70haの 範囲 に

あって樹林の作業級面積 に比 して著 しく狭小であ る.作 業法 としては,伐 期令5年 で回帰1年 の連

年択伐法が最 も多 く,伐 期令5年 で回帰年2年 の隔年択 伐法 や伐期令4年 で回帰年1年 の連年択伐

法が マダケや モウソウチ ク ・ハチ クを主要竹種 とす る ものにみ られ る.ま た クロチクの竹林作業級

では伐期令2～3年 で回帰年1年 の連年択伐法がみ られ る.収穫 予定法 としては,平 均成長量法に

よる ものが主流 を占め,そ の他 には直接連年成長量法及び成長率法 などがみ られ る.

保育法 としては,耕 転 ・客土 ・除草 ・敷藁 ・施肥 ・枯損竹及び不良竹の除去 ・林衣 の構成な どの

集 約な保育作業 を実施す るように指定 されてい る.し か し,現 実 にこの種の施業を実施 した例は ほ

とん ど見 られない.

次に代 表的な2～3の 竹林作 業級 について施業上の指針 を例示 しよ う.

(1)恵 那 経 営 区 に お け る竹 林 作 業 級

(第1次 検 訂案 では林業地外雑種地 と指定 されていた ものを,昭 和9年 第2次 検訂案において初 め

て竹 林作 業級が編 成され,以 来今 日に至 ってい る)

本竹林 は旧藩時代か らの もので長 く手入改良 されて きた.場 所 によっては胸 高周囲20cm内 外 の

ものがha当 り10,000本 以上 も成立 してい るところ もあ るけれ ど も,な お胸 高周囲10cm未 満の

ものが籔状にな っている個所 もあ る.

将来は法正 立竹数 をha当 り平均周囲12cm～15cmの 竹 で9,000本 立 とし,利 用価値が最 も大

きい5年 を伐期 とし,1年 生か ら5年 生までの各令階の ものを約1,800本 あて成立 させたい.

そこで1ケ 年分 の伐採量1,800本 とな るが,そ の うち一割は風雪害 あ るいは筍の発生の多少 によ

って差異があ る もの とみな して1,600本 とした.

この ように将来 の立竹数 を多少増加 させ,径 級 も大 きくす るためには毎年相 当の施肥 ・耕 転を行

う必要があ る.な お竹林 中にある天然生木は これを伐採 して林縁にあ る ものだ けを防風帯 として保

残す ることに したい.

伐竹数量は法正立竹 数に導 くために,当 分の問は15%と し,ha当 り9,000本 で,胸 高周囲が20

cm以 上 となった際には20%に す る.そ の計算方法は,将 来はha当 り9,000本 の20%,す なわち

1,800本 あて伐採す るが,現 在 はha当 り8,500本 であ るか ら,そ の15%の1,275本 を1ケ 年 間

の伐竹数 として,そ の10倍 をha当 り伐竹数 とした.

竹林 の伐採上特 に注意すべ き事項 としては,籏 生 してい る ものや胸高周 囲10cm未 満の ものは速

やかに伐採整理 して,地 力が衰弱 しない ように注意す る必要が ある.ま た風衝 は筍の伸長成長 を阻

害す るばか りでな く,筍 の発生 を減少 させ るか ら,林 衣の構成には注 意 したい.さ らに,ま た3～

4年 目ごとに厚 さ5～6cm程 度 の敷草 を行い,1m2当 り一荷 内外の覆土を行 う.必 要 に応 じて肥

料 を施 して鞭i根の発達 を促す,施 肥 は1ha当 り堆肥10,000kgあ るいは人糞尿12,000kg内 外 を

要す る.箱 は 自然脱落 を待 って採集す る.

② 奈 良 経 営 区 に お け る竹 林 作 業 級

A)竹 林の管理沿革

1)御 籔国有林

伊勢津及び伊賀の領主藤堂家の所領であ った もので,御 籔方役員 をお き,村 庄屋 を差配人 とし,

籔番人 をお き,竹 林 の保護 をす るとと もに隔年 に伐採 したといわれてい る元藩林 で,維 新後国有林

に編入 された.

2)御 立籔 国有林

いわゆ る天領 で,代 官小堀家が 管理 していた.小 堀家は御所 の修繕奉行で京都にいて木津村の庄



屋 または素封家に差配 させ,な お籔番 人をお き,竹 林の保護 をさせ るとと もに主 として隔年 に4～

5年 生の竹 を伐採売却 して保護 その他の諸経費 を除外 し,残 金 は小堀家 に納付 させていた といわれ

る もので,維 新後 国有 とな った.

B)竹 林の生育概況

御籔,御 ず7二籔は木津川沿岸 の沖積層の平坦地で,地 味が良 いため生育良好で,な か には胸高直径

10cm,稈長18nに 達す る もの もあって,ha当 り平均蓄積は1,300東 内外 である.

C)施 業 方 法

原則 として毎年5年 生竹を択伐 し,地 力の維持や蓄積の増加をはか るた めに毎年土入 れや施肥 な

どを行 う.

D)標 準伐採量の算定

原則 として毎年5年 生竹が伐採 され るのであ るか ら,標 準年伐量は現在蓄積 の%を 標 準 として定

め ることとす る.標 準年 伐量=16,237束 ×(%)=3,247束

E)収穫 規整の要領

現在ha当 り蓄積が1,000東 ～1,700束 で,平 均1,300束 程度 であるが,毎 年 施肥 ・土入な どの手

入 をす ることによって,ha当 り蓄積 を1,500～2,300束 で,平 均1,900束 の正常蓄積 に導 くよ うに

す る.

③ 川 内経 営 区 に お け る竹 林 作 業 級

(第2次 検訂案 で初 めて竹 林作業級が編成 され,第3次 検訂案,第4次 検訂案 を実施 された)

本経営区内にはモウソウチク ・マダケの繁茂 してい るところが 多 く,気 候や土質 も竹林 の経営 に

適当であ り,そ の品質な らびに太 さの点 において も他に比をみない もの であるか ら,現 在 の純林 や

その隣接地 で母竹が点在 して容易に竹林 に誘導可能な区域 に対 して合理的施業の竹林作業 を行 い,

優良竹 の生産 をはか ることとした.

竹林 の経営上最 も肝要な ことは,筍 の盗採及び乱伐の防止 にあるけれ ど も,相 当の林相 を保 って

い る区域 においては年 々発生す る筍 を ことごと く成竹 にす る必要はないので,不 良な もの は速かに

除去 して優良竹だ けを成立 させ るのが理想であ るが,成 長が速かな筍に対 して 日々 これ を選別採取

す ることは実行上至難であ る.

ゆえに筍の発生期には,そ の状況 を絶 えず調査 して発生の最盛期をす ぎ優 良竹 とな るような もの

が ほぼ 出揃い,相 当成長 した後 に晩生の ものだけを採集す るようにはか るべ きである.

なお,母 竹が 点生 して いる個所若 しくは林相が著 しく疎開 してい る部分 は,晩 生の もので も採取

しない ことにす る.

竹の伐期は4～5年 を標準 とし,年 々晩秋の候 にその年の新竹 発生 数な らびに醗閉度を考慮 して

適 当に択伐す ることに し,そ の中で特に優 良な ものはなお1年 成 立 させ,ま た劣等竹は3年 生 で も

伐採す る.な お,病 竹や枯損竹な どは年 令にかかわ りな くな るべ く速やかに伐採す ることとす る.

竹 の習性 を調査 したところ,発 生後1年 後の新竹は まず 自体 を構成す るに止ま り,2年 目か ら鞭

根や鞭芽の成長 に努 め,3年 目に筍が で き,4年 目は2年 生竹 と同様 に鞭根や鞭芽 の成 育だ けに勢

力を費 し,5年 目に再び筍を発生 させ る.し か も5年 目に繁殖の極盛期 に達す る.5年 生以降 とな

れば地下茎発育の最盛期をす ぎ,順 次老衰枯死に傾 き,特 に病 中最 も恐 ろしい蔓 自然枯病 は発育の

減退 とと もに漸次増加発生す る,

竹稈の工芸的性 質 として重要 な抗張強 ・抗 折強及 び抗圧強 は,試 験の結果に よればいず れ も5年

で最高を示 し,漸 次低下の傾向があ るか ら,以 上の事項 を参酌 して5年 生竹 を伐期の最適期 と認 め

るので,輪 伐期を5年 とした.

竹林 の取扱 いは次に よる.



争 立竹の多寡は竹材生産上重大な関 係があ るので,常 に適 当な本数が平 等に成立 しうるように注

意す ること.

②竹稈 には発生年度の記号 を墨書 して年令を明 らか に し,伐 竹の際に便利なよ うにす ること.

③ 伐採 は発筍の関係上,2年 目ごとに5年 生竹 を伐採 し,利 用上大体9月 か ら翌年の2月 頃 まで

に行 い,必 要 に応 じて5年 生 竹を保残す るとして も7年 以上 は残存 しない こと.

④ 損 傷竹や病竹な どは年 令の如何 にかかわ らず遅滞な く伐採除去す ること.

⑤ 竹林 内の雑草や雑木は年 々刈払い,ま た林内には刈草 ・藁 ・麦桿 な どを1ha当 り7,000～15,000

kg程 度撒布 して,翌 春の発筍を促す とと もに湿 気を与 えて一面雑草の繁茂 を抑制す ることの外肥料

の用に供 す ること.

⑥ 筍発生の最盛期 をす ぎて優良竹 とな る見込の ものが出揃い,相 当成長 した後,晩 生の ものや下

等の ものを順 次除去 して,本 数の整理をす ること.

⑦伐採 には銘 目を深 くいれて,腐 朽に便利な ようにす るこ と.

収穫予定法

F=42.91ha

U=5年

従来か ら竹林作業を とり,相 当保育的施業を実 施 して きたけれ ど も,竹 林 経営 は一般 に多大の経

費 と労力 とを必要 とす る関係上,な お標準蓄積に満たない ものが 多 く,新 規追加の竹林 では全 く粗

放な取扱 いを して きたため,今 直ちに竹林 として年 々の収穫 を予定 しえない ものが 多いので,当 分

これ らの林分 は保育だ けに努め,相 当成林 した暁に収穫 す る もの とす る.

よって,収穫 確実 な個所だ けについて伐採す るこ ととした.

2)民 有 竹 林 の 場 合

粗放な施業が営 まれてい る例 として,福 岡市近郊 に位置す る粕屋 郡久 山町久原財産組合が管理す

るマダケ林15haの 施業法 を述べ よう.

伐期令6年 で回帰年3年 の3伐 区式作業法 を採用す る本竹林では,胸 高直径2～8cmの 林分集

団 で,発 筍期間に巡 視をお くほか林縁部に スギ ・広葉樹 を配置 し,幹 線搬出路2本 を もつ.保 育手

段 として は伐竹作業実施の際に作業の さまたげ とな る雑草木 ・枯損竹な どを除去す るにす ぎず,客

土 ・施肥 ・除草 ・その他の労力 は投入 しない.連 年 秋期 に3,000束 前後 出材 してい るので,連 年成

長量 は0.1ha当 り20東程度 とみ られ る.本 竹林 での平均立竹価格は1束100円 前後 であるか ら,連

年0.1ha当 り粗収入は2,000円 程度 とみ られ る.

なお,本 竹林の ・部で試験 した結果では,伐 採法を連年択伐法 に しただ けで,4ケ 年 間平均成長

量 は0.1ha当 り26東 に増加 し,隔 年択 伐法 に した場合は23束 をあげえた.施 肥試験の結果 は,無 処

理区の1.5倍 の平均成長量 を示 した.

大 面 積 の竹 林 に お い て,理 想 的 な計 画 が 樹 て られ て も,雇 傭 労 働 へ の依 存 度 が 高 い た め,

全 域 に わ た っ て集 約 施 業 を 行 う こ とは 困難 で あ る こ とが 少 な くな い.ゆ え に大 面 積 の竹 林

施 業 の方 向 とし て は,自 然 的 ・経 済 的 ・社 会 的 条 件 に応 じた最 適 作 業 法 を選 択 し,現 実 に

実 行 し う る施 業 法 が 採 用 され ね ば な らな い.

交 互帯 状 隔 年 択 伐 法 は連 年択 伐 法 に比 し て,⑦ 『r施業 面 積 は%で あ る こ と,② 単位 面 積

当 りの1回 の収穫 量 は平 均 して2倍 で あ る こ と,r3竹 林 か らの 年 々 の収穫 量 を均 等 に維 持

し う る こ と,④ 作 業 功 程 を著 し く能 率 化 し うる こ とな ど極 め て 有 利 な 特 徴 が 認 め られ る方



法である.そ の実行方法は,竹 林を帯状伐区に分 け,相 隣接する伐区を交互に隔年択伐す

るもので,土 地の傾斜及び風向を考慮して,帯 の方向及び巾を決めることによ り,竹 林の

利用 ・保護 ・更新上の安全性を期待できる.

よって大面積の竹林施業法としては,集 約施業が可能な,交 互帯状隔年択伐法を推奨す

る.

4総 括

まず竹林における総合的な生産組織化の手段としての,作 業級の性質とその内容を考察

し,次 いでその理念的規範 としての法正林を研究し,最 後に応用的見地からの竹林施業法

のあ り方について検討を加えた.

(1)作 業 級

小規模経営の竹林では,そ の全域を同質的な林分 として取扱い うる場合が多いので,同
一の作業法 ・伐期令で全域を一作業級 とみなして,収穫 予定を樹立することができる.

大規模経営の竹林では,必 ずしも全部が同質的な生産過程 を辿 るべ き,竹 種 ・作業法 ・

伐期令を等 しくす る林分か らのみ構成され るとは限らず,異 質的な ものを包含す ることが

ある.し かるに,こ のような異質的な林分の集合体で直ちに蓄積観念を設定 し,合 目的々

な内容を造成し,収穫 を予定す ることは頗る困難である.ゆ えに,同 質的な林分を集めて

作業級 とし,合 目的々な収穫予定 を樹立し,竹 林生産の実行内容を合理的に組織付 けなけ

ればならない.す なわち総合的組織化の手段は,同 質的林分を集めて作業級の範囲を具体

的に決定し,こ れを単位 として場所的規整 と時間的規整 とを行 うが,場 所的規整の手段は

伐採列区の構成であり,時 間的規整の手段は輪伐期の決定である.

従って,竹 林の総合的な生産組織化の過程を,(i)作 業級範囲の決定 ・(ii)伐 採列

区の構成 ・(iii)輪 伐期の決定にわけて考察 した.

竹林の作業級 と樹林のそれ との概念的相違点は,成 長量形成の過程において,竹 林は地

下茎更新によって年々新個体を形成する新竹合計が 成長量であり,収穫 予定の基礎 とな

るが,樹 林ではそれを構成す る各林分の各樹木が資本 とな り,そ の利子 として成長量を形

成するので,作 業の統一及び収穫予定の基礎 をうることが作業級設定の目的であるならば,

竹林作業級の定義内容は,竹 種 ・作業法 ・伐期令を等 しくする林分集団か ら収穫予定を行

う基礎を うることに重点がおかれ,樹 林において重要視される永続的蓄積 としての合目的

々な質的量的内容を造成する蓄積観念を構成する単位 としての定義内容は従属的地位にお

かれる.

竹林の作業級範囲の決定は,理 論的には同一経営体に属する竹林が竹種 ・目的生産物 ・

作業法などの相違によって幾つかの作業級に分 けられる場合があ りうる.し か し現実的に

は,こ のような作業級の区分設定を必要 とする事例 は極めて少ない.何 故な らば,生 産 目

的を竹材 とする場合の伐期令は極めてその範囲が狭 く,ま た作業法の選択 も限定 しうるか

ら,強いて作業級を区分設定する必要は認 められず,む しろ一作業級 として取扱 うことが有

利と考えられるので,一 経営に属する竹林の範囲について作業級を設 けるのが普通である.

竹林の伐採列区は,連 年択伐作業法の行われる竹林には成立しない.数 個の伐区をもち

伐採周期ごとに回帰伐採される比較的大面積の竹林に対 してのみ成立する.伐 採列区の手

段 としては,林 衣構造 ・被覆構造 ・伐区形 ・伐区面積などの適正な配置が要求せ られ る.



① 林衣保護構造は,伐 採列区の有無にかかわらず,竹 林の保護手段 として,極 めて重要

である.

② 被覆保護構造は,伐 採順序を整 えることによって,各 伐区の立竹密度を一定方向に傾

斜 させ,保 護手段 として役立つと同時に直接更新及び利用上に関与するが,こ のよ うな構

造は樹林の場合ほど重要ではない.

⑥ 伐区形は,伐 竹 ・集材などの円滑化のほか,伐 区式作業では地 卜茎更新への影響が大

きいので,竹 林では重要な意義を もつ.

④ 伐区面積は,伐 区の長さ ・幅員などが,利 用及び更新上に関係するものである.

竹林の輪伐期は,連 年的伐採の行われる一作業級の全立竹 を一巡伐採するに要する期間

で,作 業級の内容を時間的に規整する生産期間であるから,性 格的には 伐期令 と相違す

る.し かし竹林は,作 業法の如何にかかわ らず,伐 採 と更新 との間に更新休閑期が存在 し

ないので,両 者の年数は等 しい とみなすことができる.

竹林作業級に対す る輪伐期は,竹 林の特性 と合目的性判断において成立す るもので,そ

の任務は主 として収穫予定上の要素 となること及び経営上の時間的予測の尺度 となること

である.

なお竹林の輪伐期は伐期令を基礎 として成立す るから,輪 伐期の種類は,伐 期令の種類

とほとんど同様である.各 種の輪伐期年数の差異は極めて少ない.

(2)竹 林の法正状態

竹林における材積収穫 保続の法正状態とは,伐 期にいたるまでの各令階の立竹が散在混

交する竹林において,伐 期に達 した立竹を年々伐採収穫 するように作業するものをもって

基本的な形式 と考えられる.而 して,竹 林作業における法正状態の内容は次の通 りである.

(1)法 正令階分配

休閑期のない場合の皆伐高林作業の法正令階分配状態に近以する.竹 林は異令林である

か ら,皆 伐樹林における各令階の林分が同一林面に集められた場合に相当するが,各 令階

別立竹の本数 ・材積などは樹林 と異な り,発 筍の豊凶性に左右 されるものである.

② 法正林分配置

竹林の法正林分配置は,樹 林におけると同様に伐採 ・更新 ・保護 に関して合理的ならし

めるものである.し かしその手段は作業法によって著 しく異な り,連 年択伐法においては,

拷慮の余地がない.

竹林の特性中,林 分配置関係要素を検討すると,次 の各項に要約される.

q)竹稈 の特性上,伐 採搬出に幾多の支障があり,こ れを合理的にするための林分配置

上の考慮が,経 営上重要である.

②竹稈 成立の特性上,風 雪害などの被害保護に対す る考慮が必要である.

③ 地下茎更新の特性上,成 長期間について,更 新上の考慮を要す る.

よって作業法の如何を問わず,林 衣保護構造を造成することが望 ましい.ま た伐出の際

に,何 等の支障もないようにするため,搬 出路までの距離がで きる限 り短 くなるように配

置する伐区式作業の場合には,帯 状伐区の方向及び幅員を各種の被害から保護しうるよう

に,ま た地下茎更新が完全に行われるようにするとともに,林 地の傾斜を考慮して合理的

搬出路 を設 けるべ きである.



③ 法 正 蓄 積

法正蓄積の大 きさは,1年 内の季節に よって 異な り,新 竹成立直後より伐採直前まで

が多 く,伐 採直後よ り新竹発生直前までが少ない.そ の蓄積は,樹 林 における皆伐法の場

含と同様に,令 階分配を基礎において考慮する必要がある.し かし令階別材積は,豊 年 と

凶年が交 二々にあらわれ,年 令の増加に伴 う令階別材積の増加は認められない.従 って,竹

林の法正蓄積は,地 位 と施業法に概括された適正伐期令の下に,そ れぞれ一定量を示す も

の と認められる.而 して,樹 林の法正蓄積は,作 業法によって異なるが,竹 林の法正蓄積

は,作 業法の如何にかかわ らず次式によって示され るものである.

④ 法 正 成 長 量

法正成長量 とは,法 正令階分配 ・法正林分配置 ・法正蓄積などの基本的要件を具備する

場合に,各 林分が正常に新竹 を発生す る場合の新竹量合計である.た だし竹林の特性上,

年々の発筍量の豊凶性 ・新竹歩留 り率 ・成長経過などの諸点において,正 常であるごとが

必要である.

竹林の法正成長量については,年 々の豊凶性は避けられないが,正 常な林分であれば豊

年次相互間の新竹量は もちろん,凶 年次相互間の新竹量 もほぼ等 しいから,次 式のごとく

豊凶各年次の成長量合計の平均が,法 正成長量 となる.

Z-%(2、+22)

(3)施 業 法

竹林の施業は,自 然的条件のほか,労 働 ・技術 ・経済条件などによって,そ れぞれ異な

るべきものであるが,こ こでは主 として生産組織論的見地か ら応用上の示唆を与える意味

において,経 営規模特に面積の大小に分けて考察する.す なわちおおむね0.5haを 基準 と

し,そ れ以上の竹林 を大面積,以 下を小面積 として施業のあ り方を述べる.

(1)小 面積竹林

主 として小規模の民有竹林を対象 とし,集 約施業によって単位面積当 りの所得増大を期

待するものである.そ の作業法は連年択伐法を理想とし,伐 期令は通常4～5年 が適当で

ある.収穫 予定は照査法的成長量法が望 ましいが,過 去の伐竹実績が明 らかでない場合に

は定期連年成長量法または平均成長量法を用いる.経 理期間は森林法 と協調せしめて5年

ごとに照査検訂し,収穫 予定量は実行過程 において調節する方法をとる.輪 伐期 ・伐採周

期などを必要 とせず,伐 採列区 も設けない.

収穫は伐採季節を選んで保育主義の択伐を行い,自 家労力を合理的に活用して効果的に

客土 ・施肥 ・除草などの保育を施す とともに,被 害防除のため林衣の造成 ・垣根の補修 ・

被害竹の処理などを行 う.特 に病虫害の防除 ・施業技術の推進 ・竹材の販売処理などには

地域協同作業が重要であるから,組 合組織活動が望ましい.

② 大面積竹林



主 として大規模の国有 ・公有の竹林を対象とし,計 画的経営によって収益の増大ならび

に地力維持に指向するものである.一 般に大規模経営には技術者 ・労働者の雇傭を要す る

か ら,竹 林施業の基準となる経営計画を樹てねばならない.伐 竹方法 ・保育方法などは小

規模経営に準ずるものであるが,現 実的には客土 ・施肥などの地力増進作業が困難な場合

も少なくないので,施 業に当っては特に表土の流亡や乾燥の防止に留意 して地力維持をは

かるべきである.ま た伐採列区 と関連した保護樹帯の造成及び林道の充実を期し,被 害保

護の安全を期す るとともに,施 業の効率化 ・機械化に指向しなければならない.竹 材の品

質向上及び規格の統一 ・出荷方法 ・市況調査 ・販売技術などに対す る適切な努力によって

経営を合理化するならば,竹 林の大規模経営 も決 して困難ではあるまい.作 業法は竹林に

適合するものを選択すべきであるが,特 に交互帯状隔年択伐法を推奨 したい.こ の場合に

は伐期令(輪 伐期)4～5年,伐 採周期2年 として伐採列区が設 けられる.収穫 予定は前

者 と同様照査法的成長量法が理想であるが,近 い過去の収穫 実績が明らかでない場合には

当分定期連年成長量法または平均成長量法を採用し,指 標林 としての林分材積表及び林分

成長量表の調製されている場合には修正成長量法が利用せ られ る.い ずれにしても経理期

問は森林法と協調せしめて5年 ごとに照査検訂し,生 産の上昇的持続をはかるべきである.

第VI章 摘 要

本研究はわが国の主要竹種であるマダケを対象 とし,竹 材を収穫す る竹林の空産組織化

を意図した もので,竹 林生産組織論 としての理論的研究 と,こ れを裏付けるべ き実証的研

究によって構成されている.

竹林の材積成長量はスギ林の生産力に匹敵し,し か も竹材には極めて広汎な用途 と需要

がある.し かるに竹林の現状をみると,不 適切な取扱いによる竹林の荒廃 と竹林面積の減

少 とによって竹材産出量は年々低下しつつある.そ の原因は種々あげうるが,根 本的には

小面積の竹林が多く,伐 期年数が 短いため,適 切な 施業法に関する検討が不足し,か つ

計画的生産組織の研究が放置せられていることに基因するもの と考 えられる.こ のような

観点か ら,筆 者は竹林の生産性向上の基礎を合自然性 ・地力維持増進 ・優良形質継承な ら

びに経済性の4原 則におき,こ れを満足せしめる施業法を追求す るため,竹 林の 自然的な

らびに経済的性質を究明することによって,合 理的な生産組織を確 立し,竹 林経営の推進

に寄与すべ く本研究を行 った ものである.す なわち1948年 か ら福岡市の近郊数カ所にマダ

ケ試験林を設けて,林 分構成の実態を 調査し,こ れを研究の端緒 として 年々測定を継続

し,マ ダケ林の更新 ・伐採の各階梯における基礎的実験に着手した.つ いで立竹の年令判

別調査 ・東及び竹稈材積の測定 ・立竹構成調査 ・林分材積表ならびに林分成長量表の調製

・作業種試験 ・施肥試験 ・撲滅試験 。伐竹作業功程調査 ・竹材市況調査 ・既往文献の検討

などを行った.こ れらのうちには目下試験継続中の もの もあるが,以 上の野外試験調査及

び資料を通じて,マ ダケ林の施業的性質に関す る幾多の新知見をうることができたので,

これに基いてマダケ林の生産組織を老察し体系づけたのである.

1)竹 程材積ならびに成長量

(1)従 来慣用された東単位は,地 方によって一律でなく,そ の内容は各東制e"と に,各 周


